
資料２

バイオテクノロジー戦略大綱詳細行動計画実施状況表

平成１８年１月２６日



詳細行動計画実施状況の評価基準
（１）施策ごとの評価の基準

基準１ 体制整備
（有用資源等を体系的に収集・管理する
体制の整備等の場合）

A：体制を本格的に稼働
B：体制を拡大稼働
C：体制を試験的に始動
D：体制設計に着手
E：未着手

基準３ 研究開発
（具体的な研究開発目標等を掲げた
研究開発の場合）

A：研究開発目標を達成
B：目標達成できる目途がたっている
C：目標達成に向けて研究開発を実施中

で、成果があがりつつある
D：目標へ向けた研究開発に着手
E：未着手

基準２ 制度運用
（制度の運用推進の場合）
A：制度をすべての対象に適用
B：制度をほぼすべての対象に適用
C：制度を多くの対象に適用
D：制度を一部に適用
E：制度を未運用

基準４ 情報発信
（国民理解増進のための情報の発信等の場合）
A：情報発信のための施策をすべて実施
B：情報発信のための施策をほぼ実施
C：情報発信のための施策を一部実施
D：情報発信のための施策案を検討
E：未着手

２００の詳細行動計画の目標レベルは「体制整備」、「制度運用」、「研究開発」、「情報発信」などと多様ゆえ、

以下のような達成段階イメージを基準に、根拠となる実績を基づいて担当府省が各施策を評価。



詳細行動計画実施状況の評価基準
（２）総合評価の基準

詳細行動計画各項目ごとの総合評価については、関係府省の施策ごとの実施状況評価をもとに、内閣府が
以下の考え方で整理し、内容を精査した上で判断。

1.詳細行動計画が一つの府省のみで実施されている場合、あるいは関係する全府省で実施状況が一致して
いる場合、総合評価はその実施状況とする。

2.一つの詳細行動計画に複数の府省が取り組んでいて、実施状況に差がある場合、総合評価としては以下
の考えで判断する。

１）Eが一つでもあれば、全体をEとする。
２）Aは全ての関係府省がAで一致した場合のみとする。
３）それ以外の場合、DからAまでを１－４ポイントとし、平均値を四捨五入し、そのポイントをD

からBまでに置き換える。

（例）
①C、C、D、B、A、D の場合

（２＋２＋１＋３＋４＋１） / ６＝２．１ ・・・ 四捨五入値＝２ → 「C」
②A、A、B の場合

（４＋４＋３） / ３＝３．６ ・・・・・・・・・・・・・ 四捨五入値＝ ４ →数値としては「A」だが、
全部Aではないので 「B」

③E、C、C、B の場合
Eがあるので 「E」

④A、A、A の場合
全部Aなので 「A」



ＮＯ.
詳細行動計画

担当府省 実施状況
評価根拠 備考 実施状況の総

合評価

内閣府 Ｃ

・ライフサイエンス関連予算　Ｈ１３年度４０６０億円、Ｈ１４年
度４１４８億円、Ｈ１５年度４３６８億円、Ｈ１６年度４５２６億円、
Ｈ１７年度４５０１億円（１３年度比＋１０．９％）、競争的研究資
金Ｈ１３年度１７０９億円、Ｈ１４年度１７３３億円、Ｈ１５年度１７
１７億円、Ｈ１６年度１７３８億円、Ｈ１７年度１８２１億円（１３年
度比＋６．６％）。Ｈ１８年度は集計中。

平成１６年度及び１７年度の競争的資金につ
いては、政府研究開発データベースに登録さ
れた平成１５年度の配分実績額に基づき内
閣府が計算したものであり、参考値である。
今後、配分実績が確定した年度については、
当該年度の配分実績に基づき算定し直す。

文部科学省 Ｃ

・ライフサイエンス分野関係経費の拡充・充実に努める（平成
１７年度文部科学省ライフサイエンス分野関係予算2,190億
円）。平成18年度政府予算案は集計中。

厚生労働省 C

・引き続き、ライフサイエンスを中心とした科学技術関係予算
（平成１８年度案：１３０８億円）の拡充に努める。

農林水産省 Ｃ

農林水産省におけるライフサイエンス関連予算
Ｈ１７年度：７８２億円（このうち運営費交付金、競争的資金は
推計値）

経済産業省 Ｃ

・「健康安心プログラム（17年度予算：138億円、18年度予算
案：134億円）」、「生物機能活用型循環産業システム創造プロ
グラム（17年度予算：50億円、１8年度予算案：58億円）」など。
（運営費交付金含む）

環境省 B

競争的研究資金制度等の活用により、引き続きライフサイエ
ンス分野との融合的な研究分野の強化を図る。なお、競争的
研究資金制度の予算総額については、第２期科学技術基本
計画期間において倍増を達成（12年度37億円→17年度77億
円、18年度予算案82億円）。

内閣府 Ｃ

・ゲノム、タンパク質などの基礎研究を資源配分における重点
施策として重視する方針を策定（H1６年度、H１７年度、Ｈ１８
年度の予算、人材等の資源配分方針）するなど、基礎研究分
野の重要性を加味した施策を展開中。

Ｃ

戦略１　研究開発の圧倒的充実
　Ⅰ．戦略１に関する分野横断的な事項に関する行動計画
　　１．研究開発予算の充実・強化

1

・ ライフサイエンス予算に関しては、平成７年度から平成１
２年度までの５年間で約２倍の増加を実現しているが、今
後ともそのペースの一層の向上を図り、三つの戦略の遂
行に必要な措置を講ずることができるよう所要の予算を確
保するよう努める。［平成１５年度着手］その際、第二期科
学技術基本計画期間中（平成１３年度～平成１７年度）に
おいては、競争的研究資金の倍増を目指すとされており、
ライフサイエンス分野においてもその実現を図る。

・ 基礎研究の成果が実用的技術開発に直結しやすいＢＴ
の特徴を踏まえ、基礎研究について一層の充実・強化を
図る。



文部科学省 Ｃ

・競争的資金（科学研究費補助金、戦略的創造研究推進事
業等）の拡充や各種プログラム（２１世紀ＣＯＥプログラム、私
立大学学術研究高度化事業）等を通じ、ＢＴ分野の優れた基
礎研究を推進。

厚生労働省 C

・平成１７年４月に独立行政法人医薬基盤研究所を設立し、
最先端のゲノム科学等を活用し、医薬品等の開発に係る基
盤研究の一層の充実・強化を図っているところ。

農林水産省 Ｃ

・「植物（イネ）ゲノム研究」（Ｈ１８年度予算：１４億円）等のプ
ロジェクト研究や「新技術・新分野創出のための基礎研究推
進事業」等の競争的資金を活用して現場対応型研究との両
輪により基礎研究を推進している。

http://www.nias.affrc.go.jp/project/ineg
enome/index.htm
http://brain.naro.affrc.go.jp/tokyo/maru
moto/up/kisokentop.htm

経済産業省 Ｃ

「健康安心プログラム」の一環として、ミレニアムプロジェクト
等を実施。「バイオインフォマティクス知的基盤整備(１５年度
予算：7.8億円、１６年度予算：7.8億円）」「ゲノム情報統合プロ
ジェクト（１７年度予算：6億円、１８年度予算案：５．４億円)」に
おいてｃＤＮＡをベースとした各種の有用な情報を付加した統
合データベースの構築など。

http://www.h-invitational.jp/

環境省 C

・環境技術開発等推進費において次世代の環境保全技術の
基礎となる知的資産を蓄積するための「基礎研究開発課題」
を対象分野の一つとして公募を行っているところ

内閣府 C

・経済活性化のための研究開発プロジェクトとして、予算総額
H15年度741億円、H16年度1,059億円、H17年度1265億円を
措置。　ライフサイエンス関連としては、ゲノムネットワーク研
究の戦略的推進・がんトランスレーショナルリサーチの推進・
先端技術を活用した農林水産研究高度化事業などを推進。

文部科学省 C

経済活性化のための研究開発プロジェクトの推進（ライフサイ
エンス関連：平成１７年度予算額136億円、平成１８年度予算
案154億円）

・「個人の遺伝情報に応じた医療の実現
プロジェクト」ホームページ
　http://biobankjp.org/
・「再生医療の実現化プロジェクト」ホー
ムページ
　http://www.stemcellproject.jp/
・「細胞・生体・シミュレーションプロジェク
ト」ホームページ
　http://www.lp-biosimulation.com/

厚生労働省 C

・平成１７年４月に独立行政法人医薬基盤研究所を設立し、
医薬品等の開発に係る基盤研究における産官学の協力によ
る研究開発プロジェクトを積極的に推進しているところ。

3

・ 我が国経済を活性化する観点から、比較的短期間で実
用化が期待される研究や、次代の産業基盤の構築に資す
ることが期待される研究などを対象として、産学官の協力
による研究開発プロジェクトを積極的に推進する。

Ｃ

Ｃ

2



農林水産省 Ｃ

・各種プロジェクト研究において産学の研究者の参画を積極
的に図り、「アグリバイオ実用化・産業化研究」（Ｈ１８年度予
算：１０億円）において、イネゲノムの解読成果等を早期に実
用化・産業化に結びつける民間との共同研究を実施してい
る。

http://www.s.affrc.go.jp/docs/genome/agri-
bio/annai.htm

経済産業省 Ａ
・経済活性化のための研究開発プロジェクト（フォーカス２１）
を創設。

環境省 C
ナノテクノロジーを活用した環境技術開発推進事業を推進
（バイオテクノロジー関連平成１８年度予算案1.7億円）

4

・ ライフサイエンス分野の「分野別推進戦略」の見直しに
当たっては、本戦略も踏まえつつ行い、その上で、毎年度
の「科学技術に関する予算、人材等の資源配分の方針」
を策定するものとする。

内閣府 Ｃ

各年度の「科学技術に関する予算・人材等の資源配分方針」
作成の際、ライフサイエンス分野に係わる方針についてはバ
イオテクノロジー戦略大綱を踏まえて策定（平成16年度資源
配分方針：平成15年6月19日総合科学技術会議、平成17年
度資源配分方針：平成16年5月26日総合科学技術会議、平
成18年度資源配分方針：平成17年6月16日総合科学技術会
議）。
本分野全体の重点領域・事項は以下のとおり
(ⅰ)国民を悩ます病の克服や、誰もが元気に暮らせる社会を
作り出すことによる、子供から高齢者まで健康で生涯はつら
つとした生活の実現に向けた技術 ○ゲノム、RNA、タンパク
質、糖鎖等の構造・機能及びそれらの形成するネットワーク
の解析とこれに必要な基盤的データベースの整備、その知見
に基づく個人の特性に応じた医療と創薬 ○再生医療・遺伝
子治療等を中心とした新しい治療 ○がん、アレルギー・免疫
疾患、生活習慣病、骨関節疾患等の予防・診断・治療、要介
護状態予防のための研究（リハビリテーション、失われた生体
機能の補完を含む）、乳幼児から思春期までの健全な成長・
発達に関する研究への対応 ○こころの発達と脳に関する基
礎的研究、こころの病気、教育が脳機能に与える影響に関す
る研究、アルツハイマー等神経疾患等の予防・診断・治療
(ⅱ)暮らしの安全確保の実現や環境対応等の実現に向けた
技術 ○新興・再興感染症、医療安全・バイオテロリズム・健
康危機管理への対応 ○イネ等のポストゲノム研究、食料の
安定供給、食品の安全・安心及び消費者の信頼の確保○医
薬品・医療・医療機器・食品・遺伝子組換え生物のリスク評価
等○機能性食品の開発、微生物・動植物を用いた有用物質
の生産と環境対応技術 (ⅲ)分野融合領域、制度・体制構築
○情報通信技術やナノテクノロジー等との融合領域、生命情
報科学、システム生物学、細胞シミュレーション技術、バイオ
イメージング技術、画像診断技術、医療機器、遺伝子・タンパ
ク質等の分析・計測のための先端的技術・機器（試薬、情報
処理技術を含む） ○基礎研究の臨床への橋渡し研究・治験
等の臨床研究 ○研究開発の基礎となる生物遺伝資源の整
備

Ｃ



内閣府 B

・競争的研究資金制度の評価（H１５年７月２３日意見具申）：
Ｈ１５年度に、成果等に着目して各府省の代表的な競争的研
究資金７制度を評価。
・制度の一元的管理・評価体制を整備するために、プログラ
ムオフィサー（ＰＯ）・プログラムディレクター（ＰＤ）を設置。ＰＯ
（Ｈ１５年度２３６名、Ｈ１６年度３３２名、Ｈ１７年度３８７名）、Ｐ
Ｄ（Ｈ１５年度１３名、Ｈ１６年度２１名、Ｈ１７年度２８名)

文部科学省 B

・総合科学技術会議の制度改革の方針を踏まえ、プログラム
オフィサー等を設置するとともに、公正で透明性の高い評価
システムの確立や、若手研究者向け資金の拡充を図る等の
制度の改革を推進。

厚生労働省 B

「競争的資金制度改革について」に記載されている改革案を
踏まえ、プログラムオフィサーの設置や審議会において研究
課題の評価を行うなど公正で透明性の高い評価システムの
運用など制度のより一層の充実・効率化を推進しているとこ
ろ。

農林水産省 Ｂ

・「新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業」（Ｈ１８年
度予算：４８億円）等を実施する配分機関にプログラムディレ
クター、プログラムオフィサーを配置している。
・また、適切な評価者の選任をはじめ公正で透明性の高い評
価システムを導入する等必要な改革を適時適切に推進して
いる。

http://www.s.affrc.go.jp/docs/genome/
agri/agri.htm
http://brain.naro.affrc.go.jp/tokyo/maru
moto/up/kisokentop.htm

経済産業省 Ａ

・若手研究者を対象とした「産業技術研究助成事業」におい
て、配分機関にプログラムディレクター等を配置するとともに、
１５年１０月から専任プログラムオフィサーを配置済み。また、
申請課題ごとに外部評価者を選任しピアレビュー等を実施。
・また、評価結果の開示を行うとともに、ＰＯが不採択者に対
して次回の提案へつながるアドバイスを行っている。
・研究者の経歴や業績を審査するのではなく、研究計画の内
容を重視した審査を行う等厳正で公正な評価を実施。

http://www.nedo.go.jp/informations/koubo/17
0119_1/170119_1.html
http://www.nedo.go.jp/itd/teian/index.html

環境省 A

環境省の競争的資金制度の一元的管理・評価体制の整備を
図るためプログラムオフィサーを専任で配置、評価内容のHP
開示、若手枠の創設等により対応済

http://www.env.go.jp/policy/tech/suishi
n.html

6

・ 大学等における独創的・先端的な研究推進のため、卓
越した研究拠点において、世界水準の施設・設備を整備
し、魅力あるＢＴ研究開発環境を実現していくための措置
を講じる。

文部科学省 C

・研究拠点における世界水準の設備整備等を推進。（理化学
研究所：大規模NMR、大学共同利用機関法人自然科学研究
機構基礎生物学研究所：大型スペクトログラフ　等）
・医学系研究施設等の整備を実施

Ｃ

Ｂ5

・ 競争的研究資金の効果を最大限に発揮させるため、予
算の戦略的な配分に加え、研究経歴のある研究課題管理
者（プログラムオフィサー）※等の設置や評価内容の開示
等公正で透明性の高い評価システムの確立、真に優秀な
若手に対する資金の充実等の改革に取り組む。



7

・ 実用化のシナリオを明確化し、関連施策全体を一体と
なって体系化したプログラム方式を推進する。また、各プ
ログラムに含まれる各々の既存プロジェクトを、ゼロベー
スから徹底的に見直し、実用化のシナリオが不透明な既
存プロジェクト、産業政策上の意義が薄れてきた既存プロ
ジェクトは廃止又は大幅縮減を実施する。 経済産業省 Ｃ

・規制改革、標準化等の関連施策と研究開発施策との一体
的な取り組み（「研究開発プログラム」）を実施。
また、研究開発プロジェクトの重点化と相互の連携強化を図
るべく、重要技術分野について市場ニーズ・社会ニーズを見
据えた「技術戦略マップ」を策定。
「健康安心プログラム（１7年度予算：138億円、18年度予算
案：134億円）」
「生物機能活用型循環産業システム創造プログラム（17年度
予算：50億円、18年度予算案：58億円）」（運営費交付金含
む）

Ｃ

文部科学省 Ａ

・科学技術振興機構、理化学研究所等の独立行政法人化に
伴い運営費交付金化を実施。

厚生労働省 A

平成13年に国立健康・栄養研究所の独立行政法人化に伴
い、運営費交付金化を実施済み。また、平成１７年４月から国
立試験研究機関等の一部機能を独立行政法人　医薬基盤研
究所に移管し、運営費交付金を交付したところ。

農林水産省 Ａ
・平成１３年に農林水産試験研究機関を独立行政法人化した
ことに伴い、運営費交付金化を実施済。

経済産業省 Ａ
・新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の独法化
に伴い、１５年１０月から運営費交付金化を実施

http://www.nedo.go.jp/informations/dok
uhou_jimu/index.html

環境省 A
平成１３年に国立環境研究所が独立行政法人化したことに伴
い、運営費交付金化を実施済み。

内閣府 Ｃ

・各年度の予算、人材等の資源配分方針を決定するととも
に、科学技術連携施策群のテーマとして選定した「ポストゲノ
ム」、「振興・再興感染症」等の中のＢＴ関連施策を、各省連携
のもとで推進中。
・ゲノムネットワーク研究及び第３次対がん１０か年総合戦略
に基づく研究開発を評価（H１５年１１月２５日意見具申）。ま
た、H１６年８月に再生医療の実現化プロジェクト及びイネゲノ
ム機能解析研究の評価のフォローアップを実施。
・Ｈ１６年度、Ｈ１７年度、Ｈ１８年度概算要求の優先順位付け
等によるBT関連技術に関する予算配分等についての総合調
整を実施。

文部科学省 C
・総合科学技術会議が決定する「予算、人材等の資源配分の
方針」に基づき、研究開発を適切に推進

Ａ

Ｃ

8

・ 研究開発に必然的に附随する不確実性に対応して、効
率的な予算編成を確保するため、独立行政法人への運営
費交付金化を実施する。

　２．研究開発促進のための体制整備
 　　(1) 戦略的予算の編成・効率的な執行

9

・ 総合科学技術会議の機能を活用し、施策の企画立案、
予算の調整、研究開発のフォローアップ等の充実を図る
べく、ＢＴに係る科学技術に関する予算の配分方針及びそ
の運営の一体的な企画・立案・総合調整を行う。その際、
それぞれの省庁で実施されている競争的研究資金の審
査、評価に関するより適切なシステム構築のための取組
や各省連携プロジェクトの企画・評価を強化することを検
討する。



厚生労働省 Ｃ

・総合科学技術会議が決定する「予算、人材等の資源配分の
方針」に基づき、プログラムオフィサーを設置するなど研究・
技術開発を適切に推進しているところ。

農林水産省 Ｃ

・総合科学技術会議が示す毎年度の「資源配分の方針」等に
基づき、農林水産研究開発を適時適切に推進している。

環境省 C

総合科学技術会議が決定する「予算、人材等の資源配分の
方針」に基づき、環境研究・技術開発を適切に計画策定・施
行しているところ。

内閣府 B

・競争的研究資金制度の一元的管理・評価体制のため、Ｈ１
５年４月２１日意見具申し、プログラムオフィサー（ＰＯ）・プロ
グラムディレクター（ＰＤ）を設置。ＰＤ会合の開催等を通じて、
フォローアップおよび全体調整を図るため、定期的にＰＤ会合
を開催。

文部科学省 B

・総合科学技術会議の制度改革の方針を踏まえ、各制度（科
学研究費補助金、戦略的創造研究推進事業等）においてプ
ログラムオフィサー、プログラムディレクターを設置するととも
に、公正で透明性の高い評価システムの確立を進める等の
制度改革を推進。また総合科学技術会議によるPD会議に
は、当省関連の制度のPDが出席。

厚生労働省 B

・厚生労働省にプログラムディレクター及び専任のプログラム
オフィサーを設置した。また、平成18年度よりファンディング
エージェンシーへの厚生労働省科学研究費補助金の配分機
能の移管を開始したところ。

農林水産省 Ｂ

・「新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業」（Ｈ１８年
度予算：４８億円）等を実施する配分機関にプログラムディレ
クター、プログラムオフィサーを配置。
・当省が配分する制度では、専任、兼任のプログラムオフィ
サーを配置。

http://www.s.affrc.go.jp/docs/genome/
agri/agri.htm
http://brain.naro.affrc.go.jp/tokyo/maru
moto/up/kisokentop.htm

経済産業省 Ｂ

・若手研究者を対象とした「産業技術研究助成事業（１７年度
予算：61.6億円、１８年度予算案：71.7億円）」
・配分機関にプログラムディレクター等を配置するとともに、１
５年１０月から専任プログラムオフィサーを配置済み。
・申請課題ごとに外部評価者を選任しピアレビュー等を実施。
・総合科学技術会議によるプログラムディレクター会議に、当
該制度担当プログラムディレクターが出席。

http://www.nedo.go.jp/informations/kou
bo/170119_1/170119_1.html

環境省 C
環境省の競争的資金制度の一元的管理・評価体制の整備を
図るためプログラムオフィサーを専任で配置

Ｂ10

・ ライフサイエンスに関する競争的研究資金を配分する
ファンディングエージェンシーにプログラムディレクター及
びプログラムオフィサーを、また、各省にも少なくともプロ
グラムオフィサーを配置するとともに、プログラムディレク
ター等と総合科学技術会議との会議を行い、総合調整を
推進する等の対応を進める。



内閣府 B

・競争的研究資金制度の評価をH１５年７月２３日意見具申。
また、ファンディング機能の充実について、プログラムディレク
ター会議の開催により推進。

文部科学省 B

・総合科学技術会議での制度改革の方針を踏まえ、改革の
着実な実施を図る。特に、プログラムオフィサー、プログラム
ディレクターの充実等を図るほか、各競争的資金制度の特性
に応じ、可能な業務については、独立した配分機関による運
用を進めてきたところ。

厚生労働省 B

・「競争的資金制度改革について」に記載されている改革案を
踏まえ、プログラムオフィサーの設置など制度のより一層の
充実・効率化を推進している。また、平成18年度よりファン
ディングエージェンシーへの厚生労働省科学研究費補助金の
配分機能の移管を開始したところ。

農林水産省 Ｂ

・「競争的資金制度改革について」（意見）に基づき、プログラ
ムオフィサーの設置や弾力的運用等必要な改革を適時適切
に推進している。

経済産業省 Ｂ

・若手研究者を対象とした「産業技術研究助成事業（１７年度
予算61.6億円、１８年度予算：71.7億円）」
・配分機関にプログラムディレクター等を配置するとともに、１
５年１０月から専任プログラムオフィサーを配置済み。
・申請課題ごとに外部評価者を選任しピアレビュー等を実施。

http://www.nedo.go.jp/informations/kou
bo/170119_1/170119_1.html

環境省 C
評価検討会の中に分野ごとに分科会を設け、より専門性の高
い評価を実施

12
・ 各府省の科学技術関係の概算要求について、予算編成
に反映すべく、施策毎に優先順位付けを行う。 内閣府 Ｃ

・H16年度、H１７年度、Ｈ１８年度概算要求において各省の関
連プロジェクトに対しSABCによる優先順位付けを実施。 Ｃ

13

・ ２１世紀ＣＯＥプログラムの生命科学等の分野における
世界的研究教育拠点の形成のための重点支援を行う。

文部科学省 Ｃ

「２１世紀ＣＯＥプログラム」において、世界的な研究教育拠点
の形成に重点的な支援を実施。（平成14年度：生命科学系28
件他、平成15年度：医学系35件他採択）（平成16年度予算
367億円,平成１７年度予算382億円,平成１8年度予算案378億
円）

２１世紀ＣＯＥプログラム：平成１8年度予
算案：378億円

Ｃ

14

・ 世界水準の研究成果を創出するため、大学等における
ＢＴ関連施設･設備の重点的な整備を進める。また、ＢＴ関
連研究の効果的推進を図るため、２１世紀ＣＯＥプログラ
ムにおいて選定されたＢＴ関連拠点や世界水準の研究機
関を拠点とした研究実施体制の充実強化を図る。

文部科学省 Ｃ

・大学等や研究機関における施設整備（理化学研究所：大規
模ＮＭＲ等）や、２１世紀COEプログラム等を通じた研究実施
体制の充実強化に向けた取組を実施。（２１世紀ＣＯＥプログ
ラム：平成16年度予算367億円,平成１７年度予算382億円、平
成１８年度予算案378億円））
・医学系研究施設等の整備を実施。

２１世紀ＣＯＥプログラム：平成１８年度
予算案：378億円

Ｃ

Ｂ11

・ 総合科学技術会議「競争的研究資金制度改革プロジェ
クトチーム」で検討中の改革案などを着実に実施するとと
もに、配分機関（各省又はファンディングエージェンシー）
のファンディング機能を充実する。



15

・ 「私立大学学術研究高度化推進事業」に選定されたＢＴ
関連プロジェクトに対する研究施設・設備・研究費の総合
的、一体的な補助を行う。

文部科学省 Ｃ

・「私立大学学術研究高度化推進事業」（（15年度予算196億
円、16年度予算201億円、17年度予算183億円）。生物・医歯
系の研究プロジェクトについて，14年度20件，15年度19件，
16年度24件，17年度23件を採択）により、私立大学等におけ
る研究基盤の整備及び研究機能の高度化を図るため、重点
的かつ総合的な支援を実施。
・平成14年度補正により、大学を活用した先端バイオテクノロ
ジーに関する研究や人材育成を行うための拠点として、神戸
バイオテクノロジー研究・人材育成センターを整備。

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinko
u/suishin.htm

Ｃ

16

・ 従来の分野にとらわれない融合的な研究開発を進める
研究拠点、地域密着型産・学・官融合研究拠点を複数箇
所設置し研究開発を推進する。

文部科学省 C

・神戸バイオテクノロジー研究・人材育成センターにおいて、
先端・融合領域の研究や人材育成などを、特定の研究領域
や大学に限定されない形態により実施。
・平成17年度予算により、生体内における遺伝子やタンパク
質などの分子の量や働きを生物が生きたままの状態で画像
として捉える分子イメージング研究を推進するため、公募によ
り採択された拠点において研究開発環境の整備及び研究開
発に本格的に着手し、先行的成果が上がりつつある。

・「神戸バイオテクノロジー研究・人材育
成センター」ホームページ
　http://www.kobe-bt-center.j

Ｃ

　　(2) ＢＴを支える人材供給の抜本的充実



内閣府 Ｃ

・総合科学技術会議の下、科学技術関係人材専門調査会を
設置。平成15年10月から平成16年7月まで計11回同調査会
を開催。①創造性豊かで、国際的にリーダーシップを発揮で
きるような広い視野と柔軟な発想を持つ人材の育成、②人材
育成の基軸として、世界的に高水準の高等教育と、多様性や
創造性を伸ばしてゆける初等中等教育を目指した教育改革
へ注力、③多様な人材の交流と新たな経験を通じて、斬新な
価値を創造できる研究教育の環境の実現①科学技術関係人
材の需給、②科学技術関係人材の育成・確保方策、③科学
技術関係人材の裾野の拡大、などについて取りまとめ、平成
１６年７月２３日総合科学技術会議にて「科学技術関係人材
の育成と活用」として決定、関係大臣に意見具申した。
　その中で例えば、優れた学生や若手研究者が挑戦を通じて
国際的経験を積むことを奨励・支援している。
・各年度（平成16年度、平成17年度、平成18年度）資源配分
方針に反映。

文部科学省 Ｃ

①学部・学科の設置認可の弾力化（H15年度～）
（一定の改組につき、認可を届出に変更）
組織改編校数：206校（Ｈ14認可）
　　→372校（H15認可（183校）・届出（189校））
　　→314校（H16認可（125校）・届出（189校））
②医学系研究施設等の整備を実施。
③21世紀COEプログラムにおいて、人材養成機能も加味した
研究教育拠点の形成を支援。また、人材養成を主目的とはし
ていないものの、ＢＴに関係するプロジェクトを実施しており、
優れた研究に携わることにより、人材が育成されることを期
待。
④科学技術振興調整費「新興分野人材養成」プログラムを活
用したＢＴ関連人材の戦略的な育成を実施。
⑥大学等に知的財産・技術移転等の専門知識を有する人材
を配置する産学官連携支援事業を実施。
⑦連携大学院の整備。
⑧大学等におけるインターンシップの推進。また、人材養成に
おける産業界との連携等について、意見交換などを実施。
⑨
・ポストドクター等の若手研究者に対しては、特別研究員事業
（日本学術振興会）等の各種支援制度を実施。また、出産・育
児に伴い研究を中断する女性研究者を支援するため、平成１
５年度より、科学研究費補助金及び特別研究員事業等にお
いて、中断の後に研究の再開を可能とする弾力的運用を実
施。
・若手研究者や女性研究者については、第三次提言「科学技
術と社会という視点に立った人材養成を目指して」（平成１６
年７月）及び科学技術・学術審議会基本計画特別委員会「第
３期科学技術基本計画の重要政策」においても言及されてお
り、大学、公的研究機関等に周知。
⑩海外特別研究員事業等（日本学術振興会）により国際的視
野に立った人材充実のための取組を実施。

①学校教育法改正（平成14年11月29日
公布）
①
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/
ninka/jyoukyou.htm

⑥http://www.sangakukanren-cd.jp/
⑨海外特別研究員事業（日本学術振興
会）http://www.jsps.go.jp/j-ab/main.htm

Ｃ17

・ 主に以下を内容とするＢＴ関連人材充実のための総合
的施策を講じるための計画を作成し、実施･推進を図る。
（大学等における取組の促進と支援）
① 学部・学科の設置認可を弾力化し、新分野や融合分野
に対応した柔軟かつ機動的なＢＴ関連人材育成を可能と
する。
② 大学等におけるＢＴ関係教育研究環境（施設・設備等）
の重点的な改善・充実を図る。
③ 研究に携わる者への手当てを盛り込んだ「人材養成型
プロジェクト研究」を充実させ、大学におけるＢＴ研究環境
を整備し、意欲ある優れたＢＴ人材の確保が図られるよう
にする。
④ ＢＴ関連人材養成プログラムを充実する拠点大学等を
選定し重点的な支援を行う。
⑤ 大学院生等に対し、最先端ＢＴ関連の知見・手法の修
得について高度なトレーニングコースやセミナー等の設
置･充実を図るほか、ＢＴ分野以外の分野の研究者・技術
者に対し、ＢＴ関連分野への参入を促進するためのトレー
ニングコースを設け、多方面からの参加を図る。
⑥ ＢＴ関連実用化技術開発、技術移転等における産業界
等の優れた人材について、大学・研究機関等における活
用を促進する。
⑦ 企業や試験研究機関等における施設・設備や人的資
源を活用して、実践的・高度専門的な大学院教育を行う連
携大学院の整備・充実を図る。
（産業界の取組の促進）
⑧ ＢＴ関連人材の雇用の拡大、ＢＴ関連人材の優遇、ＢＴ
関連企業におけるインターンシップの受入の促進、企業か
らの大学・研究機関等への寄付講座・寄付研究部門の設
置等に関し、大学と産業界が協議、情報交換等を行う場を
設けるとともに、産業界の積極的な取組を促す。
（若手研究者･女性研究者の確保・支援）
⑨ ＢＴ関連を含めた若手研究者を対象とした研究支援制
度、女性研究者の活躍を支援する施策を推進する。
（国際的視野に立った人材充実）
⑩ 国際的視野に立ってＢＴ関連分野を含めた人材の養成
と確保を図るため、優れた若手研究者の海外派遣や、大
学院レベルの留学機会の拡大を図るとともに、海外の優
秀な研究者の我が国機関への受入を促進する。



内閣府 C

・総合科学技術会議の下、科学技術関係人材専門調査会を
設置。平成15年10月から平成16年7月まで計11回同調査会
を開催。①創造性豊かで、国際的にリーダーシップを発揮で
きるような広い視野と柔軟な発想を持つ人材の育成、②人材
育成の基軸として、世界的に高水準の高等教育と、多様性や
創造性を伸ばしてゆける初等中等教育を目指した教育改革
へ注力、③多様な人材の交流と新たな経験を通じて、斬新な
価値を創造できる研究教育の環境の実現などについて取りま
とめ、平成１６年７月２３日総合科学技術会議にて「科学技術
関係人材の育成と活用」として決定、関係大臣に意見具申し
た。
　その中で例えば、優れた学生や若手研究者が挑戦を通じて
国際的経験を積むことを奨励・支援している。
・各年度（平成16年度、平成17年度、平成18年度）資源配分
方針に反映。

厚生労働省 C

・厚生労働科学研究推進事業として、若手研究者育成活用事
業を実施している。

内閣府 C

・科学技術人材専門調査会にて、①広い視野と柔軟な発想を
もつ人材の育成、②人材育成の基軸としての高等教育、初等
中等教育の改革、③人材交流や新経験を通じて斬新な価値
を創造できる研究環境の実現などを目指した具申をまとめ、
平成１６年７月２３日総合科学技術会議にて「科学技術関係
人材の育成と活用」として決定。

厚生労働省 C

・国立保健医療科学院において、治験の実施に関わる生物
統計の専門家を養成する事業を平成15年度から実施。（平成
１８年度予算案　４９００万円、平成１７年度予算　５１００万
円、平成１６年度予算　５１００万円、平成１５年度予算　２２０
０万円）

内閣府 C

・総合科学技術会議の下、科学技術関係人材専門調査会を
設置。平成15年10月から平成16年7月まで計11回同調査会
を開催。①創造性豊かで、国際的にリーダーシップを発揮で
きるような広い視野と柔軟な発想を持つ人材の育成、②人材
育成の基軸として、世界的に高水準の高等教育と、多様性や
創造性を伸ばしてゆける初等中等教育を目指した教育改革
へ注力、③多様な人材の交流と新たな経験を通じて、斬新な
価値を創造できる研究教育の環境の実現などについて取りま
とめ、平成１６年７月２３日総合科学技術会議にて「科学技術
関係人材の育成と活用」として決定、関係大臣に意見具申し
た。 Ｂ

Ｃ

Ｃ18

・ 優れた若手研究者を国内外の研究機関へ派遣するなど
人材の育成を図る。

19

・ 国立保健医療科学院に新たに人材育成のための研修
事業を設け、生物統計の専門家を養成する。

20

・ 最先端の研究現場（大学・研究所等）に研究者を派遣す
ることにより、ＢＴ分野や他の技術分野、技術移転、リエゾ
ン、知的財産の分野への柔軟な対応力を身につけさせ、
産業競争力強化に資する研究者を養成する。



経済産業省 Ｂ

・「バイオ人材育成システム開発事業（14年度補正予算：6.5
億円）」において、１４人の研修生を最先端の研究現場５カ所
に派遣し、ＯＪＴによる人材育成を実施。また、同事業におい
て、研究現場等で求められる17の人材像につき、育成のため
のスキルスタンダード、カリキュラムの開発を実施。
・「産業技術フェローシップ事業（１６年度予算：8.3億円、平成
１７年度予算：4.9億円）」により、最先端の研究現場における
人材育成等を実施。平成１６年度末で約1881人に対し支援を
実施。

http://www.meti.go.jp/policy/bio/jinzai/
jinzai-top-page-frame.html
http://www.nedo.go.jp/informations/kou
bo/151209_1/151209_1.html

内閣府 Ｃ

・総合科学技術会議において「研究開発型ベンチャーの創出
と育成について」を決定（H15.5.27）、関係大臣に意見具申。
　「起業教育」の普及・定着、MBA・MOT等の教育の充実
　起業家等輩出のための環境の整備
　起業時、初期段階における資金の確保
　専門人材による支援
　担保に依存しない多様な融資手法の導入
　ベンチャー企業結集による総合的な開発支援
　再挑戦できる環境整備など
・各年度（平成16年度、平成17年度、平成18年度）資源配分
方針に反映。

経済産業省 Ｂ

・「バイオ人材育成システム開発事業（14年度補正予算：6.5
億円）」、バイオ人材育成事業（16年度予算：4.7億円）」によ
り、バイオ分野における人材育成のためのスキルスタンダー
ド、カリキュラム等の開発を実施。
・「技術経営人材育成プログラム導入促進事業（１６年度予
算：9.5億円、１７年度予算：5.0億円）」によりカリキュラム等の
開発を実施。平成１６年度までに延べ１１０機関に教材開発、
平成１７年度は３１テーマ新たに教材開発等を実施、平成１７
年度現在、年間４０００人が技術経営のコースで学んでいる。

http://www.meti.go.jp/policy/bio/jinzai/
jinzai-top-page-frame.html
http://www.meti.go.jp/policy/innovation
_policy/index.html

内閣府 Ｃ

・「科学技術関係人材の育成と活用」（平成１６年７月２３日総
合科学技術会議決定、関係大臣に意見具申）において、我が
国の大学等の研究教育を国際的に優れた水準に高めるた
め、外国人の優れた人材の受入れを進めると同時にアジア
諸国の人材育成に協力することを提言。・科学技術人材専門
調査会にて、①広い視野と柔軟な発想をもつ人材の育成、②
人材育成の基軸としての高等教育、初等中等教育の改革、
③人材交流や新経験を通じて斬新な価値を創造できる研究
環境の実現などを目指した具申をまとめ、平成１６年７月２３
日総合科学技術会議にて「科学技術関係人材の育成と活用」
として決定。
・各年度（平成16年度、平成17年度、平成18年度）資源配分
方針に反映。

農林水産省 Ｃ
・農水独自の取組を含む二国間科学技術協力の枠組み等に
基づき、各種研究交流を実施している。

Ｂ

Ｃ

21

・ ＢＴ分野等のベンチャーを起こす起業家や経営人材の
育成に必要なカリキュラム開発、ケース開発、モデル事業
を、産学連携により推進する。

22

・ 海外の高度人材を活用する観点から、戦略的分野の技
術者の入国、就労、勉学、研修、居住等に係る環境を改
善する。また、頭脳流入の拡大を目指した具体策を取りま
とめる。



23

・ 外国人医師が医師免許を持たなくとも医療行為を行うこ
とが可能な「臨床修練制度」の要件を緩和する。

厚生労働省 Ａ

・外国医師等が臨床修練を行う許可の基準の一つとして定め
られている語学能力に関し、英語のみとされていた外国語に
ついて、中国語、フランス語、ロシア語、英語、スペイン語又
はドイツ語とすること等を内容とする省令改正を行い、平成１
５年４月１日に施行。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html

Ａ

内閣府 C

・「生物遺伝資源整備に関する検討会」等の結果を踏まえ、各
生物遺伝資源の種類別の中核機関を決めると共に、生物遺
伝資源を収集・保存する大学、研究機関を結ぶネットワーク
およびそれら機関によって保管されている生物遺伝資源を網
羅する遺伝資源データベースを構築
・生物遺伝資源等知的基盤関係府省連絡会を通じて、生物
遺伝資源に関する世界的な情報収集を積極的に収集する体
制を整備

文部科学省 C

・現在各研究者・研究機関に分散的に保存されている、ある
いは、全面的に海外依存している生物遺伝資源を国家戦略
に基づき開発・収集･保存を進めるとともに、ゲノム情報も共
に提供する体制の整備を実施。

http://www.nbrp.jp/index.jsp

厚生労働省 A

複数の国立試験研究機関に分かれていた生物資源収集業
務及び研究を平成１７年４月に独立行政法人医薬基盤研究
所を設立し、集約した。

http://www.nibio.go.jp
http://cellbank.nibio.go.jp/

農林水産省 Ｃ

・生物遺伝資源等知的基盤関係府省連絡会を通じ、情報の
共有を図っている。
・農業生物資源ジーンバンク事業により、耐冷性、耐病性など
の有用特性情報をデータベースにより提供。

経済産業省 B

・生物遺伝資源等知的基盤関係府省連絡会（６府省が参加）
の開催、６府省及び中核的な生物遺伝資源機関のメーリング
リストの設置による生物遺伝資源情報の共有化。国内の微
生物に関する遺伝資源機関のネットワーク化、DBの統合を図
り、資源情報の有効的な活用を促進。

環境省 C
国立環境研究所において微細藻類等の環境微生物の収集、
系統保存、分譲を実施。

http://www.nies.go.jp/index-j.html

Ｂ

　　(3) 生物遺伝資源の充実

24

・ それぞれ特徴ある生物遺伝資源の保存等を行っている
機関間の一層の連携を目指したネットワークを整備する。
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・ 2010年を目途に世界最高水準の生物遺伝資源を整備
するため、ナショナルバイオリソースプロジェクトを着実に
推進し、実験動植物（マウス等）や、ヒトＥＳ細胞※、各種
生物の遺伝子材料等のバイオリソースのうち、国として戦
略的に整備することが重要であるものについて体系的に
収集、保存し、提供するための体制を整備するとともに、
疾患モデル動物の開発を行う。また、深海、地殻内等に生
息する微生物の探索・研究を進め、産業上有用な成果を
企業化するための研究開発を行う。

文部科学省 C

・「ナショナルバイオリソースプロジェクト」を開始し、研究開発
を支える実験動植物等の生物遺伝資源を国として体系的・戦
略的に整備（平成17年度予算額37億円、平成18年度予算案
36億円）。
・海洋研究開発機構「海洋・極限環境生物研究」において、深
海や地核内の微生物や高等生物に係る研究開発を推進（平
成17年度　運営費交付金の内数、平成18年度　運営費交付
金の内数）。

http://www.nbrp.jp/index.jsp

Ｃ

26

・ 現在、厚生労働省の複数の機関で保有しているヒトや
動物の細胞、遺伝子などの生物遺伝資源の集約、統合化
を図るとともに、ヒト組織や薬用植物の遺伝子の情報も含
め、生物遺伝資源の収集・管理体制、またヒューマンサイ
エンス研究資源バンク（ＨＳＲＲＢ）等を通じたそれら資源
の提供・供給体制の一層の整備強化と資源の充実を図
る。

厚生労働省 C

・ヒューマンサイエンス研究資源バンク（ＨＳＲＲＢ）　の充実を
図るため、現在、試料を提供してもらえる医療機関数の増加
に努めているところ。
・これまで厚生労働省の複数機関で所有してきた遺伝子及び
細胞を統合的に管理するバンクを平成１７年４月に設立した
（独）医薬基盤研究所に設置した。

http://www.nibio.go.jp
http://cellbank.nibio.go.jp/

Ｃ

27

・ 植物、動物、微生物等の遺伝資源の収集・特性評価・保
管・提供等を行う農林水産ジーンバンク事業を関係機関
（独立行政法人、都道府県、大学、民間等）と協力して推
進するとともに、新たに植物２万点他を収集する。また、イ
ネの完全長ｃＤＮＡやミュータントパネル※等、有用遺伝子
の単離・機能解明に重要となる研究材料の保存及び民間
企業等への提供体制の一層の充実を図る。

農林水産省 Ｃ

・「ジーンバンク事業」（Ｈ１８年度予算：（独）農業生物資源研
究所運営費交付金７５億円の内数）において、新たに植物５
千点等を収集するなど引き続き国内外より収集活動を行うと
ともに、有用特性情報の充実、積極的な情報公開によりジー
ンバンクの利用性の向上を進めている。
・「イネ・ゲノムリソースセンターの整備」（Ｈ１８年度予算：１億
円）において、民間等への円滑な供給体制の確立及び、これ
まで蓄積されている精度の高い関連づけられた試料、データ
等の提供を実施している。

http://www.nias.affrc.go.jp/project/inegenome
/resource/resource_outlook.htm

Ｃ

28

・ 難培養微生物※、未知微生物等の有用な微生物及び
それらからのＤＮＡ等の探索、機能解析研究を行うととも
に、その実用化開発を促進する。さらに、それらを含む有
用生物遺伝資源をライブラリー化し、永続的に保存・供給
していく体制を充実させる。 経済産業省 Ｃ

・（独）製品評価技術基盤機構（NITE)に生物遺伝資源保存施
設を整備し、14年7月から供給開始（18年1月時点で約3万2千
の微生物及び約2万8千の微生物DNAクローンからなる生物
遺伝資源（計約6万3千）を保存）。
・「ゲノム情報に基づいた未知微生物遺伝資源ライブラリー構
築事業（16年度予算：4.1億円、17年度予算：4.1億円、18年度
予算案4.1億円）」による微生物等遺伝資源の収集等を実施。

http://www.nbrc.nite.go.jp/

http://www.nedo.go.jp/activities/sangi/15baiot
ekunorogi.pdf Ｃ



29

・ 生物多様性条約を踏まえ、海外の国々と生物の移転に
係る包括的な覚え書きや共同研究等により、我が国の企
業や研究者が海外の生物遺伝資源を活用できる体制を
順次整備する。

経済産業省 Ｂ

・(独)製品評価技術基盤機構(NITE)とインドネシア間で微生物
の利用に関する二国間の包括的覚書（MOU）を締結（14年3
月）。また、具体的な共同研究実施合意書（PA）を締結し、イ
ンドネシアの生物遺伝資源を活用できる体制を整備したとこ
ろ。さらにベトナム及びミャンマーともMOU、PAを締結（16年3
月）し、インドネシア、ベトナム、ミャンマーから生物遺伝資源
を日本に移転し有用機能解析のため国内企業へ提供を行っ
た。今後、新たに移転した資源の活用を図るとともに類似の
スキームで生物遺伝資源を活用できる国を増やしていく予
定。
・NITEが中核となりアジア12ヶ国による多国間での微生物資
源の共同管理・利用を目的とした場(アジア・コンソーシアム)
が設立(16年10月)された。

http://www.bio.nite.go.jp/nbdc/asia_all.h
tm

B

30

・ 絶滅のおそれのある野生生物の細胞・遺伝子を液体窒
素中で長期保存し、細胞・遺伝子レベルでの種の保存を
行うとともに、遺伝情報の解析等にも活用できる環境分野
の知的研究基盤の整備を行う。

環境省 C

環境試料タイムカプセル化事業等により、絶滅のおそれのあ
る野生生物の細胞・遺伝子の収集保存を実施するとともに、
その将来的活用法の研究・開発も含めて関連するデータ等の
整備を行っている（累積予算5.2億円(H14～H18)）

http://www.nies.go.jp/index-j.html

Ｃ

内閣府 Ｃ

各年度（平成１６年度、平成１７年度、平成１８年度）資源配分
方針に反映。

文部科学省 C

・「ゲノムネットワークプロジェクト」において「次世代ゲノム解
析技術の開発」を実施。現在のゲノム解析技術を遥かに凌駕
するような解析技術又はそれらの要素技術の開発を図ってい
る。

・科学技術創造立国実現の基盤となる先端計測分析技術、
機器の開発及びその利用を進める「先端計測分析技術・機器
開発プロジェクト」を推進。

・経済活性化のための研究開発プロジェクトとして、「次世代
の科学技術をリードする計測・分析・評価機器の開発」（平成
14年度補正予算25億、平成15年度予算3億円、平成16年度
予算9.8億円、平成１７年度予算9.2億円）を開始し、超高感度
ＮＭＲ（核磁気共鳴装置）の開発（平成18年度予算案3.2億
円）やナノ計測・加工技術の実用化開発（平成18年度予算案
9.4億円）を実施。

「ゲノムネットワークプロジェクト」ホーム
ページ
http://www.mext-life.jp/genome/

Ｃ

　３．研究開発のターゲット
　　(3) バイオツール、バイオインフォマティクスへの重点投資
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・ ＮＭＲ（核磁気共鳴装置）、遺伝子発現解析バイオイメー
ジング、生体内微量物質検査等について、現在の検出解
析感度を１桁上回るような高度解析技術等の開発を行うと
ともに、実用化、市場化に向けた取組を推進する。



内閣府 Ｃ

各年度（平成１６年度、平成１７年度、平成１８年度）資源配分
方針に反映。

文部科学省 D

・経済活性化のための研究開発プロジェクトとして、｢ナノテク
ノロジーを活用した新しい原理のデバイス開発」（平成14年度
補正予算21億，平成15年度予算4億円、平成16年度予算4億
円、平成17年度予算3.8億円、平成18年度予算案3.3億円）を
開始し、ＢＴとＮＴを融合した研究開発を実施。

33

・ ３万種に及ぶイネの完全長ｃＤＮＡ等を活用し、植物研
究用ＤＮＡチップ※を開発する。また、これらを用いた品種
判別等の検査・分析産業を創出する。 農林水産省 Ｃ

・「イネゲノムリソースセンターの整備」（Ｈ１８年度予算：１億
円）において、イネの完全長ｃＤＮＡを活用したＤＮＡチップの
開発を実施している。

先行開発品は、平成１５年末に市販化
済み。
http://www.nias.affrc.go.jp/project/ineg
enome/resource/resource_outlook.htm

Ｃ

内閣府 Ｃ
各年度（平成１６年度、平成１７年度、平成１８年度）資源配分
方針に反映。

経済産業省 Ｃ

・「バイオＩＴ融合機器開発プロジェクト(14年度補正予算：12.1
億円、15年度予算：21.7億円、16年度予算：20.7億円、17年度
予算:18.0億円）」、「個別化医療の実現のための技術融合バ
イオ診断技術開発（18年度予算案:6.5億円）」による研究開発
の実施。
・マイクロ分析・生産システムプロジェクト(15年度予算：12.6億
円、16年度予算：11.4億円、17年度予算：11.9億円）では、平
成15、16年度はマイクロ空間内における流体制御等の要素
技術と、システム化のための研究を行った。最終年度となる
今年度はこれまでの成果を活用して試作器の作製と外部で
の実証実験を行っている。

http://www.nedo.go.jp/nanoshitsu/proje
ct/pro25/
http://www.mcpt.jp
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pam
phlets/bio/project0508/11-12.pdf

内閣府 C

・各年度（平成１６年度、平成１７年度、平成１８年度）資源配
分方針に反映
・ナノテクノロジー・材料分野の産業発掘の推進について、
H15.7.23意見具申：府省連携プロジェクト「ナノ関連デバイス」
等による新しい診断機器の事業化を推進

http://www8.cao.go.jp/cstp/output/ind
ex.html

Ｃ

Ｃ

32

・ 2010年頃に訪れると予想されるシリコン電子デバイスの
微細化の限界を打破するアプリケーションの一つとして、
タンパク質の自己組織化を利用し、超小型、超省電力の
デバイスを世界に先駆けて開発する。

34

・ ヒトゲノム解析データ等の成果をテイラーメイド医療※や
在宅医療診断に活用していくためのバイオ関連分析機器
の実用化を図る。

・ ＩＴ・機器・ナノテクノロジー（ＮＴ）とＢＴとの融合により、各
種解析機器を高速化・高効率化するための研究開発、よ
り高次の生体情報を得られる各種計測機器の開発を行
う。また、バイオツール、バイオインフォマティクス両分野
にわたる国際標準化戦略を含む包括的支援策の検討を
開始する。



経済産業省 Ｃ

・「バイオＩＴ融合機器開発プロジェクト(14年度補正予算：12.1
億円、15年度予算：21.7億円、16年度予算：20.7億円、17年度
予算:18.0億円）、タンパク質相互作用解析ナノバイオチッププ
ロジェクト(１５年度予算：4.2億円、１６年度予算：4.0億円、１７
年度予算:4.0億円）、バイオインフォマティクス標準化基準認
証研究(１５年度予算：0.5億円、１６年度予算：0.3億円、１７年
度予算：0.3億円）、「個別化医療の実現のための技術融合バ
イオ診断技術開発（18年度予算案:6.5億円）」による研究開発
の実施。
・マイクロ分析・生産システムプロジェクト(15年度予算：12.6億
円、16年度予算：11.4億円、17年度予算：11.9億円）では、平
成15、16年度はマイクロ空間内における流体制御等の要素
技術と、システム化のための研究を行った。最終年度となる
今年度はこれまでの成果を活用して試作器の作製と外部で
の実証実験を行っている。

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pam
phlets/bio/project0508/11-12.pdf
http://www.nedo.go.jp/nanoshitsu/proje
ct/pro25/
http://www.mcpt.jp

内閣府 Ｃ

各年度（平成１６年度、平成１７年度、平成１８年度）資源配分
方針に反映。

文部科学省 C
・科学技術振興機構（ＪＳＴ）のバイオインフォマティクス推進セ
ンター等において、研究開発並びにデータベース整備を実
施。

厚生労働省 A

・これまで厚生労働省の複数機関で所有してきた遺伝子及び
細胞を統合的に管理するバンクを平成１７年４月に設立した
独立行政法人医薬基盤研究所に設置した。（再掲）

http://www.nibio.go.jp
http://cellbank.nibio.go.jp/

農林水産省 Ｃ

・新たに「農林水産生物ゲノム情報統合データベース」（Ｈ１８
年度予算：３億円）により、現在散在している各種データベー
スを統合する。

http://www.nias.affrc.go.jp/project/ineg
enome/index.htm

経済産業省 Ｃ

・「バイオインフォマティクス知的基盤整備(１５年度予算：7.8億
円、１６年度予算：7.8億円）」、「ゲノム情報統合プロジェクト(１
７年度予算：6.0億円、１８年度予算案：5.4億円）」、「バイオイ
ンフォマティクス標準化基準認証研究(１５年度予算：0.5億
円、１６年度予算：0.3億円、１７年度予算:0.3億円）」により、各
種データを関連づけたアノテーション等により、統合データ
ベースの構築等を実施。

http://www.nedo.go.jp/activities/sangi/
15baiotekunorogi.pdf
http://www.nedo.go.jp/nanoshitsu/proje
ct/pro25/
http://www.mcpt.jp
http://www.h-invitational.jp/

内閣府 Ｃ

各年度（平成１６年度、平成１７年度、平成１８年度）資源配分
方針に反映。

Ｃ

Ｃ
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36

・ バイオインフォマティクス分野における研究開発や、そ
れを支える研究情報基盤について、大学をはじめとする能
力ある研究機関等において、急速に増加するＤＮＡやタン
パク質などの生命情報データベースの構築や、それらを
解析、連結するソフトウェアやツールの開発等を重点的に
進めるとともに、これら研究機関間の一層の連携強化を図
る。

・ 研究、実用化、データベース公開等ゲノム関連の全段
階において民間部門の参画を確実かつ効率的に行うこと
として既に設立されている民間団体を最大限活用すること
により、統合データベースの構築を進めるとともに、多種
多様なデータベースの相互運用性を高めるための検討を
行う。



文部科学省 B

・平成16年度からゲノムネットワークプロジェクト（平成17年度
予算33億円、平成18年度予算案33億円・いずれも理化学研
究所の運営費交付金内の推計額を含む。）を開始、その中で
プロジェクトで算出される各種ゲノム情報と、すでに公となって
いるデータを統合するヒトゲノムプラットフォームの構築を行っ
ている。
・ライフサイエンス分野データベースの利便性の向上、統合化
を図るため「統合データベースプロジェクト」を平成18年度より
新規に開始予定（平成18年度予算案2.9億円）

「ゲノムネットワークプロジェクト」ホーム
ページ
http://www.mext-life.jp/genome/

農林水産省 Ｂ
・研究企画支援システムの構築を実施中。 http://rms1.agsearch.agropedia.affrc.go.

jp/menu_ja.html

経済産業省 Ｃ

・「バイオインフォマティクス知的基盤整備(１５年度予算：7.8億
円、１６年度予算：7.8億円）」、「ゲノム情報統合プロジェクト(１
７年度予算：6.0億円、１８年度予算案：5.4億円）」、「バイオイ
ンフォマティクス標準化基準認証研究(１５年度予算：0.5億
円、１６年度予算：0.3億円、１７年度予算0.3億円）」により、各
種データを関連づけたアノテーション等により、統合データ
ベースの構築等を実施。

http://www.h-invitational.jp/

内閣府 Ｃ
各年度（平成１６年度、平成１７年度、平成１８年度）資源配分
方針に反映。

文部科学省 Ｃ

・「細胞・生体機能シミュレーションプロジェクト」（平成17年度
予算7億円、平成18年度予算案7億円）は、BT、ＩＴ、ＮＴ等の
融合研究として医療等への実用化に向けて推進。
・分散する高性能コンピュータを超高速ネットワークで結ぶ研
究用グリッド・コンピューティング環境を構築する世界標準の
グリッド基盤ソフトウェアを開発する「超高速コンピュータ網形
成プロジェクト」（平成16年度予算20億円、平成17年度予算額
20億円）により、先端的・基盤的な取組を推進。

・「細胞・生体・シミュレーションプロジェク
ト」ホームページ
http://www.lp-biosimulation.com/

内閣府 Ｃ
各年度（平成１６年度、平成１７年度、平成１８年度）資源配分
方針に反映。

農林水産省 Ｂ

・「植物（イネ）ゲノム研究）」のうち「イネ・ゲノムシミュレーター
の開発」において、塩基配列・機能解析等のデータに加え、栽
培関連研究での生理データを相互に関連づけた総合データ
ベースを整備した。

１８年度以降、順次データの増強を図る
予定。
http://www.nias.affrc.go.jp/project/ineg
enome/simulator/simulator_outlook.htm

内閣府 Ｃ

各年度（平成１６年度、平成１７年度、平成１８年度）資源配分
方針に反映。

Ｂ

Ｃ

Ｂ

Ｂ
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38

・ 生物・工学・情報等の融合研究拠点の整備を行うととも
に、細胞・生体機能のシミュレーション技術の開発、ゲノ
ム、タンパク質、トランスレーショナルリサーチ等に関する
各種データベースの整備充実、グリッドコンピューティング
環境の構築等バイオインフォマティクス分野における先端
的・基盤的な取組を進める。

39

・ イネゲノム情報、育種情報、栽培生理情報等の統合
データベースの作成と解析支援システムを開発する。

40

・ 臨床データや患者の医療情報を収集・電子化し、それら
の情報と個人の遺伝情報、タンパク質発現情報等を相互
にリンクさせることにより、テイラーメイド医療、予防医療等
のベースとなる疾患診断システムの開発など、「臨床イン
フォマティクス」分野の開拓を行う。



経済産業省 Ｂ

・「臨床インフォマティクス研究センター(つくば)を整備(14年度
補正予算：26億円)」、「バイオＩＴ融合機器開発プロジェクト(14
年度補正予算：12.1億円、15年度予算：21.7億円、16年度予
算：20.7億円、17年度予算:18.0億円)」において遺伝子やタン
パク質のプロファイリングによる診断システムの研究開発を
実施。

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pam
phlets/bio/project0508/index.html

文部科学省 C
・科学技術振興機構（ＪＳＴ）のバイオインフォマティクス推進セ
ンター等において検討。

経済産業省 A

遺伝子のSNPs(一塩基多形)に関するデータベースの標準書
式を開発し、米のソフトウェア標準化団体OMGで日本発の国
際規格化を達成。

42

・ 遺伝情報を基にした個人個人にあった予防・治療を可
能とする医療（テイラーメイド医療）の早期実現を目指す。
このため、30万人規模の血液サンプルの収集を行い、ＳＮ
Ｐｓ（一塩基多型）と疾患・薬剤応答性（有効性と副作用）と
の関連データベースを構築するとともに、個人遺伝情報を
臨床応用するための検査用診断機器ソフトの開発を行う。
また、我が国が世界最高水準にある遺伝子多型研究を進
め、疾患関連遺伝子、薬剤応答性に関連する遺伝子の研
究を推進する。

文部科学省 C

・「個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロジェクト」（平成17
年度予算32億円、平成18年度予算案31億円）を実施し、個人
個人にあった予防・治療を可能とする医療の実現に資する大
規模（３０万人規模を目標）バイオバンクを保管・管理するとと
もに、国内の研究機関へ研究資材の提供を実施している。ま
た、平成16年度にかけては、国際ハップマッププロジェクトに
おいて多大な成果を挙げたところであり、平成17年度から疾
患関連遺伝子研究を本格的に実施しているところである。な
お、本プロジェクトの適正な推進を図るため、本プロジェクト内
において、外部有識者等によるELSI（Ethical, Legal and
Social Issues；倫理的、法的、社会的問題）委員会を設置し、
ELSIについて検討しているところであり、プロジェクト推進に対
する助言・提言等も行っている。

・「個人の遺伝情報に応じた医療の実現
プロジェクト」ホームページ
　http://biobankjp.org/
・「国際ハップマッププロジェクト」ホーム
ページ
  http://www.hapmap.org/

Ｃ

文部科学省 B

・理化学研究所遺伝子多型センター（平成17年度予算17億、
平成18年度予算案16億）において、大量・高速・高精度の
SNPタイピングを実施するとともに、疾患関連遺伝子、薬剤応
答性に関連する遺伝子探索研究を推進。
・「革新的ながん治療法等の開発にむけた研究の推進（がん
トランスレーショナル・リサーチ事業）」（平成18年度予算案9
億円）を実施。優れた基礎研究成果を次世代の革新的な診
断・治療法の開発につなげるための橋渡し研究（トランスレー
ショナル・リサーチ）を推進し、新薬等の開発につながる成果
を創出。

・「理化学研究所遺伝子多型研究セン
ター」ホームページ
　http://www.src.riken.jp/
・「がんトランスレーショナル・リサーチ事
業」ホームページ
　http://ctrp.tri-kobe.org/

厚生労働省 C

・厚生労働科学研究において、がん、高血圧、糖尿病等の疾
患に関する遺伝子、薬剤応答性に関する遺伝子について二
次スクリーニングを平成16年度で終了。
・厚生労働科学研究において、疾患関連タンパク質解析プロ
ジェクトを平成15年度から開始。（平成18年度予算案　5.6億
円、平成17年度予算　6.6億円）

Ｂ

Ｂ

41

・ バイオインフォマティクスについては、ＤＮＡ解析やプロ
テオーム解析※結果等についての交換プロトコル、データ
フォーマット、用語等に係る早期の国際標準化が望まれる
ため、その方向性、妥当性についての検討を開始する。

Ⅱ．戦略１に関する各分野の行動計画
　【医療・健康分野（よりよく生きる）】

43

・ がん、高血圧、糖尿病等の疾患に関する遺伝子、薬剤
応答性に関する遺伝子について二次スクリーニングを進
め特定するとともに、疾患関連タンパク質解析プロジェクト
等から得られる大量の疾患関連タンパク質情報を基にバ
イオインフォマティクス技術を活用し、創薬基盤技術として
確立する。



44

・ 遺伝子多型から疾患遺伝子を解明する手法について
も、マイクロサテライトとＳＮＰｓを用いて多因子疾患の原
因遺伝子を絞り込むアルゴリズム等を開発する。

経済産業省 Ｂ

・「遺伝子多様性モデル解析技術開発(１５年度予算：9.6億
円、１６年度予算：9.6億円、１７年度予算:7.2億円)」による研
究開発の実施。マイクロサテライトを用いて多数サンプルを同
時に解析できる遺伝子解析技術に対応した疾患関連遺伝子
の絞り込みを行うアルゴリズムを構築。

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pam
phlets/bio/project0508/11-12.pdf

Ｂ
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・ 再生医療に必要な幹細胞のバンクを整備するとともに、
大量増幅技術、細胞移植技術等その利用技術等を世界
に先駆け確立する。特に神経幹細胞の利用技術を開発
し､パーキンソン病等の治療技術を確立するとともに、再
生医療技術による生活習慣病治療技術を開発し実用化を
図る。また、発生・再生の仕組みの解明を進めるとともに、
細胞治療を念頭においた幹細胞操作技術の開発などを推
進する。

文部科学省 Ｃ

・「再生医療の実現化プロジェクト（平成17年度予算11億円、
平成18年度予算案11億円）」を実施し、研究用幹細胞バンク
の整備、幹細胞操作技術の開発、幹細胞を用いた治療の開
発を推進。
・理化学研究所・発生・再生科学総合研究センターにおいて、
発生・再生科学総合研究事業を推進。

再生医療の実現化プロジェクト：平成18
年度予算案11億円
http://www.stemcellproject.jp/
理化学研究所発生･再生科学総合研究
センター：平成18年度予算案49億円
http://www.cdb.riken.jp/jp/

Ｃ

46

・ 移植用ヒト臓器の再生に関し、形態学的な再生について
は基礎的データの収集ができはじめているが、機能的な
臓器についてはまだ開発されていないため、機能を保った
臓器の再生技術の開発を進める。併せて、移植しても拒
絶反応を呈しない臓器の開発を行う。

厚生労働省 C

・厚生労働科学研究において、これまでも骨・軟骨、皮膚及び
角膜等の再生・加工技術に関して研究を実施し、一部は実用
化に至るなどの成果が得られており、今後も機能を保った臓
器再生技術の研究開発を引き続き推進。

Ｃ

47

・ 神経変性疾患の再生及び内分泌系の細胞の再生に関
し、臨床応用を開始する。また、少ないドナーにより対応し
ながら内分泌、神経等の細胞治療を実現させるため、機
能を温存したまま増殖培養させる技術の開発を行う。 厚生労働省 C

・厚生労働科学研究において、これまでも神経幹細胞の増
殖、分化、誘導に関して一定の技術を確立するなどの成果が
得られており、今後移植神経幹細胞の脳内動態と機能の検
討を実施し、臨床応用につなげる。また、臨床応用に直結す
ると考えられる内在性神経幹細胞を賦活化させる低分子化
合物の薬剤開発を引き続き推進。

Ｃ

48

・ 再生医療において、産業化を促進する基盤整備の一環
として、細胞・組織・細胞外材料等の処理工程を含む品質
管理手法や生体適合性等の評価手法の開発並びに標準
化の検討を行う。

経済産業省 C

１５年度に、再生医療に関する標準化等の国内外の取り組み
状況等についての調査をNEDOにより実施。また、１７年度新
規事業として再生医療の工業化を目指した培養細胞の評価
手法の検討等を行う「再生医療評価研究開発事業」（１７年度
予算額１1.5億円、１８年度予算案6.5億円）を実施。

http://www.nedo.go.jp/activities/portal
/gaiyou/pro-sangi1.html

C

49

・ 遺伝子治療に用いるベクターの研究開発を支援するとと
もに、その開発ベンチャーを支援する。

厚生労働省 D

・ベンチャー企業の支援を引き続き実施しており、今後とも必
要に応じベクターの研究開発を行っているベンチャーの支援
も行っていく。
・また、これまで実施してきた、ベクター開発を行っているベン
チャーへの出資事業に基づく研究成果の管理や事業化の促
進のための事業を実施。

Ｄ

内閣官房（知
的財産戦略
本部）

Ａ

平成15年7月、知的財産戦略本部に「医療関連行為の特許保
護の在り方に関する専門調査会」を設置して検討し、平成16
年11月に「医療関連行為の特許保護の在り方について」を取
りまとめた。

官邸HPに「医療関連行為の特許保護の
在り方について」を掲載。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2
/index.html

内閣府 C

「知的財産戦略について」をとりまとめ（Ｈ１４.６、Ｈ１４.１２、Ｈ
１５.６、Ｈ１６.５、Ｈ１７.５）、関係大臣に意見具申。

総合科学技術会議　知的財産戦略専門
調査会のHomePageに掲載。
（http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai
/ip/imain.html）

Ｂ50

・ 近年進展の著しい再生医療及び遺伝子治療関連技術
における技術開発の発明を更に促進するため、特許法に
おける取扱いを明確化すべく、法改正及び審査基準改訂
の必要性について検討し、結論を得る。なお、本検討に当
たっては、医師による医行為等に影響を及ぼさないよう十
分配慮する。



厚生労働省 A

・産業構造審議会特許制度小委員会医療行為ＷＧにおいて
平成１５年４月に取りまとめられた一定の結論に基づいて特
許審査基準が改定され、同年８月以降に審査される出願に適
用されているところ。

経済産業省 Ａ
審査基準を改訂し、１５年８月以降新審査基準に基づく審査
を実施中

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa
/iryou_sinsa_kijyun.htm

51

・ 細胞移植の際に起きる免疫拒絶反応のメカニズムの解
明を行うとともに、拒絶反応をなくす手法を開発する。

厚生労働省 C

・厚生労働科学研究において、これまでも移植医療における
免疫寛容に関する研究を実施し、免疫寛容をもたらす基盤的
機序の解明等について一定の成果が得られており、平成１７
年度よりさらに細胞移植の品質・安全管理について、免疫拒
絶反応をなくす手法も含め、総合的に開発・研究を推進して
いるところ。

C

52

世界最先端設備（ＮＭＲ、大型放射光施設等）を駆使し、
産学官の研究能力を結集して、約3000種（全基本構造の
約1/3）以上のタンパク質基本構造及びその機能の解析を
進めるとともに、微小重量環境下におけるタンパク質結晶
化、糖タンパク質の結晶化や生産技術開発、糖鎖等新た
な生命分子機能の解析などに取組み、我が国発のゲノム
創薬の早期実現を目指す。

文部科学省 B

・我が国発の革新的創薬等の実現に資するため、「タンパク
3000プロジェクト」（平成16年度予算90億円、平成17年度予算
98億円、平成18年度予算案86億円）を推進。
・宇宙の微小重力環境を利用して高品質なタンパク質結晶を
生成する宇宙実験については、６回予定しているうち、５回の
実験が終了し、得られた結晶については、現在大型放射光施
設等を使用して解析を実施中。また、第６回目の実験を１２月
中旬から３月末まで実施予定。

・タンパク質構造解析数：約2,700種類
（平成17年10月現在）
「タンパク3000プロジェクト」ホームペー
ジ
http://www.mext-life.jp/protein/
・本宇宙実験の１８年度予算案：0千円
（国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ開発費補助金、
１７年度中に実験終了のため）
１７年度予算：197,004千円

B

53

医薬品候補物質のＤＮＡチップを用いた遺伝子発現プロ
ファイルに関するデータをデータベースとして構築し、ゲノ
ム創薬に活用する。更に、遺伝子発現プロファイリングか
ら、医薬品候補物質の安全性の早期予測システムを確立
する。

厚生労働省 C

・厚生労働科学研究萌芽的先端医療技術の確立推進研究分
野のトキシコゲノミクスプロジェクトにおいて、平成１４年度か
ら開始。 Ｃ

54

がん、高血圧等の患者とそれ以外の者におけるタンパク
質の量と種類の違いを同定するための大規模な基盤整
備、疾患関連タンパク質の解析プロジェクトを推進する。 厚生労働省 C

・厚生労働科学研究において、疾患関連タンパク質解析プロ
ジェクトを平成15年度から開始。（平成18年度予算案　5.6億
円、平成17年度予算　6.6億円）【再掲】 Ｃ

55

・ 医薬基盤技術研究所（仮称）を設立し、創薬基盤の確立
のために、ゲノム科学やタンパク質科学の成果を医薬品
等の開発に橋渡しする基盤技術の研究開発拠点を整備
する。

厚生労働省 A

・医薬基盤研究所を、非公務員型独立行政法人として平成１
７年４月に設立した。

http://www.nibio.go.jp

Ａ



56

・ 完全長ｃＤＮＡを基盤とした有用遺伝子の収集・機能解
明、タンパク質機能・構造解析等の研究開発、測定機器
の高度化、加齢に関わる遺伝子解析、糖鎖構造解析・自
動合成装置の開発等、治験支援関連産業創生の環境整
備等を実施する。

経済産業省 Ｂ

・「糖鎖エンジニアリングプロジェクト(14年補正予算10.8億円、
１５年度予算18.0億円、１６年度予算：11.0億円、１７年度予
算：11.1億円)」、「タンパク質機能解析・活用プロジェクト(１５
年度予算：24.7億円、１６年度予算：23.5億円、１７年度予算：
21.0億円)」、「タンパク質相互作用解析ナノバイオチッププロ
ジェクト(１５年度予算4.2億円、１６年度予算：4.0億円、１７年
度予算：4.0億円)」、「生体高分子立体情報構造解析(１５年度
予算14.3億円、１６年度予算：14.3億円、１７年度予算：12.5億
円、１８年度予算案：12.5億円)」
・「ﾋﾄ遺伝子機能の解析に基づいた創薬支援技術の開発(産
総研運営費交付金)」および「糖鎖構造解析技術開発
（NEDO)」を実施し、糖鎖研究の有用なツールである糖鎖微量
迅速解析システムを開発に成功した。今後実用機の開発を
進める。これにより糖鎖の関与する様々な生命現象を探る研
究が加速され、糖鎖が重要な役割を果たすとされる有効な糖
鎖癌マーカーの発見が期待できる。

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/
bio/project0508/index.html

Ｂ

文部科学省 C

・理化学研究所脳科学総合研究センター（平成17年度予算98
億円、平成１8年度予算案94億円）において、「脳を守る」領域
研究を推進。

・「理化学研究所脳科学総合研究セン
ター」ホームページ
　http://www.brain.riken.jp/index_j.html

厚生労働省 C

・厚生労働科学研究費補助金「こころの健康科学研究事業」
において、調査研究を実施している。（平成18年度予算案　22
億円、平成17年度予算　20億円）

文部科学省 C

・理化学研究所脳科学総合研究センター（平成17年度予算98
億円、平成18年度予算案94億円）において、「脳を創る」領域
研究を推進。

・「理化学研究所脳科学総合研究セン
ター」ホームページ
　http://www.brain.riken.jp/index_j.html

経済産業省 Ｃ

・「人間の情報処理のモデル化技術に関する研究(産総研運
営費交付金)」を実施し、人間の情報処理を参考にした機械学
習のための数理モデルの構築と評価、運動におけるスキル
獲得のモデル化などを行っている。今後、これら情報技術と
脳科学の融合研究を進め、連想記憶モデルなど脳機能を模
倣した情報処理技術の開発を行う予定。

文部科学省 Ｃ

・平成１５年７月に『「脳科学と教育」研究の推進方策につい
て』をとりまとめ。
・理化学研究所脳科学総合研究センター（平成17年度98億
円、平成18年度予算案94億円）において、「脳を育む」領域研
究を推進。
・科学技術振興機構において、「脳科学と社会」領域及び「脳
の機能発達と学習メカニズムの開発」領域の研究を推進。

・「理化学研究所脳科学総合研究セン
ター」ホームページ
　http://www.brain.riken.jp/index_j.html
・「脳科学と社会」領域
　
http://www.ristex.jp/activity/brain.html
・「脳の機能発達と学習メカニズムの開
発」領域
　http://www.brain-l.crest.jst.go.jp/

57

・ 精神・神経疾患の原因の解明等、脳機能を解明するた
めの研究を一層強化し、新しい原理に基づく治療法や予
防法の確立に向けた取組を充実する。

58

59

・ 学習・言語・感情・運動発達をはじめとした、脳の高次機
能の発達機構の解明についての分野融合的な研究を進
めることなどを通じ、こころの健康の保持・増進や精神・神
経疾患の治療実現に向けた取組を充実する。

Ｃ

Ｃ

Ｃ

・ 脳の働きを人工的に再現することにより、現在のコン
ピュータとは異なる全く新しい情報処理原理に基づく脳型
コンピュータの開発に取り組む。また、脳型コンピューティ
ングの実現を目指して人間の社会行動の基盤となる高次
脳機能の研究を推進し、脳科学、情報科学等の融合等を
図る。



厚生労働省 C

・厚生労働科学研究費補助金「こころの健康科学研究事業」
において、調査研究を実施している。（平成18年度予算案　22
億円、平成17年度予算　20億円）【再掲】

文部科学省 C

・理化学研究所脳科学総合研究センター（平成17年度98億
円、平成18年度予算案94億円）において、「脳を知る」領域研
究を推進。

・「理化学研究所脳科学総合研究セン
ター」ホームページ
　http://www.brain.riken.jp/index_j.html

厚生労働省 C

・厚生労働科学研究費補助金「こころの健康科学研究事業」
において、調査研究を実施している。（平成18年度予算案　22
億円、平成17年度予算　20億円）【再掲】

内閣府 C

・各年度（平成１６年度、平成１７年度、平成１８年度）資源配
分方針に反映
・府省連携プロジェクト「ナノ医療デバイス」等により新しい医
療機器の事業化に向けた施策を推進

文部科学省 D

・経済活性化のための研究開発プロジェクトとして､｢ナノテクノ
ロジーを活用した人工臓器の開発」(平成15年度補正予算12
億円、平成15年度予算1.5億円、平成16年度予算4.5億円､
平成17年度予算4.2億円、平成18年度予算案3.8億円)を開始
し、人工骨･靭帯当の生体適合材料､人工膵臓･肝臓等の人
工臓器材料の開発を実施。

内閣府 Ｃ
・各年度（平成１６年度、平成１７年度、平成１８年度）資源配
分方針に反映。

厚生労働省 C

・厚生労働科学研究費補助金「身体機能解析・補助・代替の
ための機器開発研究」において平成１５年度より実施。（平成
1８年度予算案　9.5億円、平成１７年度予算　11.1億円）

内閣府 Ｃ

・各年度（平成１６年度、平成１７年度、平成１８年度）資源配
分方針に反映
・府省連携プロジェクト「ナノ医療デバイス」等により、身体機
能代替人工器官の要素技術の事業化へ向けた施策を推進

厚生労働省 C

・厚生労働科学研究費補助金「身体機能解析・補助・代替の
ための機器開発研究」において平成１５年度より実施。（平成
1８年度予算案　9.5億円、平成１７年度予算　11.1億円）【再
掲】

60

・ 非侵襲的脳機能イメージング等の先端的な計測・解析
技術の開発をはじめ、脳やこころの健康についての基礎
的・基盤的研究開発の一層の推進を図る。

61

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

・ ナノテクノロジー（ＮＴ）、ＢＴ及びＩＴを融合して、ヒトの機
能を代替・補助する生体適合性材料・五感センサ等を開
発することを通じ、人工臓器、人工感覚器の開発を行う。

62

・ 精密作業の可能なマニュピュレーターや画像ガイド下で
の手術支援を行う低侵襲医療機器等の医療機器研究を
推進する。

63

・ 身体内部機能を代替する人工インプラント等の医療機
器研究開発を研究支援策の充実等により推進する。



内閣府 C

・各年度（平成１６年度、平成１７年度、平成１８年度）資源配
分方針に反映
・府省連携プロジェクト「ナノ医療デバイス」等により、再生医
療を支援するための自動培養装置等の事業化へ向けた施策
を推進

経済産業省 Ｃ

健康寿命延伸を目的とした「ナノ医療デバイス開発プロジェク
ト」、「身体機能代替・修復システムの開発事業」をはじめとす
る各種事業を実施中（17年度予算額19.1億円、18年度予算案
4.3億円）。がんの超早期発見に寄与する分光内視鏡のマク
ロモデル作成を完了するなどしている。
また、１７年度新規事業として、悪性腫瘍等の早期発見に貢
献する「分子イメージング機器研究開発プロジェクト」（１７年
度予算額3.1億円、１８年度予算案10.3億円）、次世代DDS型
悪性腫瘍治療システムの研究開発事業」（１７年度予算額3.8
億円、１８年度予算案10.1億円）を実施。

http://www.nedo.go.jp/activities/portal/gaiyou
/pro-sangi1.html

内閣府 C

・各年度（平成１６年度、平成１７年度、平成１８年度）資源配
分方針に反映
・府省連携プロジェクト「ナノ医療デバイス」等により、身体機
能代替人工器官の要素技術の事業化へ向けた施策を推進

経済産業省 Ｂ

１５年度から「バイオ・ＩＴ融合機器開発プロジェクト（１６年度予
算額:20.7億円の内数、１７年度予算額：18.0億円の内数）」を
実施しており、これまでに開発した各次世代生体情報計測機
器を使用して、札幌・大阪等で約１００家族を対象とする実証
実験を実施しており、開発した機器及び通信システムが稼動
することを確認している。

http://www.nedo.go.jp/activities/portal
/gaiyou/pro-sangi1.html

66

・ いわゆる健康食品の成分分析や実験・疫学データなど
からその有効性の評価を推進する。

厚生労働省 C

・平成１７年度厚生労働科学研究研究費補助金を活用して、
健康食品やその素材の有用性・安全性を検討するために「い
わゆる健康食品の健康影響と健康被害に関する研究」およ
び「いわゆる健康食品の有効性の評価に関する研究」を実施
中。

Ｃ

67

・ マーカー遺伝子等が残らない我が国独自の遺伝子組換
え技術により、成人病予防等の保健・予防機能を有する
遺伝子組換え農作物等を開発する。 農林水産省 Ｃ

・「ゲノム育種による効率的品種育成技術の開発」（Ｈ１８年度
予算：１４億円）等において、遺伝子組換え技術による形質転
換を行い、高機能性作物や高品質作物など、画期的な植物
の開発を実施している。

Ｃ

文部科学省 C

・海洋研究開発機構「海洋・極限環境生物研究」（平成17年度
運営費交付金の内数、平成18年度　運営費交付金の内数）
において、海洋における極限環境生物の有効利用等に係る
研究開発を実施。

64

・ 早期診断・短期回復を可能とするための高度医療機器
や再生医療を支援するための自動培養装置等の開発に
より、国民が自立して健康に暮らせる期間（健康寿命）の
延伸及び医療機器産業の国際競争力強化を目的とした研
究開発を実施する。

Ｃ

Ｂ

Ｃ

65

・ 予防医療確立に向け、ＩＴを活用した次世代生体情報計
測機器や生体情報の定量的評価手法の開発等により、在
宅健康管理システムの確立を図る。

68

・ 水産生物、海洋微生物等が有する機能性物質を探索
し、有用成分の構造と機能の発現機構を解明するととも
に、分離・精製技術や利用技術の開発を行う。



農林水産省 Ｃ

・「農林水産バイオリサイクル研究」（Ｈ１８年度予算：１２億
円）において、水産加工廃棄物からセラミド等の機能性物質
を抽出し、精製技術や利用技術の開発を実施している。

http://www.s.affrc.go.jp/docs/environment/pr
oject/1.htm

69

・ ＤＮＡチップ等を活用して食品の生体調節機能を解明す
るとともに、食品素材の組み合わせによる効果等を解明
する。また、調理による機能性成分の消長・化学変化とそ
れに伴う機能性の変化を追求し、機能性保持に有効な調
理条件の確立を図る。さらに、新たな組成のオリゴ糖等の
糖質を生成する酵素利用技術の開発や、カロチノイドやリ
グナン物質、乳酸菌のプロバイオテック（体に良い働きを
する微生物の）機能性等を利用した高品質畜産物の生産
技術の開発を行う。

農林水産省 Ｃ

・「安全で信頼性、機能性が高い食品・農産物供給のための
評価・管理化技術の開発」（Ｈ１８年度予算：８億円）におい
て、ＤＮＡチップ等を活用した食品の生体調節機能の解明と利
用技術の開発、食品素材の組み合わせ効果の解明、ポリフェ
ノール等の調理中の変化の把握について実施する予定。ま
た、流通・加工過程における食品の機能性成分の維持・増強
技術の開発を実施する予定。

http://www.s.affrc.go.jp/docs/genome/project
/3.htm

Ｃ

70

・ ＤＮＡマーカー※選抜技術、微量成分分析技術等先端
技術を駆使し、麦、大豆、野菜等について、消費者の求め
る「環境負荷低減型農作物」、「健康増進型農作物」の開
発と、これら新品種を活用した新規食品等の開発を促進
する。

農林水産省 Ｂ

・「新鮮でおいしい「ブランド・ニッポン」農産物提供のための
総合研究」（Ｈ１７年度予算：１１億円）において、消費者ニー
ズを踏まえて研究開発の方向性を明確にし、麦・大豆・野菜
等について「環境負荷低減型農作物」、「健康増進型農作物」
の開発及びこれらを活用した新規食品の開発を実施してい
る。

http://www.s.affrc.go.jp/docs/breeding/projec
t/1.htm

Ｂ

71

・ 産学官連携のもと食料生産、食品産業に積極的なＢＴ
技術の導入を図るための各種研究の迅速な推進を図ると
ともに、地域の特色を生かし、かつ地域の活性化につなが
る農林水産物生産、加工に係るＢＴ技術の開発等を企画
から実施まで地域で一貫して行う。

農林水産省 Ｃ

・競争的研究資金の「先端産業を活用した農林水産研究高度
化事業」（Ｈ１８年度予算：４９億円）において、地域における生
産現場に由来する技術シーズの活用又は地域ニーズへの対
応により地域の活性化につながる研究を推進している。

http://www.s.affrc.go.jp/docs/news/koubo/hig
h.htm

Ｃ

72

・ イネの塩基配列データを基に、①画期的な新品種開
発、②不良環境にも強いイネや環境修復植物の作出、③
有用物質生産のための植物工場の実用化等に活用し得
る有用遺伝子の機能解明研究を重点的に推進する。

農林水産省 Ｃ

・「植物（イネ）ゲノム研究」（Ｈ１８年度予算：１４億円）、「ゲノ
ム育種による効率的品種育成技術の開発」（Ｈ１８年度予算：
１４億円）等において、病害虫や不良環境に強い等の有用遺
伝子の機能解明を実施している。

http://www.nias.affrc.go.jp/project/ineg
enome/index.htm

Ｃ

73

・ 主要農作物では、病害抵抗性、品質、ストレス耐性や高
機能性、家畜では、肉質や疾病等、魚介類では、成長・耐
病性等に関わるＤＮＡマーカーを早期に探索し、これを利
用した効率的育種システムを開発する。

農林水産省 Ｃ

・「DNAマーカーによる効率的な新品種育成システムの開発」
（Ｈ１８年度予算：３億円、Ｈ１７年度予算：４億円）において、
産学官連携のもと、稲、大豆等において有用遺伝子の精度の
高いＤＮＡマーカーの作出を進めるとともに、これを活用した
新品種育成システムの開発を実施している。

http://www.s.affrc.go.jp/docs/genome/project
/1_1_1_4.htm

Ｃ

74

・ 組換え遺伝子技術により、不良環境に耐性のある作物
や、低農薬栽培を可能とする高度病害虫抵抗性作物の開
発を行うとともに、消費者メリットのある遺伝子組換え農作
物を開発する。

農林水産省 Ｃ

・「ゲノム育種による効率的品種育成技術の開発」（Ｈ１８年度
予算：１４億円）等において、遺伝子組換え技術による形質転
換を行い、高機能性作物や高品質作物など、画期的な植物
の開発を実施している。

Ｃ

　【食料分野（よりよく食べる）】



75

・ 受精卵移植技術、受精卵クローン等繁殖技術の高度
化・安定化を図る。

農林水産省 Ｃ

・強い農業づくり交付金のうち畜産新技術の取組み
・遺伝子組換え等先端技術安全性確保対策のうち、「体細胞
クローン動物安定生産技術の確立研究」（Ｈ１７年度予算０．
５億円）において、高い死産率の要因解明やその対策のため
の研究を実施している。

Ｃ

76

・ 水産生物の高成長、耐病性等に関する形質の探索を行
うとともに、高成長、耐病性等を強化した養殖系品種の開
発を行う。 農林水産省 Ｃ

・「養殖用水産生物におけるゲノム情報を用いた育種基礎技
術の開発」において、ヒラメを中心としたゲノム情報の解析に
よる遺伝子地図の作成及びＤＮＡマーカーを利用した育種技
術開発を実施している。

Ｃ

77

・ 農林水産・食品産業等の分野における民間の研究開発
を促進するため、競争的研究資金による基礎研究、地域
の産学官を結集した新事業創出に関する研究開発を行
う。 農林水産省 Ｃ

・民間企業等が、大学・独法の潜在的研究能力・成果・人材・
施設等を活用して行う研究開発の取組を支援し、農林水産
業・食品産業の発展に貢献する新産業創出のため「民間結
集型アグリビジネス創出技術開発事業（Ｈ１８年度予算：１０
億円）」を実施している。
（平成１７年度実施件数：２８課題）

http://www.s.affrc.go.jp/docs/genome/agri/ag
ri.htm

Ｃ

78

・ 研究開発投資が他産業に比べて少ない農林水産・食品
産業分野において、バイオ等生物系先端技術により新産
業の創出、企業化を促進するため、産学官の人的交流等
を強化するとともに、バイオベンチャーの創出を目指した
若手研究者の独創的な着想に基づく研究や民間企業、大
学、独立行政法人等の研究者が参画する異分野融合研
究を実施する。

農林水産省 Ｂ

・バイオ等生物系産業技術により新産業の創出、企業化を促
進するため、産学官の連携により、異分野の研究者が共同し
て行う研究開発を通じて、画期的な技術開発を行うため「生
物系産業創出のための異分野融合研究支援事業」（平成１８
年度予算：２３億円）を実施している。
（平成１７年度実施件数：４１課題）

http://brain.naro.affrc.go.jp/tokyo/gijutu/ibuny
atop/ibunyatop.htm

Ｂ

文部科学省 Ｄ

「新興・再興感染症研究拠点形成プログラムを」開始し、国内
研究拠点を設置し新興・再興感染症対策に資する基礎的知
見の集積を目的とした研究体制の整備を図るとともに、海外
研究拠点を設置し恒常的に現地で研究ができる体制を整え
る。海外研究拠点の活用などにより人材育成を図ると共に、
感染症研究ネットワーク支援センター（理化学研究所に設置）
を設置し、研究機関間の連携強化、研究活動の支援、最新の
研究動向の調査、普及啓発活動等を実施。

プログラム概要
http://www.lifescience-
mext.jp/projects/needs-keisei.html
感染症研究ネットワーク支援センター
http://www.crnid.riken.jp/

農林水産省 Ｃ

・「牛海綿状脳症（BSE）及び人獣共通感染症の制圧のため
の技術開発」（Ｈ１８年度予算：９億円）において、プリオン蛋
白質の性状解析、ＢＳＥ診断技術の開発、環境中の異常プリ
オン蛋白質の動態解明・不活化技術の開発等を実施してい
る。

http://www.s.affrc.go.jp/docs/animal/project/
1.htm

80

・ 食品等に含まれる抗生物質、微生物毒素を検出するた
めの技術である免疫化学測定法は化学分析法と比較して
迅速、廉価、簡便であり、食品・農産品等に対する公的分
析法として確立するために、標準化を検討する。

経済産業省 Ｂ

競合免疫測定法を一般化させた通則について免疫化学測定
法研究会傘下の標準化検討小委員会がJIS原案の策定を検
討し、JIS K 0461 競合免疫測定方法通則として制定。さらに、
今年度非競合法免疫測定法通則の原案検討中。

Ｂ

C79

・ ＢＳＥについて、プリオンタンパク質の性状解明、診断技
術の開発、環境中の異常プリオンタンパク質の動態解析・
不活化技術の開発を実施する。また、重要な人獣共通感
染症についても、診断技術や予防技術の開発を実施す
る。



81

・ 表示項目を科学的に検証するため、ＤＮＡ・微量成分等
による品種・産地判別技術を開発する。また、抗体等を用
いた有害微生物・毒素等の超高感度検出技術を開発す
る。

農林水産省 Ｃ

・「安全で信頼性、機能性が高い食品・農産物供給のための
評価・管理化技術の開発」（Ｈ１８年度予算：８億円）におい
て、麦類、豆類、果実及び畜産物等の品種・産地判別技術の
開発を実施する予定。また、安全な食品の生産・流通のた
め、有害微生物等の検出技術の開発を実施する予定。

研究概要
http://www.s.affrc.go.jp/docs/genome/
project/3.htm
生産履歴情報開示システムプレス
http://www.nfri.affrc.go.jp/research/pre
ss/030501.html
農産物ネット認証プレス（白根村）
http://www.nfri.affrc.go.jp/research/pre
ss/030905.htm

Ｃ

82

・ 次世代ワクチンの開発のため、多機能ワクチンを効果
的に免疫系に運ぶための技術を開発するとともに、多機
能・省力型次世代ワクチンの開発を行う。

農林水産省 Ｃ

・「21世紀最大の未利用資源活用のための「昆虫・テクノロ
ジー」研究」（Ｈ１８年度予算：４億円）において、平成１６年２
月に概要を解読したカイコ全ゲノム情報を基に有用遺伝子の
単離を行うとともに、民間企業等と連携して機能解明を実施し
ている。また、昆虫の機能を活用した有用物質の大量生産技
術（昆虫工場）の開発を実施している。

http://www.s.affrc.go.jp/docs/genome/insect/
21century/honbun.htm

Ｃ

83

・ 動植物から抗菌作用等をもつ有用物質を生成する遺伝
子の単離、機能解明を行うとともに、これら有用物質の大
量生産システムを開発する。

農林水産省 Ｃ

・「21世紀最大の未利用資源活用のための「昆虫・テクノロ
ジー」研究」（Ｈ１８年度予算：４億円）において、平成１６年２
月に概要を解読したカイコ全ゲノム情報を基に有用遺伝子の
単離を行うとともに、民間企業等と連携して機能解明を実施し
ている。また、昆虫の機能を活用した有用物質の大量生産技
術（昆虫工場）の開発を実施している。

http://www.s.affrc.go.jp/docs/genome/insect/
21century/honbun.htm

Ｃ

文部科学省 B

・廃棄物・バイオマスの再資源化やエネルギー回収等を目指
す「一般・産業廃棄物・バイオマスの複合処理・再資源化プロ
ジェクト」を実施。（平成17年度予算4.75億円、平成18年度予
算案4.75億円）

http://mlp.biomass-leading-
project.org/leading/index.html
（開）

環境省 C

国立環境研究所において、バイオ資源や廃棄物から水素を
効率的に製造するため、熱分解ガス化、水素発酵、ガス化改
質・精製等の技術開発、地域内自立型の資源消費・環境負
荷最小化システムの構築が可能となるようなシステム解析等
を行っている。

http://www.nies.go.jp/index-j.html

85

・ 農林系廃棄物等からバイオマスエネルギーを効率的に
生産する技術を実用化する。特に、木質系廃棄物等のバ
イオマス資源を糖化した上で、微生物を用いて発酵し、液
体燃料（エタノール）へ変換する技術の早期実用化に取り
組む。

農林水産省 Ｃ

・「地球温暖化が農林水産業に与える影響の評価及び対策
技術の開発」（Ｈ１７年度予算：６億円）において、地球温暖化
対策として期待される化石燃料代替エネルギーとしてバイオ
マスを用いた新エネルギー生産技術の開発を実施している。
・平成１８年度からは、「地球温暖化が農林水産業に及ぼす
影響の評価と高度対策技術の開発」（平成１８年度予算：５億
円）として取組を強化する予定。

http://www.s.affrc.go.jp/docs/environment/pr
oject/2.htm

Ｃ

Ｂ

　【環境・エネルギー分野（よりよく暮らす）】
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・ 都市系廃棄物等の未利用バイオマスを原料とした高効
率水素ガス発生技術、燃料電池技術等を最適に組み合
わせて、季節需要に応じて電気、熱、有機肥料等を産出
するシステムの開発を行う。
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・ 経済性の制約を克服し、バイオマスエネルギーの実用
化を図るため、バイオマス資源を水素、メタンなどの気体
燃料、エタノールなどの液体燃料等の有用なエネルギー
に高効率で転換する、二段発酵等の生物化学的変換等
による技術を開発する。

経済産業省 Ｃ

「バイオマスエネルギー高効率転換技術開発（１７年度予算：
３１億円、１８年度予算案：１６億円）」を実施中。

Ｃ
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・ 植物の環境浄化・修復に関わる機構の遺伝子レベルの
解明から実用植物レベルの応用研究を進め、環境浄化と
有用物質生産技術の開発を図る。

文部科学省 C

・理化学研究所・植物科学研究センター（平成17年度　運営
費交付金の内数、平成18年度　運営費交付金の内数）にお
いて、植物の生産性の向上等に向けた研究開発を実施。

http://www.psc.riken.go.jp/

Ｃ
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・ 重金属等による汚染リスクを低減するため、農用地土壌
等の浄化を可能にする植物、微生物の作出とその利用技
術を開発する。

農林水産省 Ｂ

・「農林水産生態系における有害化学物質の総合管理技術
の開発」（Ｈ１８年度予算：４億円）において、生物を用いた環
境修復技術の開発を始めとして、分解・無毒化技術の実証研
究を通じたリスク低減化技術の開発を実施しており、実証施
設を製作した。

http://www.s.affrc.go.jp/docs/environm
ent/project/4.htm
http://www.niaes.affrc.go.jp/project/tox
pro/

Ｂ
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・ 微生物等の機能を活用した廃棄物や汚染物質の処理を
実現するため、メタン発酵の高効率化や難分解性物質の
バイオレメディエーション技術を確立するための技術を開
発する。

経済産業省 Ｃ

・「生分解・処理メカニズムの解析と制御技術開発　（１５年度
予算：6.4億円、１６年度予算：6.1億円、１７年度予算：5.2億
円）」、「微生物機能を活用した環境調和型製造基盤技術開
発（１８年度予算案：20.4億円の内数）」の実施。

http://www.nedo.go.jp/bioiryo/project/18/inde
x.html
http://www.nedo.go.jp/kaisetsu/bio/bi06/bi06_
p.html
http://www.nedo.go.jp/bioiryo/project/17/inde
x.html
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/
bio/project0508/45-46.pdf

Ｃ
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・ 基礎的研究のブレークスルーとなり、実用化においても
経済性の向上などの効果が期待されるＢＴを活用した環
境研究、環境技術開発について、競争的研究資金を活用
し、その推進を図る。

環境省 C

環境技術開発等推進費（平成13～17年度累積予算額：48.77
億円）、廃棄物処理等科学研究費補助金（平成13～17年度
累積予算額：55.1億円）においてＢＴを活用した課題を採択
し、研究資金を配分。

環境省の競争的資金
URL:http://www.env.go.jp/info/inquiry/
shien.html Ｃ
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・ 油汚染により損傷を受けた海域の環境修復を図るため
に、有効なバイオレメディエーション技術の開発及び生態
系影響評価手法に関する研究を行う。また、高度処理浄
化槽・水生植物等を活用した水質浄化技術（バイオ・エコ
エンジニアリング）の開発を行う。

環境省 C

国立環境研究所において、窒素、リン除去・回収型高度処理
浄化槽及び液状廃棄物処理プロセスの開発、浄化システム
管理技術の簡易容易化手法の開発、開発途上国の国情に適
した浄化システム技術の開発、バイオ・エコと物理化学処理
の組合せを含めた技術による環境改善システムの開発等の
液状廃棄物の環境低負荷循環技術の技術開発と評価を行っ
ている。

Ｃ
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・ バイオナノテクノロジーを活用して、環境中の有害物質
等の健康、生態への影響を低コストで迅速・正確・多角的
に評価できるＤＮＡ、細胞等を載せた「環境チップ」を開発
する。

環境省 C

ナノテクノロジーを活用した環境技術開発推進事業を推進
（バイオテクノロジー関連平成１８年度予算案1.7億円）

Ｃ
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・ 昆虫ゲノムの解析を進め、組換え体カイコを用いた抗菌
タンパク質、動物医薬、クモ糸様高性能繊維等の生産技
術や昆虫の産生物を用いて画期的な新素材を開発する。
また、選択性が極めて高く、環境に優しい農薬を開発す
る。

農林水産省 Ｃ

・「21世紀最大の未利用資源活用のための「昆虫・テクノロ
ジー」研究」（Ｈ１８年度予算：４億円）において、平成１６年２
月に概要を解読したカイコ全ゲノム情報等、これまでの研究
成果を活用して民間企業・大学等がもつノウハウを結集し、
農業用、衛生害虫用のゲノム創薬の開発、昆虫が生産する
素材を用いた新素材の開発や有用物質生産技術の開発を実
施している。

カイコ全ゲノムの概略解読を終了
http://www.s.affrc.go.jp/docs/genome/i
nsect/21century/honbun.htm

Ｃ
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・ 組換え体微生物等を用いて、機能性食品や医薬品・化
粧品を始めとする高付加価値なバイオマス由来工業製品
の原料を生産する技術を開発する。

農林水産省 Ｃ

・「農林水産バイオリサイクル研究」（Ｈ１８年度予算：１２億
円）において、工業原材料用作物の低コスト生産技術及び作
物から工業原材料への変換技術の開発を実施している。
・バイオマス生活創造構想事業（成果重視事業）の中で、バイ
オマスプラスチック製造コスト低減に向けた技術開発（Ｈ１８年
度予算：１億円）を実施している。

http://www.s.affrc.go.jp/docs/environm
ent/project/1.htm
http://www.s.affrc.go.jp/docs/seika/pa
nel/13.htm Ｃ
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・ 微生物機能を活用した有用物質生産プロセスの高効率
化を図るため、解読されているゲノム情報を基に、不要な
遺伝子の削減やシミュレーションモデルの開発等を行い、
物質生産プロセス用宿主細胞（大腸菌、酵母、枯草菌、コ
リネ菌等）を高性能化するための技術を開発する。

経済産業省 Ｃ

・「生物機能を活用した生産プロセスの基盤技術開発　(１５年
度予算：14.8億円、１６年度予算：12.3億円、１７年度予算：
10.4億円)」、「微生物機能を活用した環境調和型製造基盤技
術開発（１８年度予算：20.4億円の内数）」の実施。

http://www.nedo.go.jp/bioiryo/project/17/inde
x.html
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/
bio/project0508/43-44.pdf Ｃ
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・ バイオプロセス導入のボトルネックとなっている高機能
酵素の耐熱性、耐久性等を抜本的に向上させるための研
究開発や植物工場実現のための代謝経路の解析・制御・
機能改変技術等の開発を行う。

経済産業省 Ｃ

・「植物利用エネルギー使用合理化工業原料生産技術開発
(１５年度予算：8.6億円、１６年度予算：8.2億円、１７年度予
算：8.2億円)」、「植物機能改変技術実用化開発(１５年度予
算：3.8億円)」、「バイオプロセス実用化開発プロジェクト（１６
年度予算：21.1億円、１７年度予算：16.0億円、１８年度予算：
12.7億円）」、「植物機能を活用した高度モノ作り基盤技術開
発（１８年度予算：19.3億円の内数）」の実施。

・酵素の比活性向上のための変異導入・選抜・最適化を実施
し、野生型に比べ数倍以上の活性を示す改変酵素を開発。
同酵素を使う製品製造技術開発を進め 、パイロットスケール
までの製造技術開発（酵素触媒の大量生産技術・同酵素触
媒を使う光学活性対製造技術）を実施。

http://www.nedo.go.jp/bioiryo/project/16/inde
x.html
http://www.nedo.go.jp/bioiryo/project/20/inde
x.html
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/
bio/project0508/47-54.pdf
http://www.nedo.go.jp/bioiryo/project/19/inde
x.html Ｃ

文部科学省 Ａ

・平成１５年度に、試験研究費総額の最高１０％（３年間の時
限措置として最高１２％）相当額を税額控除する制度を創設。
また、特別共同試験研究費の１２％（３年間の時限措置として
１５％）相当額を法人税・所得税から税額控除する制度を創
設。
・なお、上記税額控除制度については、平成18年度より、企
業の試験研究費の総額について、過去３年の平均額を超え
る額に関しては、既存の税額控除（一般の試験研究費は８～
１０％、大学等との共同研究費は１２％）に５％を上乗せして
控除する２年間の特例措置を導入予定。

厚生労働省 A

・平成１５年度税制改正によって、従来の増加試験研究税制
との選択制で、試験研究費総額の一定割合を控除する制度
等を新たに創設したところ。

戦略２．産業化プロセスの抜本的強化
　Ⅰ．戦略２に関する分野横断的な事項に関する行動計画
　　１．産業化のインセンティブの抜本的改革

・ 産業活動におけるバイオ技術の取組を支援するため、
試験研究費の増額分について税額控除を認めている現
行制度から、研究開発支出の総額の一定割合を税額控
除とする制度への変更を検討する。



農林水産省 Ａ

2003年度税制改革の概要（研究開発関係）
・ 試験研究費の売上高に対する比率に応じて試験研究費総
額の８～10％（当初３年間は時限措置としてさらに２％を上乗
せ）を税額から控除する制度を新設。試験研究費の増加額の
15％を税額から控除する従来制度と選択制（所得税、法人
税）
・ 中小企業技術基盤強化税制の拡充（所得税・法人税）
・ 開発研究用設備の所得価格の50％を通常償却に上乗せし
て償却できる特別償却制度を創設（所得税、法人税）
・ 産学官連携の共同研究・委託研究に対し12％（当初３年間
は時限措置として15％）の税額控除率を適用する税額控除制
度を創設（所得税、法人税）

経済産業省 Ａ

１５年１月以降に始まる事業年度から以下の項目を実施
・試験研究費売上高比率に応じて、試験研究費総額の８～１
０％を税額から控除（法人税、所得税）
・時限措置として、当初３年間は１０～１２％の控除を認める
・ただし、法人税額の２０％が控除の上限。上限を超える部分
については、研究費総額が前年より増えていることを条件
に、翌期に繰り越して控除できる

http://www.chusho.meti.go.jp/g_book/g
uidebook075.html

環境省 A

・試験研究費の総額に対する特別税額控除制度を創設
・産学官連携の共同研究・委託研究に関する特別税額控除
制度を創設
・中小企業に対する特別税額控除制度の特例を拡充

98
・ 我が国の研究開発成果の国際的普及、バイオ産業の国
際的競争力強化の観点から、バイオ分野における国際標
準化戦略を策定する。

経済産業省 A
バイオ分野における国際標準化戦略を策定し、標準化のロー
ドマップとして具体化した。 A

99

・ 個々の企業やグループの枠を超えた思い切った事業再
構築や産業再編を促すため、産業再生法を改正し、商法
特例、税制措置、政策金融措置等の支援措置の延長・拡
充を行うべく検討を進める。

経済産業省 Ａ

１５年４月に産業活力再生特別措置法を抜本的に改正し、商
法、税制の特例措置、政策金融等の支援措置を延長、拡充。
（１７年１１月９日現在認定件数：１９２件、うち経済産業省認
定は１３１件）

http://www.meti.go.jp/policy/business_i
nfra/saisei-hou.html

Ａ

100
・ 創業支援に関する各種税制措置について所要の見直し
を検討する。 経済産業省 Ａ

１６年度税制改正において、エンジェル税制の対象の拡大と
手続の簡素化を講じたところ。

http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/ind
ex.html Ａ

Ａ97

　２．産業化に向けた各主体の能力の大幅強化
　　(1) 大規模企業の創出と大企業の経営資源を活かしたバイオ関連産業の強化

　　(2) ベンチャー企業の活性化
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・ 会社設立に要する時間や事務負担を大幅に削減するた
め、電子化・業務合理化を通じて手続の簡素化を図る。ま
た、起業のハードルとリスクとなっている各種規制につい
て見直しを行う

経済産業省 Ａ

最低資本金規制特例制度については、既に電子申請の体制
を整備済み。なお、最低資本金制度の撤廃を盛り込んだ会社
法が第１６２回通常国会で成立。１８年度中に施行の予定。起
業のハードルとリスクとなっている各種規制についての見直
は引き続き検討。

http://www.meti.go.jp/policy/mincap/in
dex.html

Ａ

内閣府 Ｃ
・総合科学技術会議において「研究開発型ベンチャーの創出
と育成について」を決定（H15.5.27）、関係大臣に意見具申。

経済産業省 Ｃ

「大学発ベンチャー経営等支援事業（１６年度２．０億円、１７
年度１．９億円）」において、17年3月末時点で大学発ベン
チャー531社に対し約3,890回の支援を実施。

http://www.jiii.or.jp/tlo/tlobosyu.htm

内閣府 Ｃ
・総合科学技術会議において「研究開発型ベンチャーの創出
と育成について」を決定（H15.5.27）、関係大臣に意見具申。

文部科学省 Ｃ
・平成１７年度においては１０事業（平成１７年度予算額２３８
億円）を特定補助金等に指定している。

厚生労働省 C

・平成17年度においては3事業（平成16年度累積実績額2,482
百万円）を特定補助金等に指定している。

３事業を指定

農林水産省 Ｃ
・平成１７年度においては、６事業（１２２．８億円）を特定補助
金等に指定している。

経済産業省 Ｃ

・統一運用方針について、交付の方針に盛り込むなど、対応
を行っている。
・１４年１１月に「SBIR成果事例集」を作成し、HPに掲載するこ
と等を通じて、民間企業や関係機関に広く情報提供を行って
いる。

http://www.chusho.meti.go.jp/gijut/sbir
/index.html
http://www.smrj.go.jp/jasmec/info_tech
/tec/tec_index/hp1/sbir/seikashu.html
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・ 大学等におけるＢＴ分野の基礎研究を強力に推進する。

文部科学省 Ｃ

・競争的資金（科学研究費補助金、戦略的創造研究推進事
業等）の拡充や各種プログラム（２１世紀ＣＯＥプログラム、私
立大学学術研究高度化事業）等を通じ、ＢＴ分野の優れた基
礎研究を推進。
・各国立大学法人等においては、国立大学法人運営費交付
金等を活用し、独創的・先端的な基礎研究を推進。

Ｃ
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・ 卓越したリーダーの下で大学と産業界がプロジェクト形
成段階から一体的に協力するとともに、両者のポテンシャ
ルを最大限に活用した研究開発を行い、新しい市場創出
と高い経済活性化を図る研究開発プロジェクト（リーディン
グプロジェクト）をテイラーメイド医療等で推進する。

文部科学省 Ｃ

・個人個人にあった予防・治療を可能とする医療や再生医療
の実現等を目指し、経済活性化のための研究開発プロジェク
ト（リーディングプロジェクト）を平成14年度補正予算より実
施。卓越したリーダーの下で、推進されているところ。

・「個人の遺伝情報に応じた医療の実現
プロジェクト」ホームページ
　http://biobankjp.org/
・「再生医療の実現化プロジェクト」ホー
ムページ
http://www.stemcellproject.jp/

Ｃ

Ｃ

Ｃ
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・ 大学発ベンチャー経営等支援事業において、優れた技
術を有する一方で経営等のノウハウに欠けがちな研究者
等に対して、経営・法務面等での助言を行うアドバイザー
等の派遣を行う。

103

・ 中小企業の研究開発から事業化までを一貫して支援す
る中小企業技術革新制度（ＳＢＩＲ）については、関係各省
庁が協力して作成した統一運用方針の着実な実行や、本
年度中に完成予定のＳＢＩＲに係る成果事例集による関連
製品のＰＲ等を通じて、今後とも一層の充実を図る。

　　(3) 技術シーズの供給役としての大学・公的研究機関等



内閣府 Ｃ

・各年度（平成16年度、平成17年度、平成18年度）資源配分
方針に反映。

文部科学省 Ｃ
・大学等に知的財産・技術移転等の専門知識を有する人材を
配置するため「産学官連携支援事業」を実施。

http://www.sangakukanren-cd.jp/

107
・ 大学・公的研究機関等の研究課題・内容、従事者、成果
等に関する総合的なデータベースの整備と情報の積極的
な提供を進める。

文部科学省 Ｃ
・大学等公的研究機関の研究情報や研究成果等に関する
データベースを科学技術振興機構（ＪＳＴ）等において整備・運
用を実施。

http://jstore.jst.go.jp/
http://read.jst.go.jp/
http://jrecin.jst.go.jp/

Ｃ

内閣官房（知
的財産戦略
本部）

Ｃ

知的財産戦略本部において、平成16年5月に「知的財産推進
計画２００４」を策定し、本施策も含め推進している。

官邸HPに「知的財産推進計画２００４」を
掲載。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2
/kettei/040527f.html

内閣府 Ｃ
・各年度（平成16年度、平成17年度、平成18年度）資源配分
方針に反映。

文部科学省 Ｃ

経済活性化のための研究開発プロジェクトの推進（総額：平
成１７年度予算額445億円（平成１８年度予算案499億円）、う
ちライフサイエンス関連：平成１７年度予算額136億円（平成１
８年度予算案154億円））

・「個人の遺伝情報に応じた医療の実現
プロジェクト」ホームページ
　http://biobankjp.org/
・「再生医療の実現化プロジェクト」ホー
ムページ
　http://www.stemcellproject.jp/
・「細胞・生体・シミュレーションプロジェク
ト」ホームページ
　http://www.lp-biosimulation.com/

農林水産省 Ｃ
・農林水産研究基本目標等に基づき、基礎的研究と現場対
応型研究を両輪に推進している。

http://www.s.affrc.go.jp/docs/kihonmok
uhyou.htm

内閣官房（知
的財産戦略
本部）

Ｃ

知的財産戦略本部において、平成17年6月に「知的財産推進
計画２００５」を策定し、本施策も含め推進している。

官邸HPに「知的財産推進計画２００５」を
掲載。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2
/kettei/050610f.html

内閣府 Ｃ

・総合科学技術会議において「研究開発型ベンチャーの創出
と育成について」を決定（H15.5.27）、関係大臣に意見具申。
・各年度（平成16年度、平成17年度、平成18年度）資源配分
方針に反映。

Ｃ
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・ 大学・公的機関等において、企業の参加を得て戦略的、
集中的に知的財産を創造、活用するため、基礎的研究段
階からその研究成果の応用、技術移転に至るまで一貫し
て実施する研究開発を推進する。

・ 新技術に関するシーズを素早く取り上げ、企業化に結び
つける目利き人材の雇用等を企業に働きかけるとともに、
企業の人材を一定期間大学等に派遣し、先端技術の知見
等を習得する機会を増加させる。
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・ 大学やＴＬＯの技術シーズと産業界のニーズのマッチン
グを強化させるための研究開発事業や情報提供事業を推
進する。また、大学・公的研究機関等において、企業ニー
ズや社会ニーズに迅速かつ的確に対応した研究テーマの
設定や評価、共同研究の推進等を行うことができるよう、
民間からのコーディネート人材の登用を含め、産学官連携
のためのコーディネート機能を強化する。



文部科学省 Ｃ

・科学技術振興調整費により「産学官共同研究の効果的な推
進」（マッチングファンド）プログラムを実施。（平成18年度予算
案：科学技術振興調整費の内数）
・平成18年度より、潜在しているシーズの発掘から大学等と
企業との共同研究までを繋ぐことでイノベーションの創出を目
指す「産学共同シーズイノベーション化事業」（ＪＳＴ）を実施。
（平成18年度予算案：14億円）
・大学等に知的財産・技術移転等の専門知識を有する人材を
配置するため「産学官連携支援事業」を実施。
・大学等公的研究機関の研究情報や研究成果等に関する
データベースを科学技術振興機構（ＪＳＴ）等において整備・運
用を実施。

http://www.sangakukanren-cd.jp/
http://jstore.jst.go.jp/
http://read.jst.go.jp/
http://jrecin.jst.go.jp/

経済産業省 Ｃ

「大学発事業創出実用化研究開発事業（１６年度予算：26.0億
円１７年度予算：31.6億円）」において、17年度に70件を新規
採択し実施中。

http://www.nedo.go.jp/informations/pre
ss/151001_4/151001_4.html

内閣官房（知
的財産戦略
本部）

C

知的財産戦略本部において、平成17年6月に「知的財産推進
計画２００５」を策定し、本施策も含め推進している。

官邸HPに「知的財産推進計画２００５」を
掲載。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2
/kettei/050610f.html

内閣府 Ｃ

「知的財産戦略について」をとりまとめ（Ｈ１４.６、Ｈ１４.１２、Ｈ
１５.６、Ｈ１６.５、Ｈ１７.５）、関係大臣に意見具申。

総合科学技術会議　知的財産戦略専門
調査会のHomePageに掲載。
（http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai
/ip/imain.html）

文部科学省 Ａ

・発明補償金の上限（600万円／年）撤廃（平成15年1月29日
に文部科学大臣決定し各国立大学等に通知）及び増額を柱
とした国立大学（大学共同利用機関含む）共通の規定を制
定。平成15年度から運用。なお平成16年4月の国立大学法人
化に伴い、発明補償規定等は各大学の判断で独自に策定す
ることが可能となった。
・「大学知的財産本部整備事業」の一環として、各地域におけ
る研修会やビジネスショウの開催を通じ、発明補償等の各種
ルール整備の促進を行っている。

厚生労働省 A

・(独)国立健康・栄養研究所において、支払額の向上及び年
間支給額の上限の撤廃を職員の職務発明等に関する規程を
定めている。
・（独）医薬基盤研究所において、発明者個人への発明補償
金の支払いや、上限の無い年間支給額について規定した職
務発明等規程を定めている。

農林水産省 Ｂ

・実施料収入に応じて研究者に支給される補償金に関し、支
払額の向上及び年間支給額の上限の撤廃を規程で措置済。

Ｃ

Ｂ
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・ 発明補償金の上限撤廃及び増額を柱とする国立大学
（大学共同利用機関を含む。以下同じ。）共通の規定を制
定するとともに、法人化後の国立大学や研究開発型独立
行政法人においては、各法人ごとの規程を整備する際
に、発明者個人への適切な発明補償金の支払いについて
規定する。また、知的財産の創造活動に係る業績に応じ
て優先的に研究費配分を行うなど、多様なインセンティブ
を設ける



経済産業省 Ａ

・産業技術総合研究所において知的財産に関する各種規程
を制定し、知財活動に対する優先的な研究費配分インセン
ティブを設定。

環境省 C

国立環境研究所においては、職務発明規定を定めており、そ
の中で職務発明に係る補償金の支払いについて規定してい
る。

内閣官房（知
的財産戦略
本部）

C

知的財産戦略本部において、平成17年6月に「知的財産推進
計画２００５」を策定し、本施策も含め推進している。

官邸HPに「知的財産推進計画２００５」を
掲載。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2
/kettei/050610f.html

内閣府 C

「知的財産戦略について」をとりまとめ（Ｈ１４.６、Ｈ１４.１２、Ｈ
１５.６、Ｈ１６.５、Ｈ１７.５）、関係大臣に意見具申。

総合科学技術会議　知的財産戦略専門
調査会のHomePageに掲載。
（http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai
/ip/imain.html）

文部科学省 Ａ

・知的財産ワーキンググループ報告書（平成14年11月）で示
されている学生を含めた発明の取扱等について、諸会議等を
通じ大学等に対し積極的に周知を図っている。
・国内の判例、諸外国の判例、諸外国の指針の有無等に関
する関係省による調査検討の動向を見つつ、発明者の判断
基準についての参考事例を各大学に周知した。
・「大学知的財産本部整備事業」の一環として、各地域におけ
る研修会やビジネスショウの開催を通じ、体制・各種ルール
整備の促進を行っている。

経済産業省 Ａ
大学の発明に係る出願時において、各発明者の寄与度を明
確にするように、ＴＬＯ（技術移転機関）関係者に徹底してい
る。
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・ 産業技術総合研究所「ベンチャー開発戦略研究セン
ター」において、ビジネスモデル作成者、事業経営プラン
ナーを配置し、マーケティングに裏打ちされたビジネスモ
デルを構築し、公的研究機関・大学の技術シーズをもとに
成功率の高いベンチャーを生み出す起業化システムの実
証・研究を行う

経済産業省 Ａ

・「産総研ベンチャー支援任用」等のベンチャー支援制度を開
始し、ベンチャー開発戦略研究センターの研究に反映
・産業界から招へいしたカンパニービルダー人材の統括の
下、成功率の高いベンチャー企業の創出に向けた集中的な
取組みを行う「スタートアップ開発戦略タスクフォース」発のベ
ンチャー企業の設立を１６年度から開始。

http://unit.aist.go.jp/vrc/

Ａ

文部科学省 B

・「学術情報ネットワーク（SINET/スーパーSINET）」の整備を
推進。平成16年度末現在で、スーパーSINETノード（接続拠
点）を３０拠点整備している。

http://www.sinet.ad.jp/

厚生労働省 B

・平成１４年度より国立保健医療科学院に研究情報センター
を設置し、研究情報の収集、活用及び情報提供に関する支
援等の体制を整備するとともに、同院ホームページ上に厚生
労働科学研究成果データベースを設け、研究成果を公開。

http://webabst.niph.go.jp/

Ｂ

Ｂ
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・ 大学の発明委員会において、学生を含め共同研究者を
明確にする旨を各大学の発明規程に明記するよう、周知
徹底を図る。併せて、出願時において、各発明者の寄与
度を明確化しておくよう奨励する。

　３．事業環境の整備
　　(1) 研究開発と産業を結ぶ研究開発基盤機能の整備
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・ 大学、研究機関間の知識の共有化を図るための機関間
ネットワークを充実する。
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・ 産業技術総合研究所（地域センター）内に実用化技術
開発のための試作設備などを有する産学官共同研究施
設及び大学連携型の起業家育成施設（インキュベータ）を
整備する等、必要な措置を講ずる。

経済産業省 Ｂ

・大学等と連携した起業家育成施設の整備を１４年度補正予
算から実施しており、これまでにバイオテクノロジーに関連し
たビジネス・インキュベータを４施設整備し、ベンチャー企業の
経営指導・販路開拓支援等を実施。現在、２施設を整備中。
・「バイオ・ＩＴ融合研究施設整備事業」、「大学連携型起業家
育成施設整備事業」により、オープンスペースラボ等を整備。

http://www.smrj.go.jp/venture/incubate
/index.html

Ｂ

内閣官房（知
的財産戦略
本部）

Ｃ

知的財産戦略本部において、平成17年6月に「知的財産推進
計画２００５」を策定し、本施策も含め推進している。

官邸HPに「知的財産推進計画２００５」を
掲載。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2
/kettei/050610f.html

内閣府 C

「知的財産戦略について」をとりまとめ（Ｈ１４.６、Ｈ１４.１２、Ｈ
１５.６、Ｈ１６.５、Ｈ１７.５）、関係大臣に意見具申。

総合科学技術会議　知的財産戦略専門
調査会のHomePageに掲載。
（http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai
/ip/imain.html）

文部科学省 Ｃ

・科学技術振興調整費「新興分野人材養成」プログラムにお
いて、平成１４年度より知的財産の保護・活用等に関する人
材養成を実施。なお、平成１５年度は、特にバイオテクノロ
ジー分野に重点を置いて実施するものを実施し、平成１６年
度はライフサイエンス分野に重点を置いて実施するもの等を
実施。

内閣官房（知
的財産戦略
本部）

Ｃ

知的財産戦略本部において、平成17年6月に「知的財産推進
計画２００５」を策定し、本施策も含め推進している。

官邸HPに「知的財産推進計画２００５」を
掲載。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2
/kettei/050610f.html

内閣府 C

「知的財産戦略について」をとりまとめ（Ｈ１４.６、Ｈ１４.１２、Ｈ
１５.６、Ｈ１６.５、Ｈ１７.５）、関係大臣に意見具申。

総合科学技術会議　知的財産戦略専門
調査会のHomePageに掲載。
（http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai
/ip/imain.html）

文部科学省 Ａ

・平成15年度から、科学技術振興機構において特に海外出
願関係経費を中心に技術移転支援センターにおいて特許化
支援を実施。（技術移転支援センター事業　平成18年度予算
案：27億円）

・技術移転支援センターを充実・強化。

厚生労働省 B

・厚生労働省所管の国立試験研究機関等で開発される知的
成果物の民間移転を円滑に進めるために、厚生労働大臣の
認定するTLOに対して運営経費等の補助を行っている。

Ｂ

Ｃ

・ 知的財産の保護、活用を図るための専門知識を有する
人材を大学等で養成するための制度を開始する。
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・ 大学・公的研究機関やＴＬＯ等における知的財産の権利
化を促進するため、今後（国立大学については法人化に
あわせ）特許出願の明細書作成・弁理士費用、海外出願・
国際（ＰＣＴ）出願の費用、特許維持費用等について、必要
十分な経費の確保に努める。また、国立大学の法人化前
であっても、ＴＬＯを通じた個人帰属の特許活用を推進す
ることとし、海外出願、国際（ＰＣＴ）出願の費用確保に努
める。
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　　(3) 戦略的な知的財産政策の強力な推進



農林水産省 Ｂ

・各独法の運営費交付金で知的財産権の取得・維持に要す
る経費を手当。

経済産業省 Ｃ
「ＴＬＯ補助金（１６年度9.0億円、１７年度9.０億円）」において、
ＴＬＯの行う海外出願に係る経費を、補助対象経費に追加。

内閣官房（知
的財産戦略
本部）

Ｃ

知的財産戦略本部において、平成16年5月に「知的財産推進
計画２００４」を策定し、本施策も含め推進している。

官邸HPに「知的財産推進計画２００４」を
掲載。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2
/kettei/040527f.html

内閣府 C

「知的財産戦略について」をとりまとめ（Ｈ１４.６、Ｈ１４.１２、Ｈ
１５.６、Ｈ１６.５、Ｈ１７.５）、関係大臣に意見具申。

総合科学技術会議　知的財産戦略専門
調査会のHomePageに掲載。
（http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai
/ip/imain.html）

文部科学省 Ａ

・平成15年度より、大学等における知的財産の戦略的な管
理、活用等に向けた体制整備を行う「大学知的財産本部整備
事業」を実施（43件(うち9件は「特色ある知的財産管理・活用
機能支援プログラム」）を選定）。（平成１８年度予算：26億円）
・平成17年度より、上記の大学知的財産本部のうち、世界の
主要大学と伍した産学連携体制の構築を目指す大学を「スー
パー産学官連携本部」（６大学）として選定。

厚生労働省 B

・厚生労働大臣の認定するTLOにおいて、厚生労働省所管の
国立試験研究機関等の研究者がなした知的財産の権利を国
から譲り受け、特許出願、権利化、維持及び管理を行なうとと
もに、民間企業等への技術移転業務を行っている。

農林水産省 Ｂ

・農研機構において「知的財産課」、生物研において「技術移
転科」、食総研において「専門官（知的所有権）」を設置する等
知的財産権の取得・移転に係る支援体制を強化、また、研究
成果創出の段階から弁理士と特許性の有無、有利な出願方
法等についての相談を行うなど、広く強い特許の創出に向け
た取組みを実施している。

経済産業省 Ｂ

・「知的財産管理アドバイザー派遣事業」（１６年度予算：3.0億
円、１７年度予算：3.0億円）
・平成１４年度より、研究開発の実施段階から知的財産の発
掘・権利化を行うため「知的財産管理アドバイザー派遣事業」
を実施し、平成１７年度は１７大学で知的財産管理体制整備
を実施中。
・産業技術総合研究所において、弁理士等の専門家を活用
するとともに、TLOとの連携を実施。

特許庁HPに掲載。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/tous
hin/nenji/nenpou2005_pdf/honbun/4
-2-3.pdf

Ｂ

・ 研究開発の実施段階から知的財産の発掘・権利化を行
うため、大学・公的研究機関等における弁理士や民間の
専門家の活用を推進するとともに、産学官連携組織の機
能の強化を図る。また、他大学に先立ち、全国数十程度
の主要な国公私立大学においてＴＬＯとも連携しつつ、企
業経営者等民間の人材を活用して、知的財産の創造と活
用を総合的に支援する「知的財産本部」の整備等を開始
する。

117



内閣官房（知
的財産戦略
本部）

Ｃ

知的財産戦略本部において、平成17年6月に「知的財産推進
計画２００５」を策定し、本施策も含め推進している。

官邸HPに「知的財産推進計画２００５」を
掲載。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2
/kettei/050610f.html

内閣府 C

「知的財産戦略について」をとりまとめ（Ｈ１４.６、Ｈ１４.１２、Ｈ
１５.６、Ｈ１６.５、Ｈ１７.５）、関係大臣に意見具申。

総合科学技術会議　知的財産戦略専門
調査会のHomePageに掲載。
（http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai
/ip/imain.html）

文部科学省 Ａ

・研究開発成果の取扱いに関する検討会報告書に基づきガ
イドラインを策定し、各国立大学へ周知。また、科学技術・学
術審議会知的財産ＷＧにおいて大学における知的財産の取
扱いについて検討を行い、平成14年１１月に報告をとりまとめ
た。
・また、マテリアルの取扱ルール等について、平成16年度に
委託研究を実施。平成17年３月に報告書「営業秘密の管理
のあり方、研究ノートの取扱い、マテリアルについて」がまとめ
られ、その周知を図った。

農林水産省 Ａ

・農水省と関係独法による「研究成果・研究材料等の管理の
あり方に関する検討連絡会」で検討を進め、平成１４年３月に
取りまとめ、通知し、各独法が規程を整備済み。

内閣官房（知
的財産戦略
本部）

B

知的財産戦略本部において、平成17年6月に「知的財産推進
計画２００５」を策定し、本施策も含め推進している。

官邸HPに「知的財産推進計画２００５」を
掲載。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2
/kettei/050610f.html

内閣府 C

「知的財産戦略について」をとりまとめ（Ｈ１４.６、Ｈ１４.１２、Ｈ
１５.６、Ｈ１６.５、Ｈ１７.５）、関係大臣に意見具申。

総合科学技術会議　知的財産戦略専門
調査会のHomePageに掲載。
（http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai
/ip/imain.html）

文部科学省 Ｂ

研究資金制度及び独立行政法人等の規定において、バイ・
ドール条規を原則適用。

厚生労働省 A
厚生労働省における全ての委託研究開発について日本版バ
イ・ドール規定を適用している。

農林水産省 Ａ

・試験研究に関する委託事業については、日本版バイドール
規定を原則適用。

Ｂ

Ｂ118

・ 大学、公的研究機関やＴＬＯ等におけるリサーチツール
やリサーチマテリアルを含む研究開発成果物等の取扱に
関して、その帰属や研究開発の場での広い利用の促進、
産業利用等に関するルールを明確化し、周知徹底を図
る。

119

・ 国・特殊法人等の委託による研究開発の成果たる知的
財産権を受託者に帰属させることができる産業活力再生
特別措置法第３０条（いわゆる日本版バイ・ドール制度）を
特別の事情があるものを除き、全ての委託研究開発予算
について適用する。



経済産業省 Ａ

委託研究開発事業について、直接・間接問わず、日本版バ
イ・ドール規定を原則適用。また、各省庁の研究開発予算に
日本版バイ・ドールを適用するよう要請するとともに、各省庁
の取組状況について調査、とりまとめを実施。

環境省 A

環境省会計事務取扱規則第41号の規定に基づく、「環境省
委託契約事務取扱要領」の別紙様式第５号①"委託契約書"
の注４で対応済

内閣官房（知
的財産戦略
本部）

Ｃ

知的財産戦略本部において、平成17年6月に「知的財産推進
計画２００５」を策定し、本施策も含め推進している。

官邸HPに「知的財産推進計画２００５」を
掲載。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2
/kettei/050610f.html

文部科学省 Ａ

・平成15年度より、大学等における知的財産の戦略的な管
理、活用等に向けた体制整備を行う「大学知的財産本部整備
事業」を実施（43件(うち9件は「特色ある知的財産管理・活用
機能支援プログラム」）を選定）。（平成18年度予算案：26億
円）
・平成16年度から、科学技術振興機構（JST）の技術移転支
援センター事業として、大学やTLO等の特許出願等経費を支
援しており、これまでに８４５件の支援を行った。
・平成１７年３月に競争的資金等における間接経費の一部を
特許関連経費に充当できることが関係省庁の申し合わせに
より明確化され、同年４月に各関係機関に周知し、その積極
的な使用を促した。
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・ 農林水産省所管の独立行政法人が保有する特許権等
について民間企業における利活用の促進を図るため、独
立行政法人の研究成果に係るＴＬＯを新たに整備する。 農林水産省 Ｂ

・農水省：「農林水産技術移転促進の助成に要する経費（０．
４億円）」において、民間への技術移転の促進を実施してい
る。
（社）農林水産技術情報協会を平成１５年６月にＴＬＯ認定し
た。

Ｂ

内閣官房（知
的財産戦略
本部）

Ｃ

知的財産戦略本部において、平成17年6月に「知的財産推進
計画２００５」を策定し、本施策も含め推進している。

官邸HPに「知的財産推進計画２００５」を
掲載。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2
/kettei/050610f.html

内閣府 Ｃ

「知的財産戦略について」をとりまとめ（Ｈ１４.６、Ｈ１４.１２、Ｈ
１５.６、Ｈ１６.５、Ｈ１７.５）、関係大臣に意見具申。

総合科学技術会議　知的財産戦略専門
調査会のHomePageに掲載。
（http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai
/ip/imain.html）

文部科学省 Ａ

「タンパク3000プロジェクト」において、特許に関するQ&A集を
編纂、三極特許庁比較調査の結果等をふまえたタンパク質
の立体構造と特許の関係につき周知。

「タンパク3000プロジェクト」ホームペー
ジ
http://www.mext-life.jp/protein/

Ｂ

Ｂ120

・ 大学等における知的財産本部の設置とともに、大学の
知的財産戦略に応じたＢＴ関連の専門家の配備等を通じ
てＢＴ関連機能の強化を図る。また、ＢＴ分野の研究プロ
ジェクト内に知的財産担当者を置き、ＴＬＯ、知的財産本部
などとの連携を図る。また、大学等が進める研究開発に関
し、生じた成果の特許化等に必要な経費をあらかじめ研
究開発経費に盛り込むことなどにより、知的財産権の確保
を支援する。

122

・ ポストゲノム研究の成果を特許権として適切に保護する
ため、タンパク質立体構造発明について、審査事例集の
作成・公表を行い、審査基準と権利化のあり方を明確化す
る。また、その特許性に関する日米欧三極特許庁比較調
査を行い、審査基準の三極調和を検討する。



経済産業省 Ａ

・タンパク質立体構造関連発明について、審査事例集を作
成、公表（１５年３月）

http://www.jpo.go.jp/iken/protein_solid_
pub.htm

内閣府 Ａ

・総合科学技術会議の下、科学技術関係人材専門調査会を
設置。平成15年10月から平成16年7月まで計11回同調査会
を開催。①創造性豊かで、国際的にリーダーシップを発揮で
きるような広い視野と柔軟な発想を持つ人材の育成、②人材
育成の基軸として、世界的に高水準の高等教育と、多様性や
創造性を伸ばしてゆける初等中等教育を目指した教育改革
へ注力、③多様な人材の交流と新たな経験を通じて、斬新な
価値を創造できる研究教育の環境の実現などについて取りま
とめ、平成１６年７月２３日総合科学技術会議にて「科学技術
関係人材の育成と活用」として決定、関係大臣に意見具申し
た。
 その中で、技術経営人材の育成を計画的に進めることとして
いる。

経済産業省 Ｃ

「技術経営人材育成プログラム導入促進事業（１６年度予算：
9.5億円、１７年度予算：5.0億円）」による起業家等の育成に必
要なカリキュラム開発等を行っている。１７年度現在年間約４
０００人が技術経営のコースで学んでいる。「産業技術フェ
ローシップ事業（１６年度予算：8.3億円、１７年度予算：4.9億
円）」による技術人材の最先端研究現場への派遣等の実施。
１６年度末で１８８１人の派遣を支援。

http://www.meti.go.jp/policy/innovation
_policy/index.html

内閣官房（知
的財産戦略
本部）

Ｃ

知的財産戦略本部において、平成17年6月に「知的財産推進
計画２００５」を策定し、本施策も含め推進している。

官邸HPに「知的財産推進計画２００５」を
掲載。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2
/kettei/050610f.html

経済産業省 Ｂ

・１５年度創造技術研究開発事業及び平成１６年度中小企
業・ベンチャー挑戦支援事業において、対象経費として特許
取得費を設けた。
・地域新生コンソーシアム研究開発事業及び新規産業創造
技術開発費補助事業について、１５年度から特許出願関連経
費を補助対象経費として追加。
・１５年度より「ＴＬＯ補助金」においてＴＬＯの行う海外出願に
係る経費を補助対象経費に追加し、１７年９月末時点で１５８
８件に対し支援を実施。

http://www.chusho.meti.go.jp/gijut/sou
zou_kenkyuu.html
http://www.chusho.meti.go.jp/gijut/sbir
/p2_1_keizai01.html
http://www.chusho.meti.go.jp/gijut/sbir
/p2_1_keizai02.html

内閣官房（知
的財産戦略
本部）

Ｃ

平成15年7月、知的財産戦略本部に「医療関連行為の特許保
護の在り方に関する専門調査会」を設置して検討し、平成16
年11月に「医療関連行為の特許保護の在り方について」を取
りまとめた。

官邸HPに「医療関連行為の特許保護の
在り方について」を掲載。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2
/index.html

Ｂ

Ｂ

・ 起業家育成システム導入促進事業において、ＴＬＯ等に
おける人材育成にとって重要である技術経営
（Management of Technology）教育のためのプログラム、
教材開発等を行う。また、産業技術フェローシップ制度に
おいて、ＴＬＯ等産学リエゾン機関への派遣による人材育
成を行う。

123

・ ＢＴ分野における特許権について、将来の研究進展、産
業展開、国民への影響を見据えつつ、適正な制度設計を
検討し、裁定実施に関する日米合意が及ぼす影響を考慮
して、具体的事例に則しての権利の保護と、特許の円滑
な活用・流通に関して、調査・検討し、結論を得る。

124

・ 各種研究開発補助金制度等の対象経費に特許取得費
用も含まれるよう拡充、ＴＬＯの行う技術移転事業に係る
補助金について海外出願費用を新たに補助対象項目とし
て追加することにより、民間企業やＴＬＯの特許取得を支
援する。



経済産業省 Ａ

・ライフサイエンス分野の新出現技術関連発明の保護のあり
方について調査研究を行うとともに、ライフサイエンス及び製
薬・バイオ産業におけるライセンスの実情と課題について調
査・検討を実施（１４年度）
・ライフサイエンス分野の上流技術等に関する知的財産の利
用に対する特許法の裁定実施権による対応の可能性につい
て、１６年度に、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度
小委員会特許戦略計画関連問題ＷＧにおいて検討し、裁定
実施権制度の見直しについては慎重であるべきとの結論に
至った。

特許庁HPに掲載。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/s
hingikai/strategy_wg_prob.htm

内閣官房（知
的財産戦略
本部）

Ｃ

知的財産戦略本部において、平成17年6月に「知的財産推進
計画２００５」を策定し、本施策も含め推進している。

官邸HPに「知的財産推進計画２００４」を
掲載。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2
/kettei/040527f.html

文部科学省 Ｃ

大学、公的研究機関等を核とし、関連研究機関・研究開発型
企業等による国際的な競争力を有する技術革新のための集
積を目指す知的クラスター創成事業を全国18地域で推進。Ｂ
Ｔ関連では全国9地域（大阪北部、神戸、広島、香川、富山・
高岡、徳島、金沢、岐阜・大垣、宇部）で事業が実施され、多く
の新商品、新事業が生じ始めている。

知的クラスター創成事業　平成1８年度
政府予算案額　１００億円（平成1７年度
予算額１００億円）
http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/
chiiki/

内閣官房（知
的財産戦略
本部）

Ｃ

知的財産戦略本部において、平成17年6月に「知的財産推進
計画２００５」を策定し、本施策も含め推進している。

官邸HPに「知的財産推進計画２００４」を
掲載。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2
/kettei/040527f.html

経済産業省 Ｃ

１３年度から「産業クラスター計画」を推進し、全国１９のプロ
ジェクトで、地域の経済産業局と民間の推進組織が一体と
なって、新事業に挑戦する地域の中堅・中小企業約６，１００
社、２５０校を超える大学の研究者等と緊密な協力関係を構
築し、地域における産学官のネットワーク形成、地域の特性
を活かした技術開発等の推進、起業家育成施設の整備等イ
ンキュベーション機能の強化、商社等との連携による販路開
拓支援、資金供給機関との連携に取り組んでいる。なお、平
成１７年度は、産業クラスター計画の中核的役割を担う推進
組織と連携して更なるネットワークの拡充・強化を図るため
に、地域の拠点組織を設定するなど、新事業創出が一層促
進される事業環境を整備した。
(産業クラスター計画関連施策：１７年度予算額：４８０億円、１
８年度予算案：５７６億円）

http://www.meti.go.jp/policy/local_econ
omy/downloadfiles/Business_environme
nt_prom_div/CLUSTER.html

Ｂ

Ｃ

Ｃ
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　　(4) ＢＴ産業の拠点づくりを通じた産業競争力の強化

・ 自治体の主体性を重視し、知的創造の拠点たる大学、
公的研究機関等を核とし、関連研究機関、研究開発企業
等が集積する研究開発能力の拠点（知的クラスター）の創
成を目指して「知的クラスター創成事業」を全国本格実施
地域１２地域、試行地域６地域で推進する。具体的には、
本格実施地域のうち４地域、試行地域では５地域におい
て、ＢＴの関連研究機関、研究開発企業等が集積した一
大クラスターの形成を目指し、事業を推進する。

126
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・ 地域の比較優位性を踏まえて、地方自治体とも連携し
つつ、「産業クラスター計画」を、当面、全国１９のプロジェ
クトで推進していく。具体的には、関東、近畿、北海道等の
ＢＴ分野の産業クラスターにおいて、産学官の広域的な人
的ネットワーク形成を図る産業支援機関の助成、地域の
特性を活かした技術開発の推進、起業家育成施設・起業
環境の整備等、産業集積形成促進のために必要な措置
を講ずる。



文部科学省 Ｃ

平成14年度から、地域ごとに文部科学省、経済産業省、地方
自治体、その他関係機関による「地域クラスター推進協議会」
を設置し、両省の事業の成果に関する合同成果発表会を開
催している。１７年度においては、全国規模の合同成果発表
会や全国のクラスター形成活動主体が参加する全国レベル
の会議を開催するとともに、地域に特化した会議を各地域で
開催（今年度は３地域を予定）し、地域クラスターに関する情
報交換や今後の地域クラスター形成活動についての議論が
行われる機会を提供する。

http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/chiiki/

経済産業省 Ｃ

１４年度から、地域ごとに文部科学省、経済産業省、地方自
治体、その他関係機関による「地域クラスター推進協議会」を
設置し、両省の事業の成果に関する合同成果発表会を開催
している。１７年度においては、全国規模の合同成果発表会
や全国のクラスター形成活動主体が参加する全国レベルの
会議を開催するとともに、地域に特化した会議を各地域で開
催し、地域クラスターに関する情報交換や今後の地域クラス
ター形成活動についての議論が行われる機会を提供する。

内閣官房（知
的財産戦略
本部）

Ｃ

知的財産戦略本部において、平成17年6月に「知的財産推進
計画２００５」を策定し、本施策も含め推進している。

官邸HPに「知的財産推進計画２００４」を
掲載。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2
/kettei/040527f.html

経済産業省 C

・地域新生コンソーシアム研究開発事業：９～１７年度　予算
総額８５４億円、採択９０７件（16年度114億円、17年度137億
円）
・新規産業創造技術開発費補助事業：９～１７年度　予算総
額６１１億円、採択６４６件（16年度61億円、17年度64億円）

http://www.chusho.meti.go.jp/gijut/sbir
/p2_1_keizai01.html
http://www.chusho.meti.go.jp/gijut/sbir
/p2_1_keizai02.html
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・ 現行の「薬価算定ルール」において、画期的・革新的新
薬については、開発のインセンティブを与えるため、薬価
算定の際に加算を行う仕組みとしており、平成１４年４月
以降は更にその加算率を大幅に引き上げ、また、医療機
器についても「算定基準」において、画期的・革新的な新し
い医療機器について、加算を行える仕組みとした。本制度
の適切な運用を図るとともに、今後の実績等を踏まえつ
つ、ＢＴによる開発のインセンティブが十分に行きわたり、
技術革新に見合うように更に検討する。

厚生労働省 C

画期性、有用性を評価する薬価算定ルール及び保険医療材
料算定ルールを適切に運用しているところ。

Ｃ

Ｃ

Ｃ129

・ 大学等の技術シーズや知見を活用した産学官研究共同
体制（コンソーシアム）による実用化技術開発を実施する
とともに、中堅・中小企業による新分野進出やベンチャー
企業による新規創業のためのリスクの高い技術開発を支
援する等、域内の企業連携、産学官連携を促進するため
に必要な措置を講ずる。

128

・ 文部科学省の知的クラスター創成事業と経済産業省の
産業クラスター計画については、地域クラスター推進協議
会や合同成果発表会等の連携策を講じることにより、支
援策の効果的な運用を図る。

Ⅱ．戦略２に関する各分野の行動計画
　【医療・健康分野（よりよく生きる）】
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・ 医薬品産業の将来ビジョンとして、本年８月に取りまとめ
られた「医薬品産業ビジョン」について、治験の推進や研
究開発の支援など、ビジョンの中で掲げている「アクション
プラン」の具体的かつ総合的な支援策を実行し、医薬品産
業の国際競争力強化を図っていく。

厚生労働省 C

・平成16年４月30日に平成15年度末までの進捗状況を公表。
さらに毎年、５から６月に「医薬品産業政策の推進に係る懇談
会」を開催し、アクションプランの進捗状況などにつき、国内外
の業界団体を始め広く医薬品産業関係者からご意見を聴取。
今後も当懇談会における意見を踏まえつつ、アクションプラン
に盛り込まれた施策を着実に実施していく予定。

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/0
4/h0430-2.html

Ｃ

132

・ 世界的に大きな成長が見込まれる医療機器産業の国
際競争力強化のため、その現状及び今後の課題等を分
析した上で、医療機器の研究・開発から販売、保守管理に
至るまでの総合的な支援策を検討し、「医療機器産業ビ
ジョン」（仮称）を策定する。

厚生労働省 C

・平成16年４月30日に平成15年度末までの進捗状況を公表。
さらに毎年、５月から６月に「医療機器産業政策の推進に係る
懇談会」を開催し、アクションプランの進捗状況などにつき、国
内外の業界団体を始め広く医療機器産業関係者からご意見
を聴取。今後も当懇談会における意見を踏まえつつ、アクショ
ンプランに盛り込まれた施策を着実に実施していく予定。

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/0
4/h0430-2.html

Ｃ
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・ 体内埋め込み型の医療機器等の技術的、社会的にリス
クの高い医療機器の国際競争力を高めるため、企業が積
極的にこのような医療機器の開発・製品化に取り組むた
めの環境整備について所要の措置の検討を行う。 経済産業省 C

・１５年度及び１６年度において医療機器開発段階における問
題点についての調査及び開発促進に資する評価手法の必要
性の検討等を行った。また、１７年度新規事業として医療機器
開発ガイドライン作成事業（平成17年度予算額0.4億円、平成
18年度予算案0.8億円）として、技術ガイドライン及び社会経
済ガイドラインそれぞれに関し、学識経験者、産業界メンバー
等からなる委員会を開催した。

http://www.meti.go.jp/committee/summ
ary/0003147/index.html

C

文部科学省 B

・厚生労働省とともに「全国治験活性化３ヵ年計画」を策定。
・国立大学病院は、平成１６年４月国立大学の法人化に伴い
規制が緩和され、より弾力的に治験の実施が可能となった。

・「全国治験活性化３ヵ年計画」を策定。
（平成１５年４月）
・国立大学法人化（平成１６年４月）

厚生労働省 B

・文部科学省及び厚生労働省関係者で構成する連絡協議会
において、大規模治験ネットワーク（1６年度予算 10.8億円）
の構築等を盛り込んだ「全国治験活性化３カ年計画」を平成１
５年４月に取りまとめ、公表。

文部科学省 B

・治験コーディネーター養成研修を実施

厚生労働省 B

・上記「全国治験活性化３カ年計画」で、治験の質の向上に寄
与する治験コーディネーター（ＣＲＣ）養成の促進策を明示し、
その推進を図っているところ。

B
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・ 治験の質の向上に寄与する治験コーディネーター（ＣＲ
Ｃ）養成を促進する。

134

・ ①大規模治験ネットワークの構築、②小児用医薬品や
オーファンドラック等の治験の推進、③医療機関の治験実
施体制の充実、④患者の治験参加を支援する施策、⑤臨
床研究全体の推進などを内容とする「全国治験活性化３ヵ
年計画」を策定する。
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・ 大学等における基礎的研究成果を臨床等に適切に結び
つける等の臨床応用研究（トランスレーショナルリサーチ）
の着実な推進を図る（トランスレーショナルリサーチプログ
ラム）。また、大学等における体制の整備を図る。

文部科学省 C

・平成１５年７月に策定した「第３次対がん１０か年総合戦略」
（文部科学省、厚生労働省）に基づき、これまでに得られたが
んに関する基礎研究等の成果を次世代の革新的な診断法・
治療法につなげる橋渡し研究「革新的ながん治療法等の開
発の推進（がんトランスレーショナル・リサーチ事業）」を推進
する。（平成17年度予算10億円、平成18年度予算案9億円）

・がんトランスレーショナル・リサーチ事
業
　http://ctrp.tri-kobe.org/

Ｃ
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・ 疾患群ごとに、①国立高度専門医療センター、高度専門
医療施設等、②特定機能病院、③臨床研修指定病院など
複数の医療機関の間でネットワーク事務局を中心に治験
に関する大規模なネットワークを形成し、承認に必要な症
例数を速やかに確保する体制を整備する。

厚生労働省 B

・上記「全国治験活性化３カ年計画」において国立高度専門
医療センターなどの複数の医療機関をネットワーク化する「大
規模治験ネットワーク」を構築し、質の高い治験の症例数を速
やかに確保する体制を整備することをについて記述した。そ
の推進を図るため、平成１５年度から厚生労働科学研究のプ
ロジェクトを開始。

Ｂ
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・ 欧米で標準的な医薬品等でありながら国内では不採算
等のため導入されていない医薬品等について医師主導で
実施する治験のシステムを上記大規模治験ネットワーク
において導入する。

厚生労働省 B

・上記「全国治験活性化３カ年計画」で、大規模治験ネット
ワークにおける欧米で標準的な医薬品等でありながら国内で
は不採算等のため導入されていない医薬品等について医師
主導治験による治験の実施について記述し、その推進を図る
ため、平成１５年度厚生労働科学研究のプロジェクトを開始。

Ｂ
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・ 患者が、治験の意義や内容を理解し、治験実施状況等
に関する情報を容易に入手でき、安心して治験を受けるこ
とができるよう、①関係機関、関係団体等が、シンポジウ
ムの開催など、国民に対する治験の意義や内容に関する
普及啓発、広報活動を一層進め、②国内における治験の
実施状況を網羅的にインターネットを通じて提供することと
する。

厚生労働省 B

・上記「全国治験活性化３カ年計画」で、国民に対する治験の
意義等に関する普及啓発、被験者に対する治験の実施状況
の事前・事後の情報提供等について記述し、その推進を図っ
ているところ。また、平成１５年５月から、厚生労働省ホーム
ページにおいて、日本製薬工業協会との連携の下、開発中の
新薬について情報提供を開始しているところ。さらに、平成１
７年度には、（財）日本医薬情報センター（ＪＡＰＩＣ）、大学病院
医療情報ネットワーク研究センター（ＵＭＩＮ）、（社）日本医師
会治験促進センターにおいて、治験・臨床研究についての登
録制度を開始した。

Ｂ
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・ 研究者のインセンティブの向上を図るため、治験に係る
契約内容（症例数）の着実な実施を徹底するとともに、治
験に関わる業績の評価や研究費の効果的な配分につい
て検討する。また、患者のインセンティブの向上を図るた
め、費用負担の軽減などを検討する。

厚生労働省 B

・上記「全国治験活性化３カ年計画」で、契約症例数の着実な
実施の徹底などについて記述し、その推進を図っているとこ
ろ。 Ｂ
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・ 高度先進医療の実施について、特定療養費制度の対象
となる「特定承認保険医療機関」の要件の緩和を実施す
る。 厚生労働省 A

実施する高度先進医療の内容にかかわらず一律の承認要件
をすべての「特定承認保険医療機関」に課す仕組みを改め、
各医療機関が実施しようとする高度先進医療ごとに一定の基
準を定め、それを満たしていれば「特定承認保険医療機関」と
なれるよう、平成17年9月より要件を緩和した。

Ａ

　【食料分野（よりよく食べる）】
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・ ＢＴを活用した農業・種苗産業の将来像について、官民
一体となって検討するとともに、その実現に向けた総合的
な取組を推進する。

農林水産省 Ｃ

・BTの実用化・産業化を担う民間企業を主体とした検討会を
開催し「バイオテクノロジーの活用による農業・食品産業等の
展望と方策」を策定。
・「アグリバイオ実用化・産業化研究」において、イネゲノムの
解読成果等を早期に実用化・産業化に結びつける民間との
共同研究を実施するなど、策定した将来像の達成に向けた取
組みを行っている。

http://www.s.affrc.go.jp/docs/genome/
agri-bio/annai.htm
http://web.staff.or.jp/

Ｃ

内閣官房（知
的財産戦略
本部）

Ｂ

知的財産戦略本部において、平成17年6月に「知的財産推進
計画２００５」を策定し、本施策も含め推進している。

官邸HPに「知的財産推進計画２００５」を
掲載。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2
/kettei/050610f.html

農林水産省 Ｂ

・平成17年6月、登録品種の収穫物から生産される加工品の
生産、譲渡等の行為にも育成者権の効力が及ぶこととすると
ともに、育成者権の存続期間の延長を内容とする種苗法の一
部改正を行った。また、その効力の及ぶ加工品を政令で指定
し、１２月１日施行された。
・平成17年６月、登録品種の収穫物から生産される加工品の
生産、譲渡等の行為に育成者権の効力が及ぶこととするとと
もに、育成者権の存続期間のを延長を内容とする種苗法の
一部改正を行った。
 ・本年７～８月には、全国９ブロックで説明会を開催し、法改
正の内容と植物新品種保護制度の普及に努めた。

http://www.maff.go.jp/www/counsil/co
unsil_cont/seisan/sinhinsyu/top.html
（法制度の整備について検討を行ってき
た「植物新品種の保護に関する研究会」
の資料が入手可能。）

内閣官房（知
的財産戦略
本部）

B

知的財産戦略本部において、平成17年6月に「知的財産推進
計画２００５」を策定し、本施策も含め推進している。

官邸HPに「知的財産推進計画２００５」を
掲載。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2
/kettei/050610f.html

農林水産省 Ｂ

・平成15年度から、（独）種苗管理センターにおいて、育成者
権者等の依頼に応じ、権利侵害の判定を支援するための品
種類似性試験（比較栽培及びDNA分析）を実施しており、現
在は、平成17年４月に同センターに設置された品種保護対策
官（品種保護Gメン）が担っている。また、独立行政法人等に
おいて、DNA分析等による品種識別技術の研究開発を推進
しており、実用化された植物については、DNA分析による品
種識別マニュアルを作成し、品種登録ホームページに掲載し
ている。なお、平成１７年度は新たに５種類を追加した。

http://www.ncss.go.jp/
(種苗管理センターのホームページ）

Ｂ

Ｂ
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・ 植物新品種に関し、育成者権侵害対策のために必要な
法制度の整備について検討を行う。

144

・ 当事者等からの依頼により比較栽培を実施する体制の
整備について検討する。また、ＤＮＡ分析による簡便・迅速
な品種識別技術についても、技術開発・精度向上、識別
結果の活用促進のための環境整備を推進する。
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・ 植物新品種に関し、出願者の利便性向上を図るため、
品種登録事務手続の電子システムの整備等により、イン
ターネットによる出願手続を可能とする。また、栽培試験
実施機関の体制整備等により新品種の育種動向に対応
した審査の高度化を図りつつ、植物新品種審査期間につ
いて、その平均期間を３年に短縮する

農林水産省 Ｂ

・インターネットによる電子出願等については、平成１５年度
から受付が可能となった。また審査期間短縮の目標達成に向
けて、審査に必要なデータベースの整備等の審査能力の向
上、栽培試験の体制整備等により、さらなる効率化を推進し、
平成１６年度末現在で、審査期間は３．１年まで短縮されてい
る。なお、今後、さらなる効率化により、２０１０年までに、平均
審査期間を、２．５年に短縮することとしている。
・インターネットによる電子出願等については、平成１５年度
から受付が可能となった。また審査期間短縮の目標達成に向
けて、審査に必要なデータベースの整備等の審査能力の向
上、栽培試験の体制整備等により、さらなる効率化を推進し
ている。

http://www.hinsyu.maff.go.jp/
(品種登録ホームページ）

Ｂ
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・ 優良な稲の民間育成品種の普及に向けて、民間育成品
種の市場への周知・ＰＲ等について検討を進めるととも
に、都道府県による奨励品種への採用の促進を図るため
の方策について検討する

農林水産省 Ｂ

・民間育成稲品種の奨励品種への採用を促すため、(社)農林
水産先端技術産業振興センターを窓口として、県に対し民間
育成品種に係る生産力・特性検定試験の仲介・斡旋を行うと
ともに、年度毎に試験成績検討会を開催し、民間育種企業と
県との情報・意見交換を行っている。
　また、主要品種の特性を体系的にとりまとめた「水陸稲・麦
類・大豆奨励品種特性表」への民間育成稲品種に関する情
報の掲載等により、周知・ＰＲを図っている。
　今後とも、これらの取組を継続して実施する。
　（参考）
　生産力・特性検定…16年度は生産力23件及び特性５件、17
年度は生産力29件及び特性33件を斡旋
　特性表…17年度中に新版を作成し、関係機関等に再配布
の予定

（社）農林水産先端技術産業振興セン
ター
http://web.staff.or.jp/

Ｂ
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・ ＢＴ産業への活用も可能となる構造改革特別区域法案
における農業生産法人以外の法人に対する農業経営目
的での農地等の権利取得（賃借権又は使用貸借による権
利）を認める制度を創設する。

農林水産省 Ａ

・構造改革特別区域法の施行により、特区においては農業生
産法人以外の法人が農地等を借り入れて農業経営を行える
よう措置した。
・平成１７年９月、農業経営基盤強化促進法等の一部改正法
の施行により当該特区制度を全国展開し、市町村自らが参入
区域を設定した上で、一般の株式会社、ＮＰＯ法人等が農業
参入を行えるよう措置した。

Ａ
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・ 食品産業の競争力強化や農業との連携を推進するた
め、民間が行う以下の食品分野の実用化研究を支援す
る。①発酵による機能性食品・成分の生産技術。②バイオ
マーカー等を活用した機能性食品の評価及び製造技術。
③高齢社会に対応した高付加価値食品製造技術。④地
域の特色ある農産物の利用を促進するための食品製造
技術。

農林水産省 Ｃ

・民間が行う実用化技術の開発を支援する「食品産業におけ
る次世代型発酵技術の開発(０．９億円)９課題」、「ライフサイ
エンスを活用した健康志向食品評価・製造技術の開発(０．６
億円)５課題」、「「ブランド・ニッポン」加工食品供給促進等技
術開発（２．３億円）１６課題」などの事業を実施した。
・平成１７年度からは、民間等が行う実用化技術の開発を支
援する「農林水産・食料分野における民間研究助成のうち食
品産業と生産者の連携強化」（３．８億円）の事業を実施して
いる。

公開成果発表会および食品産業技術開
発支援事業成果概要集で成果を公表
www.maff.go.jp/oftd.html

Ｃ



厚生労働省 C

・「食品の表示に関する共同会議」おいて、遺伝子組換え食
品の表示を含め、表示項目の用語、定義の統一や、表示方
法の運用等の問題点の検討を進め、わかりやすい食品表示
を目指しているところである。
　これまでに「食品の表示に関する共同会議」で①期限表示
の用語・定義の統一、②加工食品の原産地表示に関する今
後の方向、③生鮮食品の原産地表示の今後のあり方、④ア
レルギー物質を含む食品に関する表示、⑤分かりやすい表
示方法について報告をまとめ、制度改善する等成果をあげて
いる。今後も引き続き、わかりやすい食品表示を目指して検
討を行う。

①期限表示の用語・定義の統一につい
て
　
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/03/
s0324-11.html
②加工食品の原料原産地表示に関する
今後の方向
　
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/07/
s0725-8.html
③生鮮食品の原産地表示の今後のあり
方について
　
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/12/
s1222-3.html
④アレルギー物質を含む食品に関する
表示について
　
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/07/
s0723-12.html
⑤わかりやすい表示方法について
 
http://www.maff.go.jp/www/public/cont
/2004121pb_1b.pbf

農林水産省 Ｃ

・「食品の表示に関する共同会議」おいて、遺伝子組換え食
品の表示を含め、食品表示項目の用語、定義の統一や、表
示方法の運用等の問題点の検討を進め、わかりやすい食品
表示を目指しているところである。
　これまでに「食品の表示に関する共同会議」で①期限表示
の用語・定義の統一、②加工食品の原産地表示に関する今
後の方向、③生鮮食品の原産地表示の今後のあり方、④ア
レルギー物質を含む食品に関する表示について報告をまと
め、制度改善する等の成果をあげている。今後も引き続き、
わかりやすい食品表示を目指して検討を行う。

http://www.maff.go.jp/www/counsil/co
unsil_cont/sougou_syokuryou/kyodo_kai
gi.htm
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・ 相談機関やアドバイザリースタッフに係る民間における
取組等を通じ、保健機能食品について消費者が正しい知
識をもち、自ら選択できるように、一層の普及啓発を促進
する。 厚生労働省 C

・平成１６年より独立行政法人国立健康・栄養研究所が栄養
情報担当者（ＮＲ(Nutrition　Representative)）の認定試験を実
施しており、平成１７年１０月現在721名の栄養情報担当者を
認定登録した。ＮＲは消費者が正しい知識をもって自ら選択
できるように、保健機能食品等について正確な情報の提供を
行うこととしている。

Ｃ

Ｃ149

・ 消費者にとってより分かりやすい食品表示へ改善する。



内閣府 Ｃ

・各年度（平成１６年度、平成１７年度、平成１８年度）資源配
分方針に反映

文部科学省 B

・廃棄物・バイオマスの再資源化やエネルギー回収等を目指
す「一般・産業廃棄物・バイオマスの複合処理・再資源化プロ
ジェクト」を実施。（平成17年度予算4.75億円、平成18年度予
算案4.75億円）

http://mlp.biomass-leading-
project.org/leading/index.html

農林水産省 Ｃ

・「バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議」を設置し、「アドバ
イザリーグループ」からの多様な意見や民間の視点を反映し
つつ、「バイオマス・ニッポン総合戦略」に掲げる具体的行動
計画を取組工程に基づき着実に推進。
・地域のバイオマスの総合的な利活用を図るための計画であ
る「バイオマスタウン構想書」を１７年１２月末現在で３１市町
村について公表。
・バイオマス関連情報を収集・整理・提供するための情報拠
点の運用・情報の充実を図っている。
・シンポジウムを開催。年度内に他５箇所で実施予定。

○バイオマス・ニッポン総合戦略取組工
程
http://www.maff.go.jp/biomass/dai3/sir
yo1-2.pdf
○バイオマスタウン構想募集
http://www.maff.go.jp/www/press/cont
2/20040830press_1.pdf
○バイオマス利活用推進のための情報
拠点
http://www.biomass-hq.jp
○バイオマスシンポジウム開催状況
http://www.jora.jp/txt/katsudo/04b_sy
mposium/index.html

経済産業省 C

「バイオマス・ニッポン総合戦略」に基づき、バイオマスエネル
ギー利活用の促進のための各種施策を着実に実施中。

国土交通省 B

平成12～16年度まで、①積雪・寒冷地における、②乳牛の飼
養実態に即し固形糞尿も処理対象とする、③共同利用型の、
バイオガスプラントの実証試験を行った。その結果を踏まえ、
地域の有機性廃棄物も副資材として処理する実用研究を地
元と実施するとともに、今後のバイオガスプラントの計画や建
設に利活用できるように、研究成果と開発技術の普及を実施
している。また、平成１５年度から、当該プラントで発生するバ
イオガスを活用し、水素エネルギーとして利活用する実証研
究を実施している。

（独）北海道開発土木研究所で実施
○積雪寒冷地における環境・資源循環
プロジェクト
http://dojyo.ceri.go.jp/project/index.ht
ml
○地球温暖化対策に資するエネルギー
地域自立型実証研究
http://tok.ceri.go.jp/
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・ バイオマスを循環的に最大限活用することにより、将来
にわたって持続的に発展可能な社会の実現に向けた国家
戦略である「バイオマス・ニッポン総合戦略」（2002年12月
策定予定）に基づき、以下の施策をはじめ、バイオマス利
活用促進のための諸施策の着実な推進を図る。

　【環境・エネルギー分野（よりよく暮らす）】



環境省 C

「バイオマス・ニッポン総合戦略」に基づき、バイオマス利活用
促進のため、バイオエタノールの導入や木質バイオマス活用
への技術開発等諸施策の着実な推進を図っている。

文部科学省 B

・廃棄物・バイオマスの再資源化やエネルギー回収等を目指
す「一般・産業廃棄物・バイオマスの複合処理・再資源化プロ
ジェクト」を実施。（平成17年度予算4.75億円、平成18年度予
算案4.75億円）

http://mlp.biomass-leading-
project.org/leading/index.html

農林水産省 Ｂ

・「地球温暖化が農林水産業に与える影響の評価及び対策
技術の開発」（Ｈ１７年度予算：４億円）において、地球温暖化
対策として期待される化石燃料代替エネルギーとしてバイオ
マスを用いた新エネルギー生産技術の開発を実施しており、
実証施設を製作した。
・平成１８年度からは、「地球温暖化が農林水産業に及ぼす
影響の評価と高度対策技術の開発」（平成１８年度予算：５億
円）として取組を強化する予定。

研究概要
http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/20
04/0319.htm
http://konarc.naro.affrc.go.jp/press/200
30314/index.html

経済産業省 Ｃ

・「バイオプロセス実用化開発プロジェクト（16年度予算：21.1
億円、1７年度予算：16.0億円、１８年度予算：12.7億円）」の実
施。

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/
bio/project0508/47-54.pdf
http://www.nedo.go.jp/bioiryo/project/19/inde
x.html

国土交通省 B

平成12～16年度まで、①積雪・寒冷地における、②乳牛の飼
養実態に即し固形糞尿も処理対象とする、③共同利用型の、
バイオガスプラントの実証試験を行った。その結果を踏まえ、
地域の有機性廃棄物も副資材として処理する実用研究を地
元と実施するとともに、今後のバイオガスプラントの計画や建
設に利活用できるように、研究成果と開発技術の普及を実施
している。また、平成１５年度から、当該プラントで発生するバ
イオガスを活用し、水素エネルギーとして利活用する実証研
究を実施している。

（独）北海道開発土木研究所で実施
○積雪寒冷地における環境・資源循環
プロジェクト
http://dojyo.ceri.go.jp/project/index.ht
ml
○地球温暖化対策に資するエネルギー
地域自立型実証研究
http://tok.ceri.go.jp/

環境省 D

ごみメタン回収施設の整備事業を推進（平成１３年度～平成１
７年度累積補助実績：３件）

平成１８年度循環型社会形成推進交付
金予算額（案）　４８４億円の内数

経済産業省 Ｃ

・自動車用バイオ燃料について、総合資源エネルギー調査会
燃料政策小委員会にて他の新燃料とともにエネルギー・燃料
政策全体の中での位置づけを整理し中間報告を取りまとめた
（16年７月）。一方、技術的課題を抽出するため、エタノール混
合ガソリンの流通実証試験研究を実施中。また、バイオ
ディーゼル燃料については、同委員会にて燃料規格化に向
け検討中。

http://www.meti.go.jp/report/data/g407
05aj.html
http://www.nedo.go.jp/informations/oth
er/151218_1/151218_1.html
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・ 電気や自動車燃料としての利用に際する技術的な課題
や制度的問題等所要の論点について整理した上で、バイ
オマスエネルギーを産出する技術やシステムの在り方に
ついて検討する。

Ｃ

Ｂ

152

・ 林地残材や古紙、食品廃棄物等といったバイオマスや
産業廃棄物等を効率的に収集し、これらをさまざまな変換
技術により、製品やエネルギーとして利活用するといった
ような、回収・再資源化・資源利用までの一貫したバイオ
マス利用関連技術を開発するとともに、その実用化・普及
が図られ、それらが最大限に活用されるような社会システ
ムを開発する。



国土交通省 B

バイオディーゼル燃料専用車を試作し、排出ガス・安全・耐久
性能評価を行うことにより、バイオディーゼル燃料専用車が
環境・安全面で満たすべき車両側対応技術等を明確にする
ため、バイオマス燃料対応ｴﾝｼﾞﾝを試作したところ。

（独）交通安全環境研究所で実施
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・ 認定構造改革特別区域において、使用済物品等又は副
産物を再生資源として利用し、酒類の原料として不正に使
用されるおそれがないものとして製造するアルコールにつ
いては、アルコール事業法に基づく流通管理等に係る規
定を適用しないこととする。

経済産業省 Ａ

「構造改革特別区域法」にかかる認定申請の受付開始（１５
年４月）
１５年５月に、構造改革特区第２段として「びんご産業再生特
区（広島県、福山市）」が認定

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou
2/

Ａ
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・ バイオマスを法律上位置づけた「電気事業者による新エ
ネルギー等の利用に関する特別措置法」により、電力分
野におけるバイオマスエネルギーの一層の導入拡大に向
けた取組を行う。

経済産業省 Ａ

「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措
置法」の全面施行（１５年４月）

Ａ

農林水産省 Ｂ

・バイオマス利活用計画の策定やバイオマス利活用に関する
調査・実証、バイオマス利活用施設整備等の取組を支援。

○バイオマスの環づくり交付金（17年
度。バイオマスタウンの実現に向けた地
域の主体的な取組を支援）
http://www.maff.go.jp/biomass/h17_yos
an_kettei.pdf

経済産業省 Ｃ

「新エネルギー事業者支援対策事業」、「地域新エネルギー
導入促進対策事業」、「新エネルギー非営利活動促進事業」
による支援を実施しているところ。
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・ 下水汚泥と未利用バイオマスを共同処理し、メタン回収
を行うモデル事業を実施する。 国土交通省 C

下水汚泥と生ごみ等のその他のバイオマスを共処理し、メタ
ンガスを回収する事業が採択されたところ。 Ｃ
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・ 廃棄物からのメタン回収施設の設置に対する補助を拡
充する。

環境省 D

ごみメタン回収施設の整備事業を推進（平成１３年度～平成１
７年度累積補助実績：３件）

平成１８年度循環型社会形成推進交付
金予算額（案）　４８４億円の内数

Ｄ
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・ ＮＰＯ／ＮＧＯ等民間団体や企業等が連携して行う、バ
イオマスの利活用など循環型社会の形成に向けた取組の
アイデアを公募し、実証事業として実施することにより、リ
デュース（排出抑制）、リユース（再使用）を中心とする循
環型社会に向けた取組を推進していく。

環境省 C

「循環型社会形成実証事業」ＮＧＯ・ＮＰＯ等の民間団体、企
業、行政が連携して行う循環型社会の形成に向けた取組の
アイディアを公募し、モデル事業を実施（１５，１６、１７年度予
算額累計　193百万円）。

Ｃ
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・ 低コスト・低負荷型土壌汚染調査対策技術の検討の一
つとして、植物を用いた重金属汚染土壌浄化技術等のＢＴ
を活用した対策技術について現場実証試験と総合的な評
価を行い、その結果を公表する。

環境省 A

平成１４年度に行った現場実証試験等の結果等により総合的
に評価し、その結果を公表した。

http://www.env.go.jp/water/dojo/gijyut
su/h14/index.html

Ａ
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・ バイオマスエネルギーを導入する自治体、事業者、ＮＰ
Ｏ等に対する支援を拡充する。



経済産業省 Ａ

16年度内に「微生物によるバイオレメディエーション利用指
針」を告示した。

http://www.meti.go.jp/policy/bio/index.html

環境省 A

17年３月に「微生物によるバイオレメディエーション利用指針」
を告示

http://www.env.go.jp/air/
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・ バイオプロセスに投入する植物由来の原料の供給に関
しては、原料需要の拡大につながる新市場を創出する用
途を対象として、その大半を占めるコーンスターチ製造用
とうもろこしの関税割当制度の運用の見直し等を図る。

農林水産省 Ｂ

・制度の運用見直しに着手し、平成１５年４月から、関税割当
の申請に係る事務の簡素化・迅速化、コーンスターチ製造数
量検定の廃止を実施し、１０月からは関税割当条件の使用者
制限の弾力化を実施している。
・１７年９月から、バイオプロセスに投入するコーンスターチ製
造用とうもろこしの供給については、新市場を創出する用途
の対象として関税割当制度の運用を実施。

Ｂ
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・ 製造工程へのバイオプロセスの導入、バイオマス由来
のエネルギー・製品の普及のために、最終製品の価格イ
ンセンティブ、原材料のコストインセンティブを付与すべく
総合的な支援措置を検討する。

経済産業省 Ｃ

・「エネルギー使用合理化生物触媒等技術開発　（１５年度：
1.7億円）」、「バイオプロセス実用化開発（１６年度予算：21.1
億円、１７年度予算：16.0億円、１８年度予算：12.7億円）」、
「微生物機能を活用した環境調和型製造基盤技術開発（１８
年度予算：20.4億円の内数）」の実施。

http://www.nedo.go.jp/bioiryo/project/17/inde
x.html
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/
bio/project0508/43-44.pdf
http://www.nedo.go.jp/activities/portal/p0002
7.html
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/
bio/project0508/47-54.pdf
http://www.nedo.go.jp/bioiryo/project/19/inde
x.html

Ｃ
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・ 我が国の高い技術ポテンシャルを活かし途上国等にお
けるバイオマス活用を推進するため、民間企業の海外に
おけるプロジェクトの実施を後押しする。

経済産業省 Ｃ

・「植物機能改変技術実用化開発（１５年度予算：3.8億円）」、
「植物利用エネルギー使用合理化工業原料生産技術開発（１
５年度予算：8.6億円、１６年度予算：8.2億円、１７年度予算：
8.2億円）」、「植物機能を活用した高度モノ作り基盤技術開発
（１８年度予算：19.3億円）」、「バイオプロセス実用化開発プロ
ジェクト（１６年度予算：21.1億円、１７年度予算：16.0億円、１８
年度予算：12.7億円）」の実施。
・京都議定書クリーン開発メカニズムについてＦＳ等に対する
支援を実施。平成１５年度ＦＳ採択事業「マレーシア国におけ
る廃棄物処分場バイオガス回収有効利用調査」については、
ホスト国及び日本国承認を取得し、ＣＤＭ事業化が進展。平
成１７年度７月にはＣＤＭ／ＪＩ実施支援事業「タイ国における
パーム椰子房有効利用バイオマス発電によるＣＤＭ事業」へ
の助成金交付を決定。
・生物多様性条約カルタヘナ議定書を締結（１５年１１月）。

http://www.nedo.go.jp/activities/sangi/
15baiotekunorogi.pdf
http://www.nedo.go.jp/bioshitsu/project
/index.html

Ｃ
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・ 非遺伝子組換え生物（微生物等）を用いたバイオレメ
ディエーションについては、経済産業省、環境省に並列し
て安全に係る指針が存在しており、一元化を含めた適切
な制度の検討を行う。



農林水産省 Ｃ

・平成１５年度から環境配慮型のバイオマス由来のプラスチッ
クをグリーン購入法に基づく調達方針に追加し、率先して購
入している。
・バイオマス製品の利活用を促進するため、農林水産省の食
堂において、バイオマスプラスチック製品の試験的利用を開
始し、その効果と課題について検証。良好な結果を得るととも
に、その成果を愛・地球博に継承した。
・バイオマスプラスチックの利活用を促進するため、製造コス
ト低減に向けた技術開発を実施中。
・バイオマスプラスチックのケミカルリサイクル社会実験を実
施。

○バイオマスプラスチック製品の試験的
利用
http://www.maff.go.jp/www/press/cont
/20040416press_1.htm
○製造コスト低減に向けた技術開発
http://www.maff.go.jp/www/press/cont
2/20040624press_6.pdf

経済産業省 Ｃ

・グリーン購入法特定調達品目検討会において、生分解性プ
ラスチック及び植物原料由来プラスチックの製品について、グ
リーン購入法の対象品目としての取扱の検討を進めている。
１５年度においては、「植物原料由来プラスチック製透明窓付
き封筒」が、また、配慮事項として「生分解性プラスチックを使
用した生ゴミ処理袋、及び水切りネット」が規定され、１６年度
においては、植物を原材料とするプラスチックを使用した「イン
クジェット用OHPフィルム」及び「クリアホルダー」が新たに規
定された。

http://www.meti.go.jp/policy/global_envi
ronment/index.html

環境省 C

グリーン購入法特定調達品目検討会において、植物原料由
来プラスチックを用いた製品について、グリーン購入法の対
象物品の拡大を検討中

http://www.env.go.jp/policy/hozen/gre
en/g-law/h17com.html
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・ 生分解性プラスチックの国際標準化について、研究開
発成果の国際的普及、国際競争力強化の観点から、国際
標準の提案を行う等、より積極的に対応を進める。

経済産業省 Ｃ

・環境ＪＩＳ策定中期計画において、「生分解性プラスチック製
品の識別表示基準」、「生分解性高分子材料の標準物質」の
２テーマに加え、16年度に新たに「微生物酸化分解試験方
法」を位置づけ、15年度より順次原案策定を開始しているとこ
ろ。
なお、「微生物酸化分解試験方法」については、ＩＳＯ化に向
けて、１７年９月に国際規格原案（ＤＩＳ）となり、平成１８年１月
に最終国際規格案（ＦＤＩＳ）として提出する予定である。

http://www.jisc.go.jp/std/environment/
pdf/Medium_plan(20040325).pdf

Ｃ
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・ 生分解性プラスチック及び植物原料由来プラスチックの
グリーン購入法特定調達品目としての取扱いについて検
討する。併せて、ＢＴ関連製品（生分解性プラスチック等）
の環境負荷について、原材料の製造から製品の廃棄にい
たるライフサイクルを通じて、エネルギー使用・温暖化へ
の影響、循環型社会システムへの影響、有害物質の排出
による影響、生態系への影響等の観点から、積極的に検
討を行い、環境負荷低減に資する製品については、グ
リーン購入の推進等により普及促進を図る。

戦略３　国民理解の徹底的浸透
　Ⅰ．戦略３に関する分野横断的な事項に関する行動計画
　　１．情報の開示と提供の充実



内閣府 Ｃ

ＢＴ戦略会議関係省庁連絡会において、「バイオテクノロジー
に関する国民理解促進のための総合計画」を策定。第６回Ｂ
Ｔ戦略会議にて該計画の実施状況を報告。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/bt/dai6/6gijisi
dai.html

文部科学省 Ｃ

関係府省とともに「バイオテクノロジーに関する国民理解促進
のための総合計画」を策定。

厚生労働省 C

関係府省とともに「バイオテクノロジーに関する国民理解促進
のための総合計画」を策定

農林水産省 Ｃ

関係府省とともに「バイオテクノロジーに関する国民理解促進
のための総合計画」に基づく取り組を実施。

経済産業省 Ｃ

共通の情報発信機能として、バイオテクノロジー情報リンク集
を官邸ＨＰに整備済。また、関係府省と共に「バイオテクノロ
ジーに関する国民理解促進のための総合計画」を策定。

環境省 C

関係府省と共に「バイオテクノロジーに関する国民理解促進
のための総合計画」を策定

内閣府 Ｃ

各年度（平成１６年度、平成１７年度、平成１８年度）資源配分
方針に反映。

文部科学省 C

・「個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロジェクト（テーラー
メイド医療実現化プロジェクト）」の実施にあたっては、国民理
解の浸透に向けたシンポジウムを年４回程度開催。政府広報
「政策対談　明日への架け橋」にて「再生医療の実現化プロ
ジェクト」放映。再生医療の実現化プロジェクト、ミレニアムプ
ロジェクトの再生医療研究成果を広く情報発信すべく「再生医
療シンポジウム」を開催。
・ライフサイエンスに関するホームページ「ライフサイエンスの
広場」を開設。また、「個人の遺伝情報に応じた医療の実現プ
ロジェクト」、「再生医療の実現化プロジェクト」および「がんト
ランスレーショナル・リサーチ事業」についてホームページを
開設。
・科学技術振興機構のサイエンスチャンネル、日本科学未来
館等を通じて、ＢＴ等に関する情報発信を実施。

「個人の遺伝情報に応じた医療の実現
プロジェクト」ホームページ
http://biobankjp.org/index.html
「再生医療の実現化プロジェクト」ホーム
ページ
http://www.stemcellproject.jp/
「がんトランスレーショナル・リサーチ事
業」ホームページ
http://ctrp.tri-kobe.org/
ライフサイエンスのホームページ
「ライフサイエンスの広場」
http://www.lifescience-mext.jp/

Ｃ

Ｃ
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・ 国民理解増進のために、関係各府省共通の国民理解
促進のための総合計画を策定する。その際、各府省で
行っている国民への情報提供について共通の情報発信
機能を整備する。また、関係各府省は、上記総合計画推
進のための各府省ごとの政策を策定する。その際、ＥＬＳＩ
※への取組の強化策について、それぞれの府省が行う事
業の特徴を勘案しつつ、可能な限り数値的な目標を提示
するものとする。

168

・ マスメディアを通じた情報の提供、大学・研究機関の公
開等を活用して、積極的な情報の開示を進めるとともに、
わかり易い情報提供のための資料作成を進める。また、
サイエンスチャンネル、日本科学未来館等において、ＢＴ
に関する情報発信を進める。



169

・ 生命倫理・安全対策に関する取組について、審議会等
の公開とともに、電子パンフレットの作成などを通じ、積極
的に情報の提供を行う。また、ＥＬＳＩについての高い意識
と知見をもったＢＴ分野の研究者の養成を進める。

文部科学省 Ｂ

・ヒトＥＳ細胞に関する審査を公開するなど生命倫理に関する
審議会を公開で開催するとともに、電子パンフレットや指針の
Ｑ＆Ａ等をＨＰで公開。
・科学技術振興調整費により、生命・医療倫理問題への適切
な対応が可能な人材等を養成することを目的とする課題を実
施中であり、生命・医療倫理人材養成コースを始めとした講
座を開講している。中間評価時点では当初目標を上回る人材
を育成、輩出し、順調に課題は進捗している。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei
/main.htm
「生命・医療倫理人材養成ユニット」ホームペー
ジ
http://square.umin.ac.jp/CBEL/

Ｂ
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・ 生命倫理・安全対策に係る様々な指針において、研究
成果の公開についての規定を盛り込み、機関内倫理審査
委員会等における情報の公開を促す。

文部科学省 B

・ヒトＥＳ細胞の樹立及び使用に関する指針等の文部科学省
の所管する生命倫理・安全対策に係る指針において、研究成
果の原則公開及び機関の倫理審査委員会における情報公
開の促進を規定。個人情報保護法の全面施行を踏まえ、ヒト
ゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針、疫学研究に関す
る倫理指針及び遺伝子治療臨床研究に関する指針を全部改
正し、平成１７年４月に施行。個人情報の保護を踏まえた情
報の公開の促進を図った。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei
/main.htm

B
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・ 遺伝子組換え技術等ＢＴに対する国民理解の増進を図
り、国民理解のもとに研究成果の円滑かつ迅速な実用化
を促進し、適切な形で社会に還元するため、ＢＴに関する
情報の提供や国民各層間のコミュニケーションの充実を
図る。

農林水産省 Ｃ

・遺伝子組換え等先端技術安全性確保対策のうち、「みんな
で考えるバイテク推進事業（０.９億円）」において、遺伝子組
換え農作物等農林水産分野におけるバイオテクノロジーに関
する国民の不安や懸念に応え、市民はもとより様々な立場の
者が意見交換することを通じて相互理解を促進するため、シ
ンポジウムの開催やパンフレット等の作成・配布による情報
提供及び遺伝子組換え技術を科学的に理解し、円滑なコミュ
ニケーションを行える人材の養成研修を実施するとともに、
ホームページにより総合的な情報提供と自由なコミュニケー
ションができる体制を構築している。

遺伝子組換え技術の情報サイト（農林
水産省）
http://www.s.affrc.go.jp/docs/anzenka/
index.htm

バイテクコミュニケーションハウス（社団
法人 農林水産先端技術産業振興セン
ター）
http://www.biotech-house.jp/

Ｃ
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・ 遺伝子組換え作物について、実証試験による安全性の
明確化等を含む行動計画を策定する。

農林水産省 Ｃ

・関係団体に対し、我が国の自然条件下で生育した場合の生
物多様性影響が明らかでない組換え農作物については、隔
離ほ場において栽培等を行い、我が国の自然状況下で生育
した場合の特性を明らかにするよう通知。
さらに、所管の独立行政法人が遺伝子組換え作物を用いた
栽培実験を行う場合に一般作物との交雑･混入防止及び情
報提供について定めた｢第1種使用規程承認組換え作物栽培
実験指針」を策定し通知。

遺伝子組換え技術の情報サイト（農林
水産省）
http://www.s.affrc.go.jp/docs/anzenka/
index.htm
遺伝子組換え生物多様性影響に関する
情報コーナー（農林水産省）
http://www.maff.go.jp/carta/index.htm

Ｃ
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・ 国立試験研究機関等の有する特許や研究成果をデータ
ベース等を活用して積極的に公開するとともに、インター
ネット等を通じたＢＴに関する情報発信を進める。 厚生労働省 B

・平成１４年度より国立保健医療科学院に研究情報センター
を設置し、研究情報の収集、活用及び情報提供に関する支
援等の体制を整備するとともに、同院ホームページ上に厚生
労働科学研究成果データベースを設け、研究成果を公開。
【再掲】

http://webabst.niph.go.jp/

Ｂ
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・ ＢＴの理解と信頼を築くために、ＮＰＯ法人などとの連携
を行う他、インターネット等を通じ情報発信の強化に取り
組む。

経済産業省 Ｃ

・「遺伝子組換え体の産業利用におけるリスク管理に関する
研究」を実施し、国内外での遺伝子組換え体の安全性に関す
る科学的知見、これまでの議論の系譜に関する情報や、リス
ク評価・管理手法に関する情報のプロトタイプデータベースを
作成した。平成１８年度は一般公開を行う予定。
・「バイオ事業化に伴う生命倫理問題等に関する研究（１５年
度予算：０．４億円、１６年度予算：０．４億円、１７年度予算０．
４億円、１８年度予算案０．４億円）」

http://www.jba.or.jp/katsudou/anzenRin
ri.html
経済省生物課生命倫理に関するページ
http://intra-policy2/bio/index.html
ＮＰＯ法人くらしとバイオプラザ２１
http://www.life-
bio.or.jp/biocafe/index.html

Ｃ

内閣官房（知
的財産戦略
本部）

Ｃ

知的財産戦略本部において、平成16年5月に「知的財産推進
計画２００４」を策定し、本施策も含め推進している。

官邸HPに「知的財産推進計画２００４」を
掲載。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2
/kettei/040527f.html

内閣府 Ｃ

・総合科学技術会議の下、科学技術関係人材専門調査会を
設置。平成15年10月から平成16年7月まで計11回同調査会
を開催。①創造性豊かで、国際的にリーダーシップを発揮で
きるような広い視野と柔軟な発想を持つ人材の育成、②人材
育成の基軸として、世界的に高水準の高等教育と、多様性や
創造性を伸ばしてゆける初等中等教育を目指した教育改革
へ注力、③多様な人材の交流と新たな経験を通じて、斬新な
価値を創造できる研究教育の環境の実現などについて取りま
とめ、平成１６年７月２３日総合科学技術会議にて「科学技術
関係人材の育成と活用」として決定、関係大臣に意見具申し
た。
　その中で、例えば、児童生徒が科学技術に興味や関心をい
だき、発展させてゆく能力を築くため、初等中等教育段階で多
様性や創造性を伸ばす取組を支援することとしている。

文部科学省 C

・「科学技術・理科大好きプラン」において、「スーパーサイエ
ンスハイスクール」や「理数大好きモデル地域事業」・「サイエ
ンス・パートナーシップ・プログラム」等を実施し、先進的な理
数教育、実験・観察等の課題探求的活動、教員研修等を推
進するとともにデジタル教材｢理科ねっとわーく｣の開発・普及
を進めることにより、科学技術・理数教育の充実を図るための
施策を総合的に推進。

平成17年度より、「理科大好きスクール」
を発展させ、地域の教育資源を総合的･
有機的に組み合わせて理数教育等を実
施する「理数大好きモデル地域事業」を
開始。

環境省 D

・「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に
関する法律」に基づく基本方針が１６年９月に閣議決定された
ことを受け、子供の頃から生物や自然に対する理解を深める
ため、自然体験学習等の一層の充実を図る。

Ｃ175

　　３．学校教育・社会教育等の充実

・ ＢＴを含む科学技術、理科教育を重点的に行う高等学校
を対象とした「スーパーサイエンスハイスクール」、小・中
学校を対象とした「理科大好きスクール」等の「科学技術・
理科大好きプラン」の充実を図るとともに、小学校教諭、中
学校・高等学校の理科教諭に対するＢＴを含む科学技術・
理科教育に関する研修について、大学、研究機関等と教
育委員会が連携して実施するための支援策を講ずる。



176

・ 高等学校等における教育目的の組換えＤＮＡ実験を行う
指導者の育成を目的としたセミナーを開催する。

文部科学省 C

・ライフサイエンス安全研究プログラムにおいて、組換えＤＮＡ
実験を行う指導者を育成するセミナー等を開催し、国民とのリ
スク・コミュニケーションの在り方に関する方策の調査検討を
実施。

Ｃ

177

・ 大学等におけるＢＴ関連公開講座の充実や公民館・コ
ミュニティーセンター等を活用したＢＴ関連の講習会の開
催の促進のほか、ＢＴを含む科学技術・理科について、興
味や関心を呼び起こす情報を提供し、科学館等を活用し
た情報発信を行う。

文部科学省 C

・科学技術振興機構のサイエンスチャンネルや、日本科学未
来館等を通じた情報発信を実施。

Ｃ

Ⅱ．戦略３に関する各分野の行動計画
　【医療・健康分野（よりよく生きる）】
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従来の３組織を統合した「独立行政法人医薬品医療機器
総合機構」の平成１６年新設に向けた取組みを着実に実
施する。同機構の設立に併せ、その機能の更なる拡充を
図り、ＢＴを活用した先端医療への国民の信頼をより一層
確保するための方策を検討する。具体的には、人員・組織
を強化し、治験前段階から承認までの一貫した指導・審査
体制を構築するとともに、質の向上、効率化を図り、以下
の取組を行う。
*　審査期間の短縮化、審査プロセスの透明化
*　審査官として、医学、薬学、獣医学、統計学、工学等の
専門家の採用、増員
*　「ファスト・トラック制度※」（優先的な治験相談）の導入
*　医療上有用性の高い製品に対する「優先審査体制」の
拡充
*　医療機器に係る申請前相談制度の開始、事務処理機
関の改善など
*　生物由来製品に関する専門審査体制の構築

厚生労働省 C

平成１６年４月の「独立行政法人医薬品医療機器総合機構
法」の施行により、独立行政法人医薬品医療機器総合機構
が設立され、運用が開始された。機構が掲げた「中期計画（５
年間：平成１６年～平成２１年）」の中で、
「先端的な医薬品・医療機器に対するアクセスの迅速化に係
る目標」として、
・審査事務処理期間１２か月を、新医薬品については、中期
目標期間を通じて７０％について確保するとともに、中期目標
期間終了時には８０％、平成１９年度及び２０年度において
は、９０％について達成する。また、優先審査の対象製品につ
いて、中期目標期間終了時までに、医薬品については、審査
事務処理期間６か月を５０％について、医療機器について
は、９か月を７０％について達成する。
・優先治験相談制度を創設し、優先相談、事前申請資料確認
等を実施し、承認申請までに指導を提供する機会を増加させ
る。また、治験相談の申し込みから対面面談までの期間や優
先治験相談の第１回対面までの期間等を短縮し、治験相談
の手続の迅速化を図る。
・バイオ・ゲノムといった先端技術の評価については、中期目
標期間を通じ、高度な知見を有する外部専門家を活用すると
ともに、新技術を応用した製品に係る国の評価指針の作成に
協力する。
・業務の透明化を推進するため、厚生労働省と協力し、国民
等に対し、優先審査の結果を含む審査報告書やその他審査
等業務及び安全対策業務に係る情報を速やかに提供するこ
ととし、目標達成に向けた取組みを進めているところである。
また、審査官の増員として、専門家を採用することについて
は、公募を中心に必要な分野の有能な人材を計画的に採用
しているところである。
さらに、医療機器に係る申請前相談制度は機構の設置と同
時に運用を開始しており、生物由来製品に関する専門審査体
制の構築についても鋭意取り組んでいるところである。

http://www.pmda.go.jp/

C
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本年の改正薬事法の改正の趣旨に則り、審査関連業務
の再編充実と併せ、承認審査から安全対策までを総合的
に行う体制を構築するため、幅広く安全情報を収集し、分
析する体制や、ＩＴ技術を活用したより効果的な安全情報
提供システムを構築するとともに、医薬品・医療機器等の
有効性、安全性等の向上に関する調査を実施し、安全情
報の質的向上、効率的・効果的提供等を図る。 厚生労働省 C

平成１６年４月に、国立医薬品食品衛生研究所医薬品医療
機器審査センター、医薬品副作用被害救済・研究振興調査
機構及び財団法人医療機器センターの一部の業務を統合し
た独立行政法人医薬品医療機器総合機構が設立され、業務
を開始した。機構においては、市販後の医薬品や医療機器な
どによる副作用・不具合等に関する企業からの報告を受け付
けており、オンラインによる報告の受付も行っている。また、
機構のホームページにおいて、医療用医薬品の添付文書情
報の掲載、プッシュ・メールによる安全性情報の提供など、情
報の提供に努めている。さらに、今後、データマイニングなど
の新規手法の導入による副作用・不具合等の早期発見及び
これらの拡大防止を効果的に図る予定。

http://www.pmda.go.jp/

Ｃ
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・ 本年の改正薬事法に則り、ＢＴ応用医薬品・医療機器等
を含む「生物由来製品」について、原料採取・製造から市
販後まで一貫した安全確保対策を推進する。［平成１４年
度着手、平成１５年度以降随時達成］また、生物由来の医
療機器による健康被害救済制度を創設する。

厚生労働省 B

薬事法第４２条の規定に基づく「生物由来原料基準」（平成１
５年７月３０日より適用）において、指定生物由来製品のみな
らず、すべての医薬品、医薬部外品、化粧品の原料に用いる
ドナー及び原材料に関して感染症防止の観点からの適格性
の要件が規定され、製造・販売等の各段階においてその適合
を求めるなど、安全確保対策を推進している。
また、生物由来製品による健康被害救済制度については、平
成１６年４月に設立された独立行政法人医薬品医療機器総
合機構において、生物由来製品による感染等による健康被
害の迅速な救済を図る観点から医療手当、障害年金等の給
付を行っている。

http://www.pmda.go.jp/kansen/index.ht
ml

Ｂ
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・ ＢＴなどを利用した医薬品等の高度なリスク評価・管理
技術の高度化のための研究開発を進める。

厚生労働省 C

ゲノム創薬や再生医療などのバイオテクノロジーの進展や社
会的要請、更には国際的動向に対応した、より有効かつ安全
な医薬品・医療機器を国民に提供するため、医薬品等のリス
ク評価・管理技術の高度化・市販後の安全対策等に資するこ
とを目的として、厚生労働科学研究において平成16年度から
「医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事
業」として研究を実施しており、平成１７年度以降も引き続き
必要な研究課題を実施している。

Ｃ
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・ 総合科学技術会議生命倫理専門調査会において、ヒト
受精胚の人の生命の萌芽としての取扱いについての検討
を進め、その結論を得る。 内閣府 Ａ

生命倫理専門調査会（平成１３年４月～平成１６年７月）での
検討を経て、総合科学技術会議（平成１６年７月２３日）にて
「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」を関係大臣に意見
具申。

Ａ
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・ 総合科学技術会議生命倫理専門調査会におけるヒト胚
の取扱いに関する議論を踏まえ、「ヒトに関するクローン技
術等の規制に関する法律」、「特定胚の取扱いに関する指
針」及び「ヒトＥＳ細胞の樹立及び使用に関する指針」の見
直しの検討を行う。

文部科学省 Ｂ

・総合科学技術会議の意見具申を踏まえ、審議会に人クロー
ン胚研究利用作業部会を設置（平成１６年１０月）して、「特定
胚の取扱いに関する指針」の見直し等の検討を行っている。
また特定胚及びヒトＥＳ細胞研究専門委員会において「ヒトＥ
Ｓ細胞の樹立及び使用に関する指針」の見直しの検討を行っ
ている。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/
gijyutu1/index.htm

Ｂ
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・ 臨床研究全般を対象とする基本的な指針（ガイドライン）
を策定する。また、ヒト体性幹細胞を用いた臨床研究、ヒト
胚性幹細胞を用いた臨床研究に関し、指針を策定する。

厚生労働省 B

・平成15年7月に策定、告示した「臨床研究に関する倫理指
針」については、個人情報保護に関する改訂を行い、平成16
年12月に告示を行った。平成17年4月施行予定。
・現在、「ヒト幹細胞等を用いる臨床研究に関する指針」につ
いて、ワーキンググループを設置して検討中であり、平成１８
年当初に素案を策定する予定である。

Ｂ
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・ 大規模な試料から得られるゲノムデータや個人のデータ
の取扱いに関するルール作りに努める。

文部科学省 B

・「個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロジェクト（テーラー
メイド医療実現化プロジェクト）」においては、個人情報が特定
されることがないよう、協力医療機関で匿名化を行い、バイオ
バンクとして試料を保管・管理する東京大学医科学研究所に
おいて、さらに匿名化を行うことで、二重の匿名化を行ってお
り、臨床情報とともに、外部へ漏れることがないよう、セキュリ
ティー管理を徹底しているところである。また、本プロジェクト
においては、ELSI（倫理的・法的・社会的問題）委員会を設置
し、ELSIに関する対応が適切であるか監督し、必要な場合は
プロジェクト推進に対し、助言・提言する機能を持たせてい
る。

・「個人の遺伝情報に応じた医療の実現
プロジェクト」ホームページ
　http://biobankjp.org/

Ｂ
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・ ＯＥＣＤワークショップを開催すること等を通じて、個人遺
伝情報の保護に関する議論を深めることにより、個人遺
伝情報保護法のあり方等ルールの策定を目指し、インフラ
も含めた産業利用の基盤整備を検討する。

経済産業省 Ｂ

　１６年２月に個人遺伝情報研究用データベースに関するＯＥ
ＣＤワークショップ（共同議長：日本・カナダ）を東京で開催し、
世界１３ヶ国・３国際機関の参加の下、個人遺伝情報取得の
際の同意の在り方やデータの保護方法等に関し、意見交換
等を行った。
　また、「個人情報の保護に関する法律」が１７年４月に全面
施行されることを踏まえ、１６年１２月には、「ヒトゲノム・遺伝
子解析研究に関する倫理指針」の全部改正に加え、「経済産
業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人
情報保護ガイドライン」を策定した。

http://www.oecd.org/document/37/0,2
340,en_2649_201185_31799845_1_1_1_1,0
0.html
http://www.meti.go.jp/policy/bio/main_
03.htm

Ｂ
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・ 「今後の食品安全行政のあり方について」（平成１４年６
月１１日　食品安全行政に関する関係閣僚会議）に沿っ
て、消費者の健康保護を最優先に、食品安全行政にリス
ク分析手法を導入し、食品の安全に関するリスク評価を行
う食品安全委員会（仮称）を新たに設置する（リスク評価の
対象から医薬品は除外されている。）。また、消費者の保
護を基本とした包括的な食品の安全を確保するための法
律として食品安全基本法（仮称）を制定する。

内閣府 A

平成１５年５月２３日に国民の健康の保護を最優先に、食品
安全行政にリスク分析手法を導入し、食品の安全に関するリ
スク評価を行う食品安全委員会を設置すること等を規定した
食品安全基本法が公布され、同年７月１日の同法の施行と合
わせて内閣府に食品安全委員会を設置した。
食品安全委員会では、厚生労働省、農林水産省及び環境省
からのリスク評価の要請を受けて、あるいは、食品安全委員
会自ら科学的知見に基づく中立公正なリスク評価を実施して
いる。

http://www.fsc.go.jp/

A
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・ 健康影響が広範に渡る等重大な事件事故等の発生へ
の対応や輸入食品対策をはじめとする食の安全確保体制
の強化など、リスク管理を担う厚生労働省として、医薬食
品局（仮称）及び食品安全部（仮称）を新設する等の大幅
な組織再編を行う。

厚生労働省 A

・厚生労働省では、「リスク管理」体制を強化する観点から、
①平成１５年４月１日に、本省医薬局食品保健部に「輸入食
品安全対策室」を設置し、②さらに同年７月には、「医薬局」を
「医薬食品局」へ、「食品保健部」を「食品安全部」へ改称する
とともに、消費者等とのリスクコミュニケーションを担当する大
臣官房参事官を設置した。

Ａ

　【食料分野（よりよく食べる）】
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・ 農林水産省の組織再編として、食品のリスク管理部門を
産業振興部門から分離・強化するため、食料消費行政とリ
スク管理を担う新局として「消費・安全局（仮称）」を新たに
設置する。

農林水産省 Ａ

・平成15年7月に産業振興部門から独立して食品分野におけ
る消費者行政とリスク管理を一元的に担う「消費・安全局」を
設置。 http://www.maff.go.jp/syohi.html Ａ

190

・ 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（飼
料安全法）に基づく省令を改正し、遺伝子組換え体利用飼
料等の安全性審査を法的に義務化する。その後、最新の
科学的知見及び国際的情勢等により、規制の内容につい
て必要に応じ見直しを行う。

農林水産省 Ａ

・平成14年11月に飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す
る省令の一部を改正する省令（平成１４年度農林水産省令第
８８号）を公布し、平成15年4月から、遺伝子組換え体利用飼
料の安全性確認を法的義務化。

http://www.ffis.go.jp/sub8/obj/kikakusy
ourei.pdf Ａ
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・ 食品安全委員会（仮称）は、自ら行う食品のリスク評価
について、リスクコミュニケーションを実施する。また、リス
ク管理機関が行うリスクコミュニケーションも含めた、リスク
コミュニケーション全体の総合的なマネージメントを実施す
る。加えて、総合的なリスクコミュニケーションとして、委員
会を中心に、リスク管理機関、消費者、生産者等幅広い関
係者を集めた意志疎通の仕組みを設ける。

内閣府 B

 食品安全委員会においては、遺伝子組換食品・特定保健用
食品などを含め専門調査会が取りまとめた食品健康影響評
価に関する審議結果案等について、平成１５年７月の発足以
来、約１１０回の意見・情報の募集を行い、必要に応じて意見
の反映を図るとともに、リスク管理機関と連携して、消費者や
食品関連事業者など関係者が参加する意見交換会を全国各
地で２００回以上開催するなどしてリスクコミュニケーションの
促進を図っている。また、消費者、食品関連事業者、学識経
験者、マスコミ関係者などから構成されるリスクコミュニケー
ション専門調査会を設置して、これまで２０回の会合を開催
し、効果的なリスクコミュニケーションの方法等についての検
討を行っている。さらに、食品安全委員会及びリスク管理機関
は、それぞれが企画・開催する意見交換会等に関する事務
の調整を行うため、おおむね２週間ごとに、それぞれの担当
者による「リスクコミュニケーション担当者会議」を開催してい
る。

http://www.fsc.go.jp/

B
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・ ＢＴ応用技術を用いた食品の安全性に対する正しい理
解啓発のために、新規のテクノロジーに対する国民の懸
念・不安に対するための情報提供、広報担当コミュニケー
ター育成等を推進する。 厚生労働省 B

平成17年度厚生労働科学研究費補助金を活用して、「バイオ
テクノロジー応用食品の安全性確保に関する研究」のなかで
「リスク・コミュニケーションのあり方に関する研究」を実施して
おり、その成果を踏まえ、図や絵を用いたパンフレットを作
成、ホームページ上で公開しているほか、意見交換会等で配
付し普及啓発を実施してきた。また、今年度、コミュニケー
ター育成のための研修に取り組んでいる。

「遺伝子組換え食品の安全性について」
パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/topics/idenshi/q
a/pamph.html Ｂ
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・ 遺伝子組換え作物を含め、食品安全に対する消費者等
の信頼関係構築・強化のため、食品安全委員会（仮称）と
の円滑な連携や消費者等とのリスクコミュニケーションの
体制の整備等を図るとともに、リスクコミュニケーション・シ
ステムの構築（システム開発・分析・評価、人材育成）、情
報収集及び情報提供、企画・調整を行う。

厚生労働省 C

食品安全委員会、農林水産省と連携するとともに、３府省合
同で消費者等との意見交換会を実施。リスクコミュニケーショ
ンの現状等に関する調査研究を実施するとともに、具体的な
方法論について検討する研究会を開催し、「食の安全に関す
るリスクコミュニケーションの今後の進め方について」をとりま
とめた。また、今年度、コミュニケーター育成のための研修に
取り組んでいる。

意見交換会
http://www.fsc.go.jp/koukan/dantai_jiss
eki.html
食の安全に関するリスクコミュニケー
ションの在り方に関する研究会
http://www.mhlw.go.jp/shingi/other.htm
l#iyaku
「食の安全に関するリスクコミュニケー
ションの今後の進め方について」
http://www.nihs.go.jp/hse/food-
info/mhlw/news/2005/050330/050330
-1.pdf

Ｃ

194

・ 食品安全委員会（仮称）や厚生労働省等との連携の下、
食品の安全性の問題に関わるリスク管理施策の強化、徹
底した情報開示等に努めるとともに、消費者等との対話窓
口として、独立行政法人農林水産消費技術センター内に
「リスクコミュニケーションセンター（仮称）」を創設する。

農林水産省 Ｂ

・食品安全委員会や厚生労働省との連携の下、食品の安全
性の問題に関わるリスク管理施策を推進するとともに、食品
の安全性確保に関する施策等の策定に国民の意見を反映
し、その過程の公正性及び透明性を確保するため、平成15年
７月の消費・安全局発足以来、食品安全委員会及び厚生労
働省と連携して地方農政局なども活用しながら、食品の安全
性の確保に関する意見交換会を全国で実施。また、ホーム
ページやメールマガジン「食品安全エクスプレス」（配信数：
13,718（平成18年1月4日現在））を活用して迅速かつわかりや
すい食品の安全性等に関する情報の提供に努めている。

http://www.ffis.go.jp/sub8/obj/kikakusy
ourei.pdf

Ｂ
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・ 特定保健用食品以外のいわゆる健康食品について、安
全性や効果等に関する情報提供・分析データベースの構
築、消費者や専門家（医師、薬剤師、管理栄養士等）向け
情報提供等を実施し、安全性・効果に関する情報の収集・
提供を充実する。

厚生労働省 Ｂ

・平成17年度厚生労働科学研究費補助金を活用して、健康
食品の有用性や安全性の情報を提供するためのデータベー
スの構築のために、「高齢化社会への対応や生活習慣病の
予防的指向をした食品素材等の安全性・有効性等のデータ
ベースを作成」を実施中。データベース公開後1年で200万件
を超えるアクセス数を記録している。

http://hfnet.nih.go.jp/main.php

Ｂ

文部科学省 A

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性
の確保に関する法律」を平成１５年６月に公布、１６年２月から
全面施行し、研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の使用
等については、関係省令等を整備。また、第一種使用等及び
第二種使用等ともに、審査体制を確立し、運用しているとこ
ろ。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei
/main.htm

厚生労働省 B

・関係府省とともに、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制
による生物の多様性の確保に関する法律」の成立を受け、基
準等を整備し、運用しているところ。

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制
による生物の多様性の確保に関する法
律」及び関連省令等を制定・告示。

農林水産省 B

・「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性
の確保に関する法律」（環境省他５省）を平成１５年６月に公
布し、１６年２月から全面施行し、運用しているところ。

遺伝子組換え生物多様性影響に関する
情報コーナー
http://www.maff.go.jp/carta/index.htm
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・ 遺伝子改変生物の利用等が生物多様性の保全及びそ
の持続可能な利用に及ぼす悪影響を防止するための国
際的な枠組みである生物多様性条約カルタヘナ議定書を
締結するため、所要の国内法を整備するとともに、国内実
施体制を構築する。これに基づき、遺伝子改変生物の利
用に先立って、生物多様性の保全及びその持続可能な利
用への悪影響を審査する。

　【環境・エネルギー分野（よりよく暮らす）】



経済産業省 B

１６年２月にカルタヘナ議定書国内担保法である「遺伝子組
換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関
する法律」を全面施行。今後も引き続き審査を継続する。

http://www.biodic.go.jp/cbd/biosafety/index.ht
ml
http://www.meti.go.jp/policy/bio/index.html

環境省 B

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性
の確保に関する法律」（環境省他５省）を平成１５年６月に公
布し、１６年２月から全面施行し、運用しているところ

バイオセーフティクリアリングハウス（J-
BCH）
http://www.bch.biodic.go.jp/

文部科学省 C

遺伝子組換え生物等の環境中への放出を伴う研究の実施に
当たり必要となるリスク評価等について、必要な知見を集積
するため、ライフサイエンス安全研究プログラムを実施。

厚生労働省 B

厚生労働科学研究費補助金を活用して、「遺伝子組換え医薬
品の人を含む環境へのリスク評価に関する研究」を行ったと
ころであり、遺伝子改変生物の人を含む環境へのリスク評価
とリスク管理に関する国際的な考え方を参考に検討した。こ
の検討結果をもとに、基準等を整備し、運用しているところ。

農林水産省 Ｃ

・遺伝子組換え等先端技術安全性確保対策のうち、「遺伝子
組換え生物の産業利用における安全性確保総合研究（平成
１８年度予算：５億円）」において、実用化が迫っている新たな
分野のリスク・ベネフィット比較による生物多様性のリスク管
理手法の開発。

http://rms2.agsearch.agropedia.affrc.go.
jp/contents/JASI/pdf/digicon/seika/se
ika428.pdf

経済産業省 Ｃ

・「遺伝子組換え体の産業利用におけるリスク管理に関する
研究」を実施し、遺伝子組換え体を開放環境で使用した際の
事後管理手法の策定に資するため、マイクロアレイを用いた
環境中微生物のモニタリング、自然環境下での組換え微生物
挙動の解析ついて検討を行った。平成１８年度末に事後管理
手法マニュアル（仮称）を策定する予定。

環境省 C

競争的研究資金（地球環境研究総合推進費）を活用して、
「遺伝子組換え生物の開放系利用による遺伝子移行と生物
多様性への影響評価に関する研究」を大学及び独立行政法
人の共同研究チームにより実施中（16年度予算0.64億円、17
年度予算0.64億円）
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・ 国民に組換えＤＮＡ技術の安全性に関する情報基盤整
備等を行うため、国内外の最新情報等の収集・蓄積を行
い情報発信の強化に取り組む。 経済産業省 Ｂ

・「遺伝子組換え体の産業利用におけるリスク管理に関する
研究」を実施し、国内外での遺伝子組換え体の安全性に関す
る科学的知見、これまでの議論の系譜に関する情報や、リス
ク評価・管理手法に関する情報のプロトタイプデータベースを
作成した。平成１８年度は一般公開を行う予定。

Ｂ
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・ 国内で利用される遺伝子組換え生物が、生物多様性に
悪影響を及ぼしていないかどうかを確認するため、全国の
利用地域等において調査計画を策定し、影響の有無、程
度に関する調査を継続的に実施する。

環境省 C

遺伝子組換え生物対策事業において遺伝子組換え生物によ
る影響の調査等を継続して実施している。

Ｃ
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・ 遺伝子改変生物に関するリスク評価と管理の技術（リス
ク・ベネフィットの定量化手法等）を開発するため、環境へ
の意図的な導入における事前評価・事後管理手法の検討
や調査研究を行う。



農林水産省 Ａ

・「愛・地球博」で発生する食品廃棄物等を原料とするバイオ
マス製品の生産システムの構築、バイオマス製品の展示や
バイオマス製品の配布などの広報普及活動を実施した。

○http://www.jora.jp/

経済産業省 Ｂ

・「バイオプロセス実用化開発委託事業（16年度予算5.0億
円、17年度予算4.5億円）」により、17年３月２５日から開催さ
れた「愛・地球博」において、生分解性プラスチック／バイオマ
スプラスチック製品等を導入し、消費者への認知度の向上を
図るとともに、循環型システム構築に向けた実証事業を行っ
た。
・「新エネルギー等地域集中実証研究」（１６年度６４億円、１７
年度６０億円）において、万博会場から出される生ゴミを発酵
させ、メタンガスを発電等に使用するというモデル事業を行
う。

http://www.jba.or.jp/katsudou/aichikyu
u/aichikyuutop.htm
http://www.nedo.go.jp/activities/portal
/gaiyou/p03038.html
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・ 「愛・地球博（愛知万博）」において、生ゴミ等の有機性
廃棄物を「生分解するゴミ」として分別回収し、それらをメタ
ン発酵させ、得られたメタンガスを発電等に使用すると
いったような、バイオマスのリサイクルシステムのモデル
事業を行う。また、「愛・地球博」における生分解性プラス
チック製品の積極的な導入を図る。


